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審
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と
権
力
分
立

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
権
力
分
立
原
則

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
権
力
分
立
主
義

(ω
弓，

R
丸
山
。
ロ
え
可
。
羽
角
田
)
を
厳
格
な
形
で
実
現
し
、
ほ
ぼ
完
全
な
三
権
の
分

第
一
項

立
を
認
め
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
憲
法
制
定
時
に
お
け
る
三
権
分
立
の

理
論
に
対
す
る
考
え
方
は
、
抑
制
・
均
衡
の
理
論
(
仲
町
内
O

弓
丘
町
F
R
Z

同ロ円四

σ白
]
白
ロ
円
巾
印
)
に
よ
り
修
正
を
受
け
つ
つ
も
現
在
な
お
有
効
に
機
能
し

て
い
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
一
九
世
紀
末
に
は
、
政
府
の
各
部
門
(
立
法
・

行
政
・
司
法
〉
が
、
「
他
の
部
門
に
で
は
な
く
そ
の
部
門
に
適
切
な
独
自
の

権
限
を
行
使
す
る
よ
う
制
限
さ
れ
て
い
る
L

と
い
う
、
厳
格
な
権
力
分
立

概
念
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
は
後
に
大
幅
に
変
更
さ
れ
、

「
権
力
分
立
は
、
各
部
門
に
そ
れ
ぞ
れ
、
:
:
:
そ
の
性
質
上
、
行
政
・
立

法
及
び
司
法
で
あ
る
諸
機
能
[
の
行
使
を
]
委
ね
て
、
各
部
門
を
そ
れ
ぞ

れ
、
:
:
:
他
の
部
門
に
依
存
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
各
部
門
を
、
:

北法39(3・118)614 



カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〕

独
立
さ
せ
た
の
で
は
な
い
」
と
い
う
考
え
方
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

合
衆
国
憲
法
第
三
編
第
二
節
は
、
連
邦
の
司
法
権
を
「
事
件
及
び
争
訟

(
n
g
g
白邑

n
o
E
5
2
a
w印
)
L

に
限
定
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
性
及
び

争
訟
性
の
要
請
に
よ
り
、
勧
告
的
意
見
(
〉
門
主
由
。
ミ

O
匂

E
Eロ
)
禁
止
の

法
理
、
ム

l
ト
ネ
ス
の
法
理
、
成
熟
性
の
法
理
、
当
事
者
適
格
、
政
治
問

題
の
法
理
等
々
、
多
く
の
法
理
が
形
成
さ
れ
、
違
憲
審
査
権
の
行
使
を
制

限
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
法
理
は
権
力
分
立
の
理
論
と
深
く
関
連
し
て

い
る
。
中
で
も
、
勧
告
的
意
見
禁
止
の
法
理
は
、
司
法
機
関
た
る
裁
判
所

に
司
法
権
以
外
の
権
限
を
付
与
し
又
は
司
法
機
能
以
外
の
機
能
を
果
た
す

よ
う
裁
判
所
に
要
請
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

連
邦
の
裁
判
所
が
司
法
権
以
外
の
権
限
を
行
使
で
き
な
い
こ
と
を
明
示

的
に
判
断
し
た
の
は
、
一
九
一
一
年
の
宮

5
町田門
4
・

dω
・
事
件
で
あ
る
。

本
件
で
連
邦
最
高
裁
は
、
一
定
の
条
件
の
下
、
本
件
で
問
題
と
怠
っ
て
い

る
連
邦
法
の
有
効
性
を
判
断
す
る
為
に
請
求
裁
判
所
色
。
ロ
ユ
え

Q
巳
g
C
に
出
訴
す
る
権
利
と
連
邦
最
高
裁
へ
の
上
訴
権
と
を
本
件
原
告

に
付
与
し
た
連
邦
法
は
、
事
件
性
及
び
争
訟
性
の
要
請
を
無
視
し
、
単
に
、

連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
当
該
連
邦
法
の
合
憲
性
を
審
査
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
合
憲
性
に

対
す
る
意
見
守
立
2
0ロ
)
を
述
べ
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
、
と
認
定

し
た
。
そ
の
結
果
、
当
該
連
邦
法
は
憲
法
上
司
法
権
で
は
な
い
権
限
行
使

を
裁
判
所
に
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
連
邦
議
会
は
立
法
権
限

を
験
越
し
て
い
る
、
と
同
裁
判
所
は
判
示
し
た
。
こ
の
判
断
に
お
い
て
連

邦
最
高
裁
は
、
違
憲
審
査
権
が
事
件
及
び
争
訟
の
判
断
を
す
る
う
え
で
必

要
な
場
合
に
の
み
行
使
さ
れ
る
権
限
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
判
決
に
よ
り
、
合
衆
国
憲
法
第
三
編
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
連
邦
裁

判
所
は
事
件
性
及
び
争
訟
性
を
有
し
た
事
案
に
対
し
て
の
み
可
法
判
断
を

下
す
権
限
を
有
し
、
か
っ
、
連
邦
議
会
は
司
法
機
能
以
外
の
も
の
を
裁
判

所
に
対
し
付
与
す
る
権
限
を
有
さ
な
い
こ
と
が
判
例
上
明
ら
か
と
な
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
合
衆
国
に
お
け
る
権
力
分
立
原
則
の
一
側
面
と
し

て
、
司
法
機
関
た
る
連
邦
裁
判
所
は
憲
法
上
司
法
権
以
外
の
権
限
を
行
使

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
逆
に
ま
た
、
連
邦
議
会
は
裁
判
所
に
対
し
司
法
権

以
外
の
権
限
行
使
を
要
請
で
き
な
い
、
と
い
う
原
則
が
確
立
し
て
い
る
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

項

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
権
力
分
立
原
則

一

概

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
及
び
州
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
憲
法

上
一
般
的
な
権
力
分
立
の
原
則
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
カ

ナ
ダ
に
お
い
て
は
合
衆
国
の
議
論
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
憲
法
上
の
諸

法
理
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
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一
八
六
七
年
憲
法
に
お
い
て
は
、
一
般
的
な
権
力
分
立
原
則
は
存
在
し

な
い
。
同
憲
法
は
、
立
法
・
行
政
・
司
法
の
各
機
能
を
分
離
し
、
各
部
門

が
そ
の
部
門
独
自
の
機
能
の
み
を
行
使
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
な
い
。
責

任
政
府
公
g
u
oロ
回
目
立
巾
問
。
〈
巾

2
5
8
C
の
制
度
に
お
い
て
は
、
立
法
府

と
行
政
府
の
聞
の
分
離
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
有
せ
ず
、
一
八
六
七
年
憲
法

は
そ
の
よ
う
な
分
離
を
要
請
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
司
法
府
と
他
の
二
つ
の
政
治
部
門
の
聞
に
も
一
般
的
な
権
力
分
立
原

則
は
存
在
し
な
い
。
連
邦
と
州
の
各
議
会
は
、
適
切
な
立
法
に
よ
り
裁
判

所
に
非
司
法
的
機
能

(
Z。
三

E
E丘
町
5
2
2ロ
)
を
付
与
し
、
又
、
裁

判
所
以
外
の
機
関
に
司
法
機
能
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
裁
判
所
以
外
の
機
関
へ
の
司
法
機
能
の
付
与

立
法
に
よ
り
裁
判
所
以
外
の
機
関
に
司
法
機
能
を
付
与
す
る
こ
と
に
関

し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
一
般
的
な
禁
止
原
則
が
憲
法
上
存
在
し
て
い
な

い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
一
定
の
条
件
が
存
在
す
る
。

一
八
六
七
年
憲
法
第
九
二
条
一
四
項
に
よ
り
、
州
議
会
は
州
に
お
け
る

司
法
の
運
営
に
関
す
る
立
法
権
限
を
有
す
る
。
こ
れ
は
広
範
な
権
限
で
あ

る
が
、
同
九
六
条
か
ら
一

O
O条
の
規
定
に
よ
り
制
限
を
受
け
て
い
る
。

即
ち
、
同
九
六
条
は
総
督
の
み
が
州
に
お
け
る
上
級
、
地
方
及
び
郡
裁
判

所
の
裁
判
官
の
任
命
権
を
有
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
同
九
七
条
は
前
条
に

よ
り
任
命
さ
れ
る
裁
判
官
が
各
州
の
弁
護
士
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
べ
き

こ
と
、
さ
ら
に
、
同
一

O
O条
は
そ
れ
ら
の
裁
判
官
の
報
酬
は
連
邦
議
会

が
決
定
し
支
給
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
特
に
、
同
九
六
条
は
、

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
司
法
統
一
の
為
に
極
め
て
重
要
な
規
定
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
多
く
の
判
例
は
、
州
議
会
が
立
法
に
よ
り
同
九
六
条
に
い
う
上
級
、

地
方
又
は
郡
裁
判
所
以
外
の
機
関
に
そ
れ
ら
の
裁
判
所
が
行
使
し
て
い
る

司
法
機
能
に
類
似
し
た
機
能
を
付
与
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
さ
ら
に
、
州

が
行
政
審
判
所
を
設
立
し
そ
れ
に
対
し
同
九
六
条
の
い
う
上
級
、
地
方
又

は
郡
裁
判
所
に
適
切
に
属
す
べ
き
種
類
の
管
轄
権
を
付
与
す
る
場
合
は
、

そ
の
行
政
審
判
所
の
名
称
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
憲
法
上
同
九
六
条

に
い
う
上
級
、
地
方
又
は
郡
裁
判
所
で
あ
り
、
同
九
六
条
と
そ
れ
に
関
係

す
る
条
項
の
条
件
を
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
判
示
し
て
い
る
。

こ
の
判
例
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
州
議
会
に
よ
っ
て
同
九
六
条
の
い
う

裁
判
所
が
有
す
る
機
能
に
類
似
す
る
機
能
を
果
た
す
行
政
審
判
所
が
設
立

さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
審
判
官
が
、
川
向
九
六
条
の
要
請
に
従
い
連
邦
政

府
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
凶
同
九
七
条
、
九
八
条
の
要
請
に
従
い
そ
の
州
の

弁
護
土
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
、
間
同
一

O
O条
が
規
定
す
る
よ
う
に
、
連

邦
議
会
が
そ
の
報
酬
を
決
定
し
、
そ
れ
を
支
給
し
な
い
限
り
は
、
か
か
る

行
政
審
判
所
の
設
立
は
憲
法
上
無
効
と
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

判
例
に
よ
る
と
、
あ
る
特
定
の
行
政
審
判
所
が
同
九
六
条
の
い
う
裁
判

北法39(3・120)616 



カナダにおける違憲審査制度の特徴〔中〕

所
に
類
似
し
た
機
能
を
有
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
川
当
該
行
政
審
判
所

が
司
法
権
を
行
使
し
て
い
る
か
否
か
、
凶
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
当
該
審
判

所
は
そ
の
司
法
権
行
使
に
お
い
て
上
級
、
地
方
又
は
郡
裁
判
所
に
類
似
し

て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
二
段
階
の
審
査
に
よ
り
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し

て
そ
の
際
重
要
な
の
は
、
当
該
行
政
審
判
所
が
有
す
る
管
轄
権
が
上
級
、

地
方
又
は
郡
裁
判
所
の
有
す
る
管
轄
権
と
一
致
す
る
か
否
か
、
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
「
裁
判
所
が
州
の
立
法
府
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
行
政
審
判
所
の
合

憲
性
を
支
持
す
る
為
に
益
々
緩
和
さ
れ
て
い
く
合
憲
性
審
査
基
準
を
適
用

し
て
き
た
こ
と
は
、
疑
う
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
述

べ
て
、
一
九
八
一
年
の
勾
急
『
室
内
向
ミ
河
町
長
室
町
ミ

p
s
a
s
R
g
hミ

で
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
以
下
の
よ
う
な
ゆ
る
や
か
な
三
段
階
の
審
査
基
準
を

提
示
し
た
。
即
ち
、
第
一
に
、
行
政
審
判
所
の
有
す
る
権
限
も
し
く
は
管

轄
権
は
連
邦
結
成
当
時
(
一
八
六
七
年
)
に
上
級
、
地
方
又
は
郡
裁
判
所

が
行
使
し
て
い
た
も
の
か
否
か
を
審
査
す
る
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
審
判

所
の
権
限
が
連
邦
結
成
当
時
に
憲
法
九
六
条
の
い
う
裁
判
所
に
よ
り
行
使

さ
れ
て
い
た
も
の
と
お
お
ま
か
に
一
致
し
た
場
合
、
第
二
段
階
と
し
て
、

当
該
行
政
審
判
所
が
そ
の
制
度
内
で
事
案
を
処
理
す
る
場
合
の
機
能
そ
れ

自
体
、
が
司
法
機
能
と
解
さ
れ
得
る
か
否
か
を
審
査
す
る
。
こ
の
審
査
の
判

断
が
肯
定
的
に
下
さ
れ
た
場
合
、
最
終
段
階
と
し
て
、
そ
の
審
判
所
が
置

か
れ
て
い
る
制
度
全
体
の
中
で
の
当
該
審
判
所
の
機
能
が
全
体
的
に
審
査

さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
当
該
審
判
所
が
行
な
っ
て
い
る
機
能
そ
れ
自
体

で
は
な
く
、
そ
の
機
能
が
如
何
な
る
制
度
的
関
連
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る

か
、
で
あ
刻
。
こ
れ
は
、
極
め
て
ゆ
る
や
か
な
審
査
基
準
で
あ
る
と
解
さ

れ
得
る
。

裁
判
所
以
外
の
機
関
へ
司
法
機
能
を
付
与
す
る
こ
と
に
関
す
る
上
述
の

例
外
的
な
権
力
分
立
原
則
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
六
条
か
ら
一

0
0

条
の
規
定
の
脱
法
行
為
的
な
州
の
立
法
を
禁
止
す
る
為
に
発
展
し
て
き
た

も
の
で
あ
川
、
合
衆
国
憲
法
の
要
請
す
る
行
政
権
と
司
法
権
の
分
離
の
原

則
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
例
外
的
な
権
力
分
立
原
則

も
上
述
の
よ
う
に
判
例
に
よ
り
緩
和
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

三
裁
判
所
が
行
な
う
司
法
権
以
外
の
機
能

カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
は
司
法
機
能
と
同
様
司
法
機
能
以
外
の
も
の
も
行
う

こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
と
州
の
各
議
会
は
、
各
レ
ベ
ル

の
政
府
に
対
し
法
や
事
実
の
問
題
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
を
裁
判
所
に
対

し
て
要
請
す
る
権
限
を
立
法
に
よ
り
付
与
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
裁
判

所
は
非
司
法
機
能
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
勧
告
的
意
見
を

出
す
こ
と
は
伝
統
的
に
内
閣
の
法
律
顧
問
が
行
な
っ
て
き
た
行
政
機
能
で

あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
連
邦
最
高
裁
が
憲
法
上
の
権
力

分
立
原
則
を
理
由
に
勧
告
的
意
見
を
出
す
こ
と
を
拒
否
し
て
き
た
。
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し
か
し
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
裁
判
所
が
勧
告
的
意
見
を
出
す
こ
と
に

対
す
る
憲
法
上
の
制
約
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
リ
l
デ

ィ

ン

グ
・
ヶ
l

ス
は
、
一
九
一
一
一
年
の
み

-c・0
ミ
・
せ

-h-c・。
S
F
事
件
で
あ

る
。
本
件
で
は
、
連
邦
政
府
が
最
高
裁
判
所
法
の
規
定
に
従
い
会
社
設
立

に
関
す
る
州
の
立
法
権
限
に
つ
い
て
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、

複
数
の
州
が
訴
訟
参
加
し
最
高
裁
判
所
法
の
当
該
照
会
制
度
は
連
邦
議
会

の
権
限
験
越
で
あ
る
と
主
張
し
、
照
会
制
度
の
合
憲
性
が
真
向
か
ら
争
わ

れ
た
。
州
側
は
、
照
会
制
度
は
連
邦
議
会
の
権
限
険
越
の
立
法
で
あ
り
、

そ
れ
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
州
の
専
属
的
立
法
権
限
に
対
す
る
直
接
的
干

渉
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
四
対
二
の
判
決
で
当
該
州

側
の
主
張
を
斥
け
た
。
本
件
は
枢
密
院
司
法
委
員
会
に
上
訴
さ
れ
た
。
州

側
は
、
特
に
、
一
八
六
七
年
憲
法
第
一

O
一
条
に
よ
り
連
邦
議
会
が
「
上

訴
裁
判
所
」
の
設
立
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
司
法
機
関
の

設
立
を
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
勧
告
的
意
見
を
与
え

る
こ
と
は
か
か
る
裁
判
所
の
司
法
的
性
質
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
為
連

邦
議
会
が
裁
判
所
に
対
し
司
法
機
能
以
外
の
機
能
を
要
請
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。

枢
密
院
司
法
委
員
会
の
開

-
F
R与
口
門
口
卿
は
、
ま
ず
、
一
八
六
七
年
憲
法

の
下
で
は
憲
法
上
の
他
の
制
限
が
な
い
限
り
、
立
法
権
限
は
連
邦
と
州
の

各
議
会
に
網
羅
的
に
配
分
さ
れ
、
自
己
の
立
法
権
限
内
で
は
各
議
会
は
い

か
な
る
立
法
を
も
制
定
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
次

に
、
連
邦
議
会
が
最
高
裁
判
所
に
対
し
て
勧
告
的
意
見
を
出
す
よ
う
要
請

す
る
権
限
を
有
す
る
か
否
か
を
審
査
し
て
い
る
。
そ
こ
で

T)吋巾
E
E卿

は
、
当
該
権
限
に
関
し
一
八
六
七
年
憲
法
が
明
示
的
に
も
黙
示
的
に
も
言

及
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
当
該
権
限
が
同
憲
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ

た
も
の
か
否
か
を
判
断
す
か
)
O

そ
の
際
円
。
門
町
σロ
ヨ
卿
は
、
枢
密
院
司
法

委
員
会
自
身
が
勧
告
的
意
見
と
同
様
の
機
能
を
有
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
級

裁
判
所
の
裁
判
官
が
貴
族
院
か
ら
出
さ
れ
た
質
問
に
対
し
回
答
を
出
す
伝

統
を
有
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
特
に
、
枢
密
院
司
法
委
員
会

が
カ
ナ
ダ
か
ら
の
照
会
事
件
の
上
訴
を
受
理
し
、
そ
の
際
、
照
会
制
度
が

裁
判
所
の
司
法
機
能
を
破
壊
す
る
と
の
考
慮
は
一
切
存
し
な
か
っ
た
事
実
、

及
び
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
の
州
が
州
最
高
裁
判
所
に
対
す
る
照

会
制
度
を
立
法
上
規
定
し
て
い
る
事
実
の
二
つ
を
強
調
し
、
連
邦
議
会
は

カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
勧
告
的
意
見
を
要
請
す
る
権
限
を
有
し
な
い
、
と
の
州

の
主
張
を
斥
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
円
、
【
)
吋
町
宮
司
ロ
卿
は
、
照
会
に
対
す
る

「
回
答
は
勧
告
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
内
閣
の
法
律
顧
問
の
意
見
以
上
の
効

力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
ピ
こ
と
を
指
摘
し
、
勧
告
的
意
見
を
出
す
こ

と
は
司
法
機
能
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
判
決
に
よ
り
照
会
制
度
の
合
憲
性
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の

判
決
は
、
し
ば
し
ば
、
一
八
六
七
年
憲
法
に
権
力
分
立
原
則
が
存
在
し
な
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〕

い
こ
と
の
権
威
あ
る
論
拠
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

州
に
お
け
る
照
会
制
度
も
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
二
条
一
四
項
の
規
定

す
る
州
に
お
け
る
司
法
の
運
営
に
関
す
る
州
の
立
法
権
限
内
の
事
項
で
あ

る
と
解
さ
れ
る
為
、
憲
法
上
の
問
題
は
生
じ
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
及
び
州
の

最
高
裁
判
所
は
勧
告
的
意
見
を
出
す
と
い
う
非
司
法
的
機
能
を
制
定
法
に

(
拍
)

よ
り
付
与
さ
れ
、
裁
判
所
が
非
司
法
的
機
能
を
行
使
す
る
こ
と
に
対
す
る

憲
法
上
の
禁
止
原
則
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
一
般
的
な
権
力
分
立
原
則
は
存
在

せ
ず
、
裁
判
所
以
外
の
機
関
が
司
法
的
機
能
を
行
い
、
又
、
裁
判
所
が
非

司
法
的
機
能
を
行
使
す
る
こ
と
は
一
般
に
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
カ
ナ
ダ

独
自
の
憲
法
現
象
は
、
主
に
、
川
憲
法
上
一
般
的
な
権
力
分
立
原
則
が
明

示
的
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

ω全
て
の
立
法
権
限
が
連
邦
と
州
の

議
会
に
網
羅
的
に
配
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
法
府
は
自
己
の
立
法
権
限

内
で
は
万
能
の
立
法
権
限
を
有
す
る
、
と
い
う
カ
ナ
ダ
的
な
議
会
主
権
の

原
則
が
存
在
す
る
こ
と
、
の
二
つ
の
要
因
に
よ
り
発
展
し
て
き
た
の
で
は

な
い
か
と
推
、
測
さ
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
合
衆
国
憲
法
第
三
編
第
二
節
は
連
邦
の
司
法
権
を
「
事

件
及
び
争
訟
」
に
限
定
し
、
連
邦
裁
判
所
は
主
に
伝
統
的
な
司
法
機
能
の

み
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
事
件
性
及
び
争
訟
性
の
要
請
の
下
で

発
展
し
て
き
た
諸
法
理
に
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ナ

ダ
の
裁
判
所
は
伝
統
的
な
司
法
機
能
と
い
う
制
限
か
ら
自
由
な
立
場
を

採
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
、
憲
法
上
の
争
点
を
提
起
す
る
当
事

者
適
格
及
び
司
法
判
断
適
合
性
の
問
題
に
多
大
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ
る
違
憲
審
査

権
の
行
使
さ
れ
得
る
条
件
が
よ
り
緩
和
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

以
上
で
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
権
力
分
立
原
則
に
関
す
る
考
察
を
終
え
る
。

次
節
で
は
、
違
憲
審
査
の
特
殊
制
度
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
く
。

(
1
)
T
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エ
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)

同
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〕

(
お
)
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
勧
告
的
意
見
を
出
す
こ
と
を
裁
判
所
に
要
請
す

る
制
度
を
「
照
会
制
度
(
門
広

2
3
2ど
と
い
う
。

(
m
U
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同
町
均
四
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町
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室
内
向

~vk

志
向
。
己
ミ
ミ
ミ

s
nロ提唱柏町民
[
5
5
]
お

ω・

ハ

U.m・印
ω
∞・

(
初
)
[
右
足
]
唱

ω
U
-
F
・河・出昨日同
ω
臼品

(
況
)
旬
、
・
唱
え
印
H
H

・

(
刊
記
)
句
、
・
噌
白
同
日
H
U

・

(
お
)
ミ
・
白
同
日
同
品
印
ロ
・

(

例

制

)

』

R-
白
門
臼
吋
・

(お

)
ω
門司国可

2
・
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H
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(
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出
。
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宮司、
P
ロ
O
R
5・
白
門
口
mv

・

(訂
)
h
n
?
白

片

H
印一戸

ω門司白山、巾同
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6
・ロ
O

門角川
)
{
N
・白昨日
N

∞目

(お

)
ω
汁
『

a
q
w
ミ・・

2
3百
円
博
士
は
裁
判
所
が
勧
告
的
意
見
を
出
す
為

に
は
制
定
法
上
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。

(
ぬ
)
こ
の
こ
と
は
「
司
法
権
の
独
立
性
」
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
司
法
権
の
独
立
は
強
く
保

障
さ
れ
て
い
る
。

印
刷
町
間

h

叫
室
町
ミ
守
宅
.
円
、

a
q
B
g
¥局、H
，

Z
E仏巾匂巾
E
2
3
0
ご
Z

』

c
a
E白ミョ
(
H
8
8・
ω
仏門
U
W
W
N

・
民
品
、
河
町
。
・
叶
由
少
口
ω坦

(
川
叩

)
2
5苫『
-
S
B
S
己。
Z
戸白同
H
ω
H
・

本
稿
第
二
部
第
三
章
ー
参
照
。

第

節

違
憲
審
査
の
特
殊
制
度

概

要

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
度
は
基
本
的
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
そ

れ
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
裁
判
に
お
け
る
当
事
者
は
自
己
に
適
用
さ
れ

得
る
す
べ
て
の
法
、
法
律
、
条
例
、
規
則
等
の
有
効
性
を
争
う
こ
と
が
で

き
る
。
裁
判
所
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
規
範
が
よ
り
高
次
の
規
範
に
抵

触
す
る
場
合
、
そ
の
規
範
の
適
用
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
議
会
主

権
の
原
則
を
継
受
し
た
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
、
議
会
制
定
法
が
成
文
化
さ

れ
た
連
邦
憲
法
に
抵
触
す
る
場
合
、
裁
判
所
は
当
該
制
定
法
を
議
会
の
立

法
権
限
践
越
を
理
由
と
し
て
無
効
と
判
断
し
そ
の
適
用
を
拒
否
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第

項

こ
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
合
衆
国
の
違
憲
審
査
制
度
と
基
本

的
に
同
一
の
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
の
違
憲
審
査

制
度
に
お
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
独
自
の
制
度
が
確
立
、
発
展
し
て
き
た
。
即

ち
、
憲
法
上
の
争
点
の
解
決
を
迅
速
に
行
い
、
か
っ
、
当
該
憲
法
問
題
に

利
害
関
係
を
有
す
る
全
て
の
者
の
諸
権
利
を
よ
り
適
切
に
考
慮
す
る
為
、

川
法
務
総
裁
(
〉

3
0
2
a
の巾ロ巾

E
C
の
訴
訟
参
加
、
凶
訴
訟
中
断
と
憲

法
上
の
争
点
の
移
送
、
及
び
、
印
法
務
総
裁
対
法
務
総
裁
の
訴
訟
等
の
特

殊
な
制
度
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
殊
制
度
を
有
す
る
カ
ナ
ダ
の
違

北法39(3・125)621 
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憲
審
査
制
度
は
「
現
在
世
界
中
に
存
在
す
る
司
法
的
統
制
制
度
の
中
で
最

良
の
制
度
L

と
の
評
価
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う

に
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
の
対
象
は
一
九
八
二
年
以
前
は
主
に
一

八
六
七
年
憲
法
上
の
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
配
分
規
定
に
関
し
て
で
あ

り
、
カ
ナ
ダ
の
違
憲
審
査
の
特
殊
制
度
も
そ
の
限
定
さ
れ
た
分
野
で
発
展

し
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
違
憲
審
査
の
特
殊
制
度
を
概
観
し
て
い
く
。

第
二
項
法
務
総
裁
の
訴
訟
参
加

通
常
の
私
人
間
の
訴
訟
に
お
い
て
も
連
邦
法
又
は
州
法
の
合
憲
性
が
争

わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
違
憲
を
主
張
す
る
私
人
が

純
粋
に
当
該
立
法
の
合
憲
性
(
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
配
分
)
に
対
し

て
関
心
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
当
該
私
人
は
単
に
当
該
立
法

の
自
己
に
対
す
る
適
用
を
回
避
す
る
為
に
違
憲
の
争
点
を
提
起
す
る
に
す

ぎ
な
い
。
そ
の
為
、
私
人
間
の
訴
訟
に
お
い
て
連
邦
法
又
は
州
法
の
合
憲

性
が
争
わ
れ
る
場
合
、
当
該
立
法
を
制
定
し
た
政
府
又
は
そ
の
立
法
の
合

憲
性
に
対
し
利
害
関
係
を
有
す
る
政
府
の
主
張
が
全
く
考
慮
さ
れ
ず
、
充

分
な
情
報
に
基
づ
く
こ
と
な
く
裁
判
所
の
判
断
が
下
さ
れ
る
危
険
性
が
存

す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
違
憲
と
判
断
さ
れ
た

立
法
は
原
則
と
し
て
当
初
無
効
と
な
る
為
、
あ
る
立
法
の
合
憲
性
に
利
害

関
係
を
有
す
る
政
府
は
公
益
に
関
す
る
主
張
を
裁
判
所
に
対
し
充
分
に
展

開
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
州
の
政
府

が
参
加
す
る
こ
と
な
く
あ
る
連
邦
法
の
合
憲
性
が
支
持
さ
れ
た
一
八
八
二

年
の
同

Ngn~t・
M
2
b町

C
寝
室
事
件
の
後
に
特
に
認
識
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
立
法
の
合
憲
性
が
私
人
間
の
訴
訟
で
争
わ
れ
る
場
合
、
当
該

争
点
に
利
害
関
係
を
有
す
る
適
切
な
法
務
総
裁
に
対
し
当
該
合
意
性
の
争

点
に
関
す
る
通
告
を
な
し
、
そ
れ
ら
法
務
総
裁
の
訴
訟
参
加
を
認
め
る
制

度
が
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
成
立
し
た
。
一
八
八
二
年
、
ヶ
ベ
ッ
ク
州
に
お
い

て
こ
の
制
度
が
立
法
化
さ
れ
、
次
い
で
、
一
八
八
三
年
、
オ
ン
タ
リ
オ
州

に
お
い
て
も
同
種
の
立
法
が
制
定
さ
れ
た
。
現
在
で
は
、
ニ
ュ

l

・
フ
ア

ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
州
、
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
、
そ
し

て
、
ノ
ヴ
ァ
・
ス
コ
シ
ア
州
を
除
い
て
、
他
の
全
て
の
州
に
お
い
て
同
様

な
制
度
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

北法39(3・126)622 

こ
の
制
度
に
関
す
る
現
行
法
の
中
で
、
最
も
広
範
な
規
定
を
し
て
い
る

も
の
の
一
つ
が
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
の
「
憲
法
問
題
に
関
す
る
法
律

(
打
。
口
問
丘
Z
Z
O口同

-
C
5
2
Z
E
〉
三
)
」
の
第
八
条
で
あ
る
。
同
条
は
以

下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第
八
条
川
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
連
邦
議
会
も
し
く

は
州
議
会
の
立
法
の
合
憲
性
又
は
総
督
令

(
O
E
q
E
n
o
s
n
g



カナダにおける違憲審査制度の特徴〔中)

の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
場
合
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
連
邦

の
法
務
総
裁
又
は
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
の
法
務
総
裁
に
通
告
が
な

さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
立
法
又
は
総
督
令
は
無
効
と
判
断

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

山
か
か
る
通
告
は
、
い
か
な
る
法
も
し
く
は
法
の
部
分
又
は
い
か

な
る
総
督
令
も
し
く
は
そ
の
部
分
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
、
当

該
問
題
が
何
時
審
理
さ
れ
る
か
、
さ
ら
に
、
争
点
と
な
っ
て
い
る

憲
法
上
の
問
題
点
を
示
す
に
必
要
な
他
の
詳
細
な
事
項
に
関
し
て

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
か
か
る
通
告
は
当
該
争
点
が
審
理
さ
れ
る
六
日
前
に
送
達
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

凶
連
邦
の
法
務
総
裁
な
ら
び
に
サ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
の
法
務
総
裁

は
、
政
府
が
当
該
合
憲
性
の
争
点
が
生
じ
た
事
件
も
し
く
は
訴
訟

手
続
に
お
け
る
当
事
者
で
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
本
人
も
し
く

は
代
理
人
に
よ
り
裁
判
所
に
対
し
自
己
の
主
張
を
な
す
権
利
を
有

す
る
。

こ
の
手
続
は
、
川
連
邦
又
は
州
の
い
か
な
る
立
法
の
合
憲
性
を
争
う
場

合
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
、

ωサ
ス
カ
チ
ュ
ワ
γ
州
の
い
か
な
る
裁
判
所

の
い
か
な
る
性
質
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
、
同
通
告
の
要
請

が
満
た
さ
れ
な
い
限
り
裁
判
所
が
違
憲
の
判
断
を
下
す
こ
と
を
禁
止
し
て

い
る
点
に
お
い
て
興
味
深
い
。

ア
ル
パ

l
タ
州
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
、

そ
し
て
オ
ン
タ
リ
オ
州
も
そ
れ
ぞ
れ
基
本
的
に
は
同
種
の
規
定
を
有
し
て

い
る
。
し
か
し
、
プ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の
規
定
は
、
総
督

令
の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
場
合
に
法
務
総
裁
へ
の
通
告
を
要
請
し
て
お
ら

ず
、
又
、
連
邦
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
場
合
に
も
か
か
る
通
告
を
要
請

し
て
い
な
い
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
ニ
ュ

l

・
プ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
グ
州
の
規

定
は
、
連
邦
又
は
州
の
制
定
法
及
び
規
則
の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
場
合
に

法
務
総
裁
へ
の
通
告
を
要
請
し
て
い
る
が
、
か
か
る
通
告
が
な
さ
れ
な
い

場
合
で
も
裁
判
所
が
違
憲
又
は
違
法
の
判
断
を
下
す
こ
と
を
禁
止
し
て
は

い
な
い
。
ア
ル
パ

l
タ
州
及
び
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の
規

定
は
、
連
邦
又
は
州
の
立
法
が
特
定
の
事
実
状
況
に
対
し
適
用
可
能
か
否

か
争
わ
れ
た
場
合
に
も
法
務
総
裁
へ
の
通
告
を
要
請
し
て
い
る
。
ケ
ベ
ツ

ク
州
の
民
事
訴
訟
法
色
。
任
。
同

c
i
-
P
R
a
R巾
)
第
九
五
条
は
連
邦

も
し
く
は
州
の
立
法
の
合
憲
性
又
は
連
邦
も
し
く
は
州
の
総
督
令
の
有
効

性
が
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
裁
判
所
で
争
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
法
務
総
裁

へ
の
通
告
を
要
請
し
て
い
る
。
同
条
は
、
か
か
る
通
告
が
な
さ
れ
な
い
場

合
、
当
該
争
点
に
関
す
る
判
断
を
特
に
禁
止
す
る
規
定
を
有
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
裁
判
所
は
一
般
に
法
務
総
裁
へ
の
通
告
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、

憲
法
上
の
争
点
を
取
り
扱
う
こ
と
を
拒
否
す
る
傾
向
が
あ
る
。

マ
ニ
ト
パ
州
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連
邦
議
会
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
に
関
す
る
法
律
を
制
定
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
一
九

O
五
年
以
降
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
規
則
白
石

5
5巾

円
。
ロ
ユ
河
口
一
巾
凹
)
は
、
制
定
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
場
合
、
法
務
総
裁
へ
の

通
告
が
必
要
で
あ
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
以
前
の
規
則
は
、
連
邦
の
制
定
法

の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
場
合
連
邦
の
法
務
総
裁
に
対
す
る
通
告
の
み
を
要

請
し
、
ま
た
州
の
制
定
法
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
連
邦
の
法
務
総
裁
と
当

該
立
法
を
制
定
し
た
州
の
法
務
総
裁
に
対
す
る
通
告
の
み
を
要
請
し
て

い
た
。
し
か
し
、
現
行
の
規
定
は
そ
れ
よ
り
や
や
広
い
規
定
と
な
っ
て
い

る。
規
則
一
七
上
訴
事
件
の
一
方
当
事
者
が
、
連
邦
議
会
の
制
定
法
も
し

く
は
カ
ナ
ダ
の
州
議
会
の
立
法
又
は
そ
の
下
で
規
定
さ
れ
た
規
則
の

合
憲
性
及
び
憲
法
上
の
適
用
可
能
性
に
関
す
る
争
点
を
提
起
し
、
又

は
、
連
邦
議
会
の
制
定
法
も
し
く
は
そ
の
下
で
規
定
さ
れ
た
規
則
が

カ
ナ
ダ
権
利
章
典
の
規
定
に
よ
り
適
用
不
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し

よ
う
と
す
る
場
合
、
か
か
る
当
事
者
は
、
上
訴
又
は
反
対
上
訴
の
通

告
の
後
直
ち
に
、
一
方
的
に
(
日
℃
回
ユ
己
最
高
裁
長
官
又
は
一
人

の
裁
判
官
に
対
し
か
か
る
争
点
提
起
に
関
し
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
か
か
る
申
請
が
出
さ
れ
た
場
合
、
長
官
又
は
一
人
の
裁
判
官

は
、
問
題
と
な
る
争
点
を
示
し
た
通
告
を
当
該
裁
判
官
が
決
定
し
た

時
間
内
に
連
邦
の
法
務
総
裁
及
び
全
州
の
法
務
総
裁
に
対
L
て
出
す

ょ
う
職
権
で
命
令
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
通
告
は
、
法
務

総
裁
が
訴
訟
参
加
を
希
望
す
る
場
合
、
当
該
裁
判
官
が
決
定
し
た
時

期
に
そ
の
旨
の
申
請
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
通
知
と
と

も
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
規
則
は
、
法
務
総
裁
へ
の
通
告
が
な
さ
れ
な
い
場
合
カ
ナ
ダ
最
高

裁
が
憲
法
上
の
争
点
に
関
し
判
断
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
は
い
な
い
が
、

か
か
る
通
告
が
な
さ
れ
な
い
場
合
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
憲
法
上
の
争
点
を
取

り
扱
う
こ
と
を
控
え
る
傾
向
が
あ
る
。
同
規
則
は
、
い
か
な
る
立
法
や
規

則
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
場
合
に
も
連
邦
の
法
務
総
裁
と
全
州
の
法
務
総

裁
へ
の
通
告
を
要
請
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
上
の
争
点
が
事
件
当
事

者
と
し
て
の
私
人
の
利
益
を
越
え
る
為
、
公
的
利
益
が
充
分
に
考
慮
さ
れ

保
護
さ
れ
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
規
則
(
司
丘
町

E
-
n
2
3

河
口
]
巾
印
)
は
そ
れ
ほ
ど
厳
格
な
も
の
で
は
な
い
。
規
則
一
一

O
一
は
、
単
に

「
憲
法
上
の
争
点
又
は
一
般
的
重
要
性
を
有
す
る
争
点
(
印
ミ

ο
5
E
8

0

内
需

5
5ご
ヨ
宮
え
出
口
円
巾
ど
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
当
事
者
は
利
害
関

係
を
有
す
る
い
か
な
る
法
務
総
裁
に
対
し
て
も
通
告
を
す
る
こ
と
が
で
き

(
ヨ
恒
三
、
裁
判
所
自
身
も
利
害
関
係
を
有
す
る
法
務
総
裁
に
対
し
通
告
を

な
す
こ
と
が
で
き
(
ヨ
ミ
)
、
か
っ
、
か
か
る
争
点
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、

そ
の
よ
う
な
通
告
の
存
否
に
拘
わ
ら
ず
い
ず
れ
の
法
務
総
裁
も
訴
訟
参
加

北法39(3・128)624 
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の
申
請
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
(
ヨ
ミ
)
、
と
規
定
し
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
連
邦
・
州
間
の
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
憲
法
上
の

争
点
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
為
、
憲
法
上
の
争
点
は
私
人

の
利
益
の
立
場
を
離
れ
、
各
レ
ベ
ル
の
政
府
を
代
表
す
る
法
務
総
裁
が
各

自
の
政
府
に
関
す
る
公
的
利
益
を
充
分
に
主
張
し
、
裁
判
所
は
、
全
て
の

公
的
利
益
を
考
慮
し
た
上
で
、
か
か
る
争
点
に
対
し
判
断
を
下
す
制
度
が

確
立
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
憲
法
問
題
に
関
す
る
最
終

的
な
判
断
権
を
有
す
る
為
、
そ
こ
で
憲
法
上
の
争
点
が
争
わ
れ
る
場
合
、

全
州
の
法
務
総
裁
へ
の
通
告
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
憲
法
問
題
を
公
的
な
問
題

と
と
ら
え
、
憲
法
判
断
を
よ
り
客
観
化
す
る
為
の
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
特
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
客
観
的
憲
法
保

障
機
能
を
重
視
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

第
三
項
訴
訟
中
断
と
憲
法
上
の
争
点
の
移
送

法
律
の
合
憲
性
に
関
す
る
争
点
が
裁
判
上
提
起
さ
れ
た
場
合
、
訴
訟
は

通
常
長
期
化
し
、
当
事
者
の
時
間
的
、
経
済
的
負
担
が
増
大
す
る
傾
向
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
当
事
者
の
不
利
益
を
軽
減
し
、
憲
法
上
の
争
点
を
迅

速
に
解
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
が
、
訴
訟
中
断
と
憲
法
上
の
争

点
の
移
送
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
六
二
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第

(a)項二
条

訴
訟
当
事
者
が
、
訴
答
に
よ
り
、
連
邦
議
会
の
法
律
の
合
憲

性
に
関
す
る
争
点
を
提
起
し
、
当
該
争
点
が
係
争
中
の
裁
判
所

の
裁
判
官
が
、
か
か
る
争
点
は
本
案
判
断
に
と
り
重
要
で
あ
る

(
Bえ
R
U
-
)
と
判
断
し
た
訴
訟

(g-F
国三
2
5
2
H
}
2
4

n巾
史
出
口
問
団
)

制
訴
訟
当
事
者
が
、
訴
答
に
よ
り
、
本
条
の
手
続
に
同
意
し
た

州
の
州
議
会
が
制
定
し
た
法
律
の
合
憲
性
に
関
す
る
争
点
を
提

起
し
、
当
該
争
点
が
係
争
中
の
裁
判
所
の
裁
判
官
が
、
か
か
る

争
点
は
本
案
判
断
に
と
り
重
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
訴
訟

以
上
の
訴
訟
に
関
し
最
高
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
に

同
意
し
、
そ
の
旨
規
定
す
る
法
律
を
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
い
ず
れ
か

の
州
が
制
定
し
た
場
合
、
当
該
違
憲
の
争
点
が
本
案
判
断
に
と
り

重
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
裁
判
官
は
、
同
制
度
に
合
意
し
た
州
法

が
規
定
す
る
訴
訟
に
お
い
て
当
事
者
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
当

該
争
点
で
争
わ
れ
て
い
る
事
項
の
価
値
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ

当
該
争
点
の
判
断
を
得
る
為
、
当
該
事
件
を
最
高
裁
に
移
送
す
る

命
令
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
の
請
求
が
な
い
場
合
で
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あ
っ
て
も
当
該
裁
判
官
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
当
該

事
件
を
移
送
す
る
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
当

該
事
件
は
命
令
通
り
移
送
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
項
最
高
裁
判
所
は
そ
の
よ
う
に
し
て
提
起
さ
れ
た
争
点
を
審
理

し
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
裁
判
所
は
、
当
該
争
点

に
対
す
る
判
決
を
付
し
、
当
該
事
件
を
そ
れ
が
提
訴
さ
れ
た
裁
判

所
又
は
裁
判
官
に
還
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
二
項
か
か
る
訴
訟
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
に
よ
り
判
決
が
下
さ
れ

た
い
か
な
る
点
に
関
し
て
も
、
最
高
裁
へ
の
更
な
る
上
訴
は
許
さ

れ
な
い
。
た
だ
し
、
か
か
る
訴
訟
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
る
他
の

事
項
の
価
値
が
五

0
0ド
ル
を
超
え
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な

B
U
 

本
条
は
、
民
事
訴
訟
に
の
み
適
用
が
あ
る
。

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
、
マ
ニ
ト
パ
州
、
ニ
ュ

l
-
aフ
ラ

ン
ズ
ヴ
ィ
ク
州
、
ニ
ュ

l

・
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
州
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
、

プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
訴
訟
当
事

者
が
請
求
し
た
場
合
又
は
裁
判
所
が
適
当
と
判
断
し
た
場
合
、
こ
の
手
続

が
用
い
ら
れ
る
旨
の
規
定
を
し
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
州
の
裁
判
所
で

連
邦
法
も
し
く
は
当
該
州
の
法
律
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
場
合
、
当
該
違

憲
の
争
点
を
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
判
断
さ
せ
、
そ
の
判
断
に
基
づ
き
、
当
該

四
項

州
裁
判
所
が
係
争
中
の
事
件
に
対
し
判
決
を
下
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

。
門
田
三
教
授
は
、
こ
の
制
度
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
同
種
の
制
度
を
模

倣
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
一
八
七
五
年
、
宮

R
E一口
N
ぽ
内
閣

が
提
出
し
た
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
案
の
中
に
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
憲

法
問
題
に
関
し
判
断
を
下
す
前
に
州
の
裁
判
所
が
そ
の
問
題
に
つ
き
判
断

す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
手
続
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
問
題
を
ま
ず
第
一

次
的
に
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
よ
り
判
断
さ
せ
、
州
の
立
法
権
限
験
越
の
問
題

を
連
邦
の
裁
判
所
で
あ
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
よ
っ
て
抑
制
し
よ
う
と
す
る
、

極
め
て
連
邦
中
心
的
な
政
治
的
配
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ

得
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
カ
ナ
ダ
独
自
の
政
治
的
動
機
に
よ
り
つ
く

り
出
さ
れ
た
制
度
は
、
合
衆
国
の
制
度
の
模
倣
と
い
う
よ
り
、
カ
ナ
ダ
独

自
の
創
造
物
と
し
て
理
解
し
た
方
が
当
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

立
法
者
の
政
治
的
意
図
に
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
制
度
は
憲
法
上
の
争
点
を

迅
速
に
解
決
す
る
為
の
極
め
て
有
効
な
手
続
と
し
て
発
展
す
る
可
能
性
を

有
し
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
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八
七
五
年
の
最
高
裁
判
所
設
立
当
時
、
時
の
政
府

に
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憲
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上
の
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に
対
す
る
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を
全
て
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
行

わ
せ
る
制
度
の
創
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が
意
図
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
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、
後
述
す
る
照
会

制
度
の
創
設
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
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第
四
項
法
務
総
裁
対
法
務
総
裁
の
訴
訟

カ
ナ
ダ
の
い
く
つ
か
の
州
に
お
い
て
は
、
州
の
法
務
総
裁
と
連
邦
の
法

務
総
裁
が
訴
訟
当
事
者
と
な
り
、
法
律
の
合
意
性
に
関
し
宣
言
的
判
決
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
訴
訟
手
続
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
典
型
的
規
定
で
あ
る
ア
ル
パ

l
タ
州
裁
判
所
法
第
二
六
条
は
以
下

の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第
二
六
条

一
項
ア
ル
パ

l
タ
州
の
最
高
裁
判
所
は
、
例
カ
ナ
ダ
の
法
務
総
裁
、

又
は
、
制
ア
ル
パ

l
タ
州
の
法
務
総
裁
の
い
ず
れ
か
の
提
訴
に
よ

る
ア
ル
パ
!
タ
州
議
会
の
立
法
の
有
効
性
に
関
す
る
宣
言
的
判
決

を
求
め
る
訴
訟
に
対
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
。
そ
の
場
合
、
他
の

救
済
は
求
め
ら
れ
な
い
。

二
項
本
条
に
基
づ
き
な
さ
れ
る
州
の
立
法
の
有
効
性
に
関
す
る
宣

言
的
判
決
を
求
め
る
訴
訟
は
、
第
一
項
に
い
う
二
人
の
法
務
総
裁

が
訴
訟
当
事
者
と
な
れ
ば
充
分
に
構
成
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

三
項
本
条
に
基
づ
き
な
さ
れ
る
訴
訟
の
判
決
は
、
他
の
判
決
と
同

様
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
種
の
訴
訟
手
続
は
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
、
マ
ニ
ト
パ
州
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
、
ニ
ュ
1

・
プ
ラ
ン
ズ
ヴ
ィ
F
州
に
お
い
て
も
規

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
訴
訟
は
、
州
の
立
法
が
州
の
立
法
権
限
を
験

越
し
連
邦
議
会
の
立
法
権
限
を
侵
害
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
場
合
、
連
邦

の
法
務
総
裁
が
当
該
立
法
を
な
し
た
州
の
法
務
総
裁
を
相
手
に
州
の
裁
判

所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
お
い
て
は
、
連
邦

法
の
有
効
性
に
関
し
て
争
う
場
合
に
お
い
て
も
こ
の
訴
訟
手
続
を
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
手
続
の
制
定
に
よ
り
、
私
人
間
の
紛
争
や
私
人
と
連
邦
又
は
州
の

政
府
と
の
聞
の
紛
争
が
生
じ
る
の
を
待
つ
こ
と
な
く
、
連
邦
・
州
聞
の
立

法
権
限
に
関
す
る
憲
法
上
の
争
点
が
裁
判
所
に
よ
り
判
断
、
解
決
さ
れ
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
実
際
、
多
く
の
重
要
か
つ
興
味
深
い
憲
法
上
の

諸
問
題
が
こ
の
種
の
訴
訟
に
よ
り
解
決
さ
れ
て
い
る
。

法
務
総
裁
対
法
務
総
裁
の
訴
訟
は
、
具
体
的
事
件
の
発
生
を
待
つ
こ
と

な
く
提
起
さ
れ
得
る
。
従
っ
て
、
こ
の
訴
訟
は
、
裁
判
所
が
抽
象
的
に
立

法
の
合
憲
性
を
審
理
す
る
制
度
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
具
体
的
事
件
を
離
れ

て
立
法
の
合
憲
性
を
抽
象
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
よ
り
憲
法
上
の
問
題
を

早
期
に
解
決
す
る
為
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
が
可
能
な
の
は
、

前
述
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
憲
法
上
一
般
的
な
権
力
分
立
の
原
則

が
存
在
せ
ず
、
裁
判
所
の
行
使
し
得
る
機
能
が
伝
統
的
司
法
機
能
よ
り
も

広
い
も
の
で
あ
る
為
、
及
び
、
憲
法
問
題
の
判
断
は
裁
判
所
が
行
う
べ
き
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で
あ
る
と
す
る
理
解
が
存
在
す
る
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

第
五
項

本
節
の
ま
と
め

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
の
特
殊
制
度
は
、
憲
法
訴
訟
の
公
的
性

質
に
鑑
み
、
全
て
の
公
的
利
害
関
係
及
び
公
的
要
素
等
が
充
分
に
裁
判

所
の
判
断
に
反
映
さ
れ
、
か
っ
、
憲
法
判
断
が
迅
速
に
行
わ
れ
る
為
の
制

度
で
あ
る
と
理
解
し
得
る
。
さ
ら
に
‘
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
憲
法
上
の

問
題
を
法
律
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
は
裁
判
所
に
よ
り
解
決
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
一
般
的
理
解
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
裁
判
所

が
立
法
の
抽
象
的
違
憲
審
査
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
憲
法
判
断
は
、
私
的
紛
争
に
付
随
的
に
行
わ
れ
る
と
い

う
よ
り
は
、
よ
り
客
観
的
手
続
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
と
の
印
象
を
受
け

る。
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
裁
判
所
は
憲
法
問
題
の
判
定
者
で
あ
り
、
違
憲
審
査

権
の
発
動
は
具
体
的
事
件
の
発
生
を
要
件
と
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
違
憲

審
査
の
特
殊
制
度
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
の
行
使
す
る
違
憲

審
査
権
の
実
態
と
は
か
な
り
異
質
な
要
素
を
有
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

以
下
で
は
、
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
の
行
使
す
る
違
憲
審
査
権
の
内
容
と

真
向
か
ら
対
立
す
る
制
度
で
あ
る
照
会
制
度
(
勧
告
的
意
見
)
に
つ
い
て
、

検
討
を
加
え
る
。
そ
の
際
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
照
会
制
度
の
特
徴
を
理
解

す
る
為
の
手
段
と
し
て
、
合
衆
国
の
勧
告
的
意
見
制
度
と
カ
ナ
ダ
の
照
会

制
度
と
の
比
較
研
究
を
試
み
る
。

}
。
『
曲
ロ
F
.
4
z色
円
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色

m
m
d
i
m当
日
ロ
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U
白
ロ
白
色
白
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ν
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n
h
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白
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曲
目
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円

Z
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0
8
3
L
N
(
U
S
N
-
民
泊
、
河
町
せ
・

5
印
.
芹
忌
吋
・

(
2
)

後
述
す
る
照
会
制
度
も
カ
ナ
ダ
独
自
の
制
度
と
解
さ
れ
る
。

(
3
)

の
S
E
L
R
V
S
-
ロ
o
g
y
由

同

同

甲

山

(
4
)

こ
の
分
野
の
日
本
の
研
究
と
し
て
、
長
内
了
「
カ
ナ
ダ
連
邦
憲
法
の
基

本
構
造
」
『
比
較
法
雑
誌
』
七
巻
一
・
二
号
(
一
九
七
二
年
)
一
一
一
一

O
頁
以

下
が
あ
る
。

(
5
)
司
図
。
間
間
入

U
S耐
え
民
同
宮
町
民
口
語
白
~
h
s
e
。
¥
h
v
H
苫
白
色
町
(
日
ロ
仏
巾
仏
.
H
双
山
印
)
.

国
円

ω
H
H
.

(
6
)

本
稿
第
二
部
第
三
章
第
四
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参
照
。
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町
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九
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h
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町
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門
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ω門
司
白
百
『
博
士
は
、
勾

Nhah~
せ

-
M
3
t
@
R
S事
件
の
す
ぐ
後
に
法
務

総
裁
の
訴
訟
参
加
制
度
が
各
州
で
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
偶
然
の
一
致
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

(
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〉

ロ

K
F
円
円
円
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M
り
白
門
戸
]
止
血
信
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カナダにおける違憲審査制度の特徴〔中〕

要
素
を
「
①
対
決
性
、
②
争
わ
れ
て
い
る
法
的
権
利
に
利
害
関
係
を
持
つ

当
事
者
、
③
現
実
の
司
法
判
断
適
合
性
の
存
在
お
よ
び
、
④
裁
判
所
が
終

局
に
し
て
拘
束
力
を
持
つ
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
に
求
め
て

い
る
。
(
佐
藤
幸
治
『
憲
法
訴
訟
と
司
法
権
』
(
日
本
評
論
社
・
一
九
八
四

年
)
四
五
頁
)

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
司
法
と
い
う
語
の
定
義
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
均
ミ
町
、
室
町
向
詩
句
S
町民向ミ
s
~
M
Z
S
R
S円
N.8

h
円

H
O
g
-
)咽

H
N
ω
U目
戸
・
戸
(
包
)
印
印
品
に
お
い
て
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の

O
R
r
gロ
裁
判
官
は
、
司
法
権
の
意
味
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
即

ち
、
川
当
事
者
の
間
の
紛
争
(
ロ
凹
)
が
、

ω認
識
さ
れ
た
法
の
適
用
に
よ

り
、
印
公
正
か
つ
公
平
に
判
決
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
。
同
氏
噌
白
一
昨
日
叶
∞

こ
の
両
国
に
お
け
る
「
司
法
」
の
概
念
は
、
そ
の
本
質
的
要
素
に
お
い

て
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
「
当
事
者
」

聞
の
「
紛
争
L

の
概
念
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
そ
の
概
念
よ
り
や
や
広
範

な
内
容
を
有
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

本
稿
第
二
部
第
三
章
参
照
。

(
同
日
)
国
(
い
F
o
r
-巾唱

4
Z門
虫
色
白
}
河
巾
i
gタ
司
巾
門
日
巾
『
白

-25・
出
口
門
同
門
『
巾

(
い
白
ロ
担
任
山
口
。
。
ロ
回
件
目
立
位
。
ロ
ョ

(
Z
A
N
〕
い
∞
内
向
苫
e
h
ミ
，
町
内
巴
・
恥

M
U
G
h
-

句
h

民間・印
ω
吋
・
由
同
印
品
0
.

第
三
節

照
会
制
度

第
-
項

要

概

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
照
会
制
度
(
河
内
山
内

2
2
2
)
は
「
般
に
、
政
府
が
カ
ナ

ダ
最
高
裁
判
所
に
対
し
憲
法
問
題
や
法
律
問
題
又
は
そ
の
他
の
問
題
に
関

し
勧
告
的
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
意
味
す
る
。
政
府
以
外

の
機
関
、
即
ち
連
邦
議
会
の
元
老
院

(ω
巾
口
氏
巾
)
又
は
庶
民
院
(
出
C
E
R

O
問
。
。

5
5
8凶
)
も
、
個
別
法
律
案

2
1
4即
席

E-)
に
関
し
て
カ
ナ
ダ

最
高
裁
に
対
し
照
会
す
る
権
限
を
有
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
照
会
制

度
は
過
去
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
為
、
本
稿
で
は
前
者
の
照
会
制

度
に
関
し
て
検
討
を
加
え
て
い
く
。

照
会
に
対
し
て
出
さ
れ
る
勧
告
的
意
見
は
、
裁
判
官
の
意
見
と
し
て
で

は
な
く
、
裁
判
所
の
意
見
と
し
て
出
さ
れ
る
。

照
会
制
度
は
、
連
邦
政
府
の
み
な
ら
ず
各
州
の
政
府
も
活
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
即
ち
、
連
邦
の
照
会
制
度
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
五
五

条
に
よ
り
、
そ
し
て
、
州
の
照
会
制
度
は
各
州
の
制
定
法
に
よ
り
規
定
さ

れ
て
い
る
。
連
邦
政
府
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
対
し
、
そ
し
て
、
州
政

府
は
主
に
州
の
最
高
裁
判
所
に
対
し
照
会
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
。
そ

の
場
合
、
州
政
府
は
州
の
最
高
裁
判
所
の
意
見
を
得
た
後
、
カ
ナ
ダ
最
高

裁
に
対
す
る
権
利
と
し
て
上
訴
が
可
能
で
あ
る
。

北1法39(3・135)631 
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以
下
で
は
、
主
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
行
う
照
会
制
度
に
つ
き
検

討
を
加
え
て
い
く
。

第
二
項
照
会
制
度
の
発
展

l
司
法
化
の
歴
史
|

照
会
制
度
は
、
一
八
七
五
年
に
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
た
当

初
か
ら
最
高
裁
判
所
及
び
財
務
裁
判
所
法

S
C
U
E
B巾
自
己
開
H
n
F
2
・

ロ
巾
『
円
。

R
Z
〉
三
)
第
五
二
条
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
た
。
同
条
は
以
下

の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

第
五
二
条
枢
密
院
に
お
け
る
総
督
(
の
。

2
2
2
E
(
v
o
E
n
-
-
)
が
自

ら
適
当

S
Cと
判
断
す
る
す
べ
て
の
事
項
に
関
し
、
審
理

(72ユロ阿

国

E
8
5広
角
丘
一
。
ロ
)
の
為
最
高
裁
判
所
に
対
し
照
会
す
る
こ
と
は

適
法
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
は
、
照
会
さ
れ
た
事
項
を
審
理
し
、
そ

れ
に
関
す
る
意
見
を
枢
密
院
に
お
け
る
総
督
に
対
し
文
書
で
示
さ
な

け
れ
ば
(
円
巾
ユ
民
三
な
ら
な
い
。
多
数
意
見
と
異
な
る
意
見
を
有
す
る

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
そ
の
意
見
を
枢
密
院
に
お
け
る
総
督
に

対
し
同
様
に
文
書
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

創
設
当
時
の
照
会
制
度
は
、
川
異
な
る
利
益
を
代
表
さ
せ
る
為
の
規
定
、

凶
事
実
問
題
を
確
定
す
る
為
の
規
定
、
さ
ら
に
、
間
理
由
を
付
し
た
意
見

を
要
請
す
る
規
定
を
欠
い
て
い
た
為
、
同
制
度
の
有
効
性
が
充
分
に
発
揮

さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
欠
点
を
補
う
為
の
改
正
が
一
八
九
一
年
に
行
な
わ

れ
た
。
向
改
正
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
他
の
上
訴
事
件
と
同
様
に
、
照
会

事
件
に
お
い
て
も
理
由
を
付
し
た
意
見
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
規
定
し
た
。
又
、
州
法
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
適
当
な
州
の
法

務
総
裁
に
対
し
通
告
を
な
し
、
そ
の
法
務
総
裁
が
裁
判
所
に
対
し
自
己
の

主
張
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
規
定
、
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
が
意
見
陳
述

を
裁
判
所
に
対
し
て
行
う
こ
と
を
認
め
る
規
定
等
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
照
会
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
実
問
題
を
調
査
す
る
為
に
、
最

適
な
規
則
を
制
定
す
る
権
限
を
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
付
与
す
る
規
定
も
同
改

正
に
は
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
後
の
諸
改
正
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
欠

点
を
補
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
諸
改
正
に
よ
り
、
現
在
、
照
会
事
件
に
お
い
て
は
利
害
関
係

者
が
適
切
に
代
表
さ
れ
た
法
廷
で
の
弁
論
及
び
事
実
を
確
定
す
る
為
の
手

続
に
基
づ
く
充
分
な
理
由
の
付
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
意
見
が
出

さ
れ
て
い
る
。
今
日
、
照
会
事
件
は
通
常
の
争
訟
事
件
と
同
様
に
審
理
さ

れ
、
そ
こ
で
出
さ
れ
る
意
見
は
争
訟
事
件
の
判
決
と
同
様
の
質
を
有
す
る

充
分
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
照
会
制
度
の
発
展
は
、
照
会
制
度
の
「
司
法
化
己

E-nu---

N

古
関
)
」
と
評
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
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第
三
項
現
行
の
連
邦
照
会
制
度

現
行
の
最
高
裁
判
所
法
第
五
五
条
は
以
下
の
よ
う
に
照
会
制
度
を
規
定

し
て
い
る
。

第
五
五
条

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〉

左
の
各
号
に
掲
げ
た
事
項
に
関
す
る
法
ま
た
は
事
実
の
重
要

な
問
題
は
、
枢
密
院
に
お
け
る
総
督
に
よ
り
、
審
理
の
た
め
最
高

裁
判
所
に
対
し
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
枢
密
院
に
お
け
る
総

督
に
よ
り
照
会
さ
れ
た
左
の
事
項
に
関
す
る
問
題
は
、
重
要
な
問

題
で
あ
る
と
終
局
的
に
み
な
す
も
の
と
す
る
。

制
憲
法
の
解
釈

ω
連
邦
法
ま
た
は
州
法
の
合
意
性
も
し
く
は
解
釈

一
切
一
八
六
七
年
憲
法
な
ら
び
に
他
の
法
律
お
よ
び
法
に
よ
り
枢

密
院
に
お
け
る
総
督
に
与
え
ら
れ
た
教
育
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
の
上
訴
管
轄
権

叫
す
で
に
行
使
さ
れ
あ
る
い
は
行
使
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
連

邦
議
会
も
し
く
は
州
議
会
の
権
限
、
ま
た
は
、
そ
の
政
府
の
権

項
限
制
そ
の
他
、
右
に
掲
げ
た
事
項
に
含
ま
れ
る
か
否
か
の
最
高
裁

判
所
の
判
断
に
係
わ
り
な
く
、
枢
密
院
に
お
け
る
総
督
が
照
会

す
る
こ
と
を
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
他
の
事
項

第
一
項
に
基
づ
き
最
高
裁
判
所
に
対
し
て
照
会
が
な
さ
れ
た

場
合
、
当
該
裁
判
所
は
、
照
会
さ
れ
た
事
項
を
審
理
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
質
問
に
対
し
回
答
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
高
裁
判

所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質
問
に
対
す
る
理
由
を
付
し
た
裁
判
所
の
意

見
を
、
そ
の
参
考
に
す
る
た
め
、
枢
密
院
に
お
け
る
総
督
に
対
し

文
書
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
意
見
は
最
高
裁
判
所

へ
の
上
訴
事
件
の
判
決
と
同
様
の
方
法
で
宣
言
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
多
数
意
見
と
異
な
る
意
見
を
有
す
る
裁
判
官
は
、
同
様

の
方
法
で
そ
の
意
見
を
文
書
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
規
定
に
列
挙
さ
れ
た
諸
事
項
は
主
に
憲
法
問
題
を
念
頭
に
お
い
た
も

の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
憲
法
問
題
の
み
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。

し
か
し
、
実
際
上
は
憲
法
以
外
の
問
題
に
つ
い
て
の
照
会
は
稀
で
あ
る
。

照
会
し
得
る
事
項
は
連
邦
の
立
法
権
限
や
連
邦
政
府
の
権
限
に
関
す
る
も

の
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
州
の
制
定
法
の
合
憲
性
に
関
す
る
問
題
も
し

ば
し
ば
照
会
さ
れ
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
照
会
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
の
は
枢
密
院
に
お
け

る
総
督
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
慣
行
上
連
邦
政
府
(
内
閣
)
を
意
味
す
る
。

法
的
に
は
、
私
人
や
他
の
機
関
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
対
し
照
会
す
る
権
限

を
有
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
法
律
上
の
手
続
で
は
な
い
が
、
州
の
副
総
督
は
総
督
に
要
請

項
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し
て
総
督
の
照
会
権
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
希
望
す
る
事
項

を
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
照
会
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
又
、
私
人
も
特
定

の
重
大
な
憲
法
問
題
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
場
合
、
総
督
に
請
願
し

総
督
が
そ
れ
を
認
め
た
と
き
に
は
、
当
該
憲
法
問
題
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
最
mv 

高
裁
の
意
見
を
総
督
の
照
会
権
限
を
通
し
て
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

第
四
項
利
害
関
係
者
の
参
加

前
述
の
よ
う
に
、
照
会
事
件
に
お
い
て
も
利
害
関
係
者
が
裁
判
所
で
の

審
理
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
続
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

関
係
州
政
府
の
参
加

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
五
五
条
三
項
は
関
係
州
政
府
の
参
加
に
関
し

以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第
五
五
条

三
項
照
会
さ
れ
た
質
問
事
項
が
す
で
に
制
定
さ
れ
も
し
く
は
今
後

制
定
さ
れ
る
い
ず
れ
か
の
州
の
い
ず
れ
か
の
制
定
法
も
し
く
は
そ

の
条
項
の
合
憲
性
に
関
連
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
な
ん
ら
か
の
理

由
に
よ
り
い
ず
れ
か
の
州
が
当
該
質
問
事
項
に
特
別
の
利
害
関
係

を
有
す
る
場
合
、
か
か
る
州
の
法
務
総
裁
は
、
自
ら
適
当
と
判
断

す
る
場
合
そ
の
主
張
を
裁
判
所
に
対
し
て
行
な
う
た
め
、
当
該
照
会

事
件
に
お
け
る
聴
聞
に
つ
い
て
通
告
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
の
照
会
事
件
に
利
害
を
有
す
る
州
の
法
務
総

裁
は
当
該
照
会
事
件
の
審
理
に
参
加
し
自
己
の
主
張
を
裁
判
所
に
対
し
行

う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

利
害
関
係
を
有
す
る
私
人
の
参
加

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
五
五
条
四
項
及
び
五
項
は
利
害
関
係
を
有
す

る
私
人
の
参
加
に
関
し
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第
五
五
条

四
項
最
高
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
者
な
ら
び
に
利
害
関

係
を
有
す
る
者
の
団
体
が
存
在
す
る
場
合
か
か
る
団
体
の
代
表
と

し
て
の
一
人
も
し
く
は
複
数
の
者
に
対
し
、
本
条
に
基
づ
く
照
会

に
お
け
る
聴
聞
に
関
し
て
通
告
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
か
か

る
利
害
関
係
者
が
裁
判
所
に
お
い
て
自
己
の
主
張
を
提
出
す
る
権

利
を
有
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
、
命
令
す
る
権
限
を
有
す
る
。

五
項
最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
裁
量
に
お
い
て
、
利
害
関
係
を
有
し

か
つ
弁
護
士
に
よ
り
代
表
さ
れ
て
い
な
い
者
の
利
益
を
主
張
す
る

こ
と
を
い
ず
れ
か
の
弁
護
士
に
対
し
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
合
理
的
費
用
は
、
連
邦
議
会
に
よ
り

訴
訟
費
用
と
し
て
配
分
さ
れ
た
財
源
の
中
か
ら
、
大
蔵
大
臣
に
よ
り
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

支
払
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
第
五
項
の
規
定
の
下
、
利
害
関
係
を
有
し
か
っ
弁
護
士
に
よ
り
代

表
さ
れ
な
い
者
の
利
益
が
、
照
会
事
件
を
審
理
す
る
際
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁

に
よ
り
正
当
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
公
費
を

用
い
て
当
該
利
害
関
係
者
の
為
の
弁
護
士
を
要
請
す
る
こ
の
規
定
は
、
裁

判
所
が
可
能
な
限
り
多
く
の
利
害
関
係
者
の
主
張
を
聞
く
こ
と
を
可
能
に

し
、
そ
の
性
質
上
多
く
の
者
に
影
響
を
与
え
る
照
会
事
件
に
お
け
る
憲
法

判
断
の
正
当
性
を
高
め
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
。

以
上
の
諸
規
定
の
下
、
照
会
事
件
の
審
理
に
お
い
て
は
実
際
多
く
の
利

害
関
係
者
が
参
加
し
て
い
る
。
-
九
五

O
年
の
河
ミ
町
『
室
内
一
町
司
、
町

S
配
下

・尽き町

hhaso目
、
河
内
向
N
h
h
w
H
h
o

ま
に
お
い
て
は
、
四
つ
の
全
国
規
模
の
団

体
が
参
加
し
、
一
九
七
六
年
の
勾
急
S
R
s
h
a
ミ
s
h
r
s
s
h
a
に

お
い
て
は
、
六
つ
の
大
き
な
団
体
と
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
が
参
加
し
た
。

さ
ら
に
一
九
八
七
年
の
河
町
、
お
お
ミ
ミ

a
s
hミ
芯
与
さ

S
礼

sm

hshSE.。
唱
悼
み
ミ
お
い
て
は
、
二
三
の
異
な
る
利
害
関
係
者
が
カ
ナ
ダ
最

高
裁
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
な
利
害
関
係
者
が
参
加
す
る
為
の
手
続
的
保
障
は
、
照
会
事

件
に
お
け
る
論
点
を
充
分
に
展
開
し
、
か
っ
、
多
様
な
利
益
か
ら
の
意
見

陳
述
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
判
断
を
よ
り
客
観
的
な
も
の
と

す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
特
に
、
私
人
の
利
益
の
主
張
を
保
障
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
側
の
一
方
的
意
見
に
支
配
さ
れ
た
判
断
が
よ
り

よ
く
回
避
さ
れ
、
私
人
の
権
益
を
デ
ュ

l

・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
な
く
侵
害

す
る
危
険
性
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
手
続
的
保
障
の
為
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
照
会
事
件
は
裁
判

所
の
判
決
の
中
で
も
最
も
完
全
に
審
理
が
尽
く
さ
れ
た
も
の
と
し
て
評
価

さ
れ
得
る
。

第
五
項
事
実
の
証
明

照
会
制
度
が
当
初
有
し
て
い
た
欠
点
の
一
つ
は
事
実
の
取
り
扱
い
に
関

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
欠
点
を
補
う
為
の
諸
改
正
が
行
わ
れ
、
カ
ナ

ダ
最
高
裁
判
所
は
照
会
事
件
に
お
い
て
事
実
認
定
の
為
に
必
要
な
規
則
を

制
定
す
る
権
限
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
か
か
る
規
則
は
刑

事
事
件
に
関
す
る
も
の
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
制
定
さ
れ
て
い
な
い
。

憲
法
判
断
に
お
い
て
も
、
事
実
に
関
す
る
争
点
の
判
断
が
不
可
欠
の
場

合
が
多
く
、
照
会
事
件
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。

過
去
に
お
い
て
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
事
実
に
関
す
る
認
定
を
有
効
に
行

な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
特
に
貿
易
及
び
通
商
に
関
す
る
事
項
や
カ
ナ
ダ
型

ニュ

i
・
デ
ィ

l

ル
立
法
に
関
す
る
照
会
事
件
に
お
い
て
、
そ
の
傾
向
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
事
実
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
か
か
る
傾
向
は
、
照
会

事
件
の
み
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
憲
法
判
断
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
最
高
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裁
判
所
の
一
般
的
傾
向
で
あ
っ
た
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
九
七
六
年
の
与
ミ

-
E
P町民
S

E
守
S
Rに
お
い
て
、
ヵ

ナ
タ
最
高
裁
は
、
意
見
陳
述
書

Q
R
E
B
m
)
の
中
に
経
済
的
事
実
に
関
す

る
証
拠
、
即
ち
社
会
科
学
的
証
拠
を
含
め
る
こ
と
を
正
式
に
認
め
、
法
廷

意
見
で
か
か
る
社
会
科
学
的
事
実
に
言
及
し
た
。
こ
の
照
会
事
件
以
降
、

照
会
事
件
に
お
い
て
事
実
に
関
す
る
証
拠
を
提
出
す
る
手
段
と
し
て
意
見

陳
述
書
を
用
い
る
こ
と
が
よ
り
一
般
的
と
な
っ
た
。
今
後
も
、
憲
法
判
断

に
お
け
る
事
実
の
証
明
の
重
要
性
が
増
し
、
そ
の
証
明
方
法
が
発
展
し
て

い
く
と
思
わ
れ
る
。

第
六
項
照
会
制
度
の
活
用
実
態

一

概

要

一
般
に
、
照
会
制
度
の
利
用
目
的
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
特
に
連
邦
・

州
聞
の
権
限
配
分
規
定
に
関
す
る
憲
法
問
題
を
裁
判
所
に
よ
り
迅
速
に
判

断
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
照
会
事
項
は
、
議
会
に
よ
り
可
決
さ
れ
る
前
の

法
律
案
阜
、
、
議
会
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
が
い
ま
だ
施
行
さ
れ
て
い
な
い
法

律
の
合
憲
性
に
関
す
る
も
の
も
あ
る
。
又
、
制
定
法
の
合
憲
性
が
制
定
後

間
も
な
く
照
会
さ
れ
る
場
合
、
も
し
く
は
、
制
定
さ
れ
て
数
年
後
私
人
に

よ
り
そ
の
合
憲
性
が
訴
訟
で
争
わ
れ
た
法
律
の
合
意
性
が
照
会
さ
れ
る
場

合
も
あ
る
。
憲
法
に
関
す
る
照
会
に
お
い
て
は
、
連
邦
及
び
州
政
府
の
照

会
制
度
の
利
用
目
的
は
そ
れ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
連
邦
政
府

に
固
有
の
目
的
も
存
在
す
る
。

二
執
行
停
止
権
限
と
の
関
係

照
会
制
度
は
従
来
、
連
邦
政
府
が
そ
の
執
行
停
止
権
限
を
行
使
す
る
際

の
有
用
な
補
助
手
段
と
し
て
看
倣
さ
れ
て
き
た
。
連
邦
政
府
が
州
の
立
法

を
執
行
停
止
す
る
場
合
、
連
邦
・
州
聞
の
政
治
的
対
立
が
激
化
す
る
可
能

性
が
高
く
、
そ
の
為
、
連
邦
政
府
は
執
行
停
止
権
を
行
使
す
る
際
当
該
権

限
行
使
の
正
当
性
を
裁
判
所
の
意
見
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
執
行
停
止
権

限
は
、

ω特
定
の
州
法
が
連
邦
の
政
策
と
対
立
す
る
場
合
、
又
は
、

ω特

定
の
州
法
が
憲
法
の
立
法
権
限
配
分
規
定
に
違
反
す
る
と
連
邦
政
府
が
判

断
し
た
場
合
に
行
使
さ
れ
る
。
連
邦
政
府
は
、
後
者
の
場
合
、
即
ち
州
の

立
法
権
限
に
関
す
る
憲
法
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁

に
照
会
す
る
と
い
う
方
針
を
採
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
憲
法
問
題
L

と
「
政

治
問
題
」
の
完
全
な
分
離
は
不
可
能
で
あ
り
、
執
行
停
止
権
に
関
す
る
照

会
に
よ
っ
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
連
邦
・
州
聞
の
政
治
的
紛
争
に
巻
き
込

ま
れ
る
高
い
危
険
性
が
存
し
、
実
際
か
か
る
政
治
問
題
の
解
決
の
為
に
照

会
制
度
が
利
用
さ
れ
て
き
た
。

北法39(3・140)636 



三
教
育
に
関
す
る
照
会

一
八
六
七
午
憲
法
第
九
三
条
に
基
づ
き
連
邦
政
府
が
有
す
る
教
育
事
項

に
関
す
る
上
訴
管
轄
権
(
同
条
三
項
)
の
問
題
も
、
照
会
制
度
を
利
用
し

裁
判
所
に
よ
る
解
決
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。

教
育
に
関
す
る
上
訴
が
連
邦
政
府
に
な
さ
れ
た
場
合
、
い
か
な
る
州
の

立
法
に
よ
り
不
利
な
影
響
を
受
け
た
か
と
い
う
法
的
問
題
が
判
断
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
断
を
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
照
会
す
る

方
法
が
連
邦
政
府
に
よ
り
採
ら
れ
た
。
こ
れ
も
連
邦
・
州
聞
の
政
治
的
紛

争
を
回
避
す
る
為
に
照
会
制
度
が
用
い
ら
れ
た
一
つ
の
例
で
あ
ろ
う
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

四

他

そ

の

照
会
事
件
は
、
そ
の
外
に
も
カ
ナ
ダ
と
外
国
の
関
係
に
関
す
る
条
約
や

そ
の
他
通
常
の
訴
訟
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
待
つ
時
間
的
余
裕
が
な

い
ほ
ど
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
利
用
さ
れ
た
り
、
戦
時
中
の
非
常
事
態
に

お
い
て
迅
速
な
司
法
判
断
が
必
要
な
場
合
に
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。

ま
た
照
会
制
度
は
単
に
連
邦
法
も
し
く
は
州
法
の
運
用
に
関
す
る
助
言

を
得
る
為
に
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
連
邦
政
府
は
連
邦
・

州
聞
の
合
意
や
協
定
に
関
す
る
紛
争
を
解
決
す
る
為
の
補
助
手
段
と
し
て

照
会
制
度
を
使
用
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
照
会
制
度
は
憲
法
問
題
に
関
す
る
政
治
的
紛
争
を
迅

速
に
解
決
し
た
り
回
避
す
る
為
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
も
「
裁
判
に

よ
る
政
治
」
の
伝
統
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

五

照
会
制
度
の
利
用
度

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
度
の
特
徴
の
一
つ
は
、
憲
法
問
題
を
解

決
す
る
為
に
照
会
制
度
を
多
く
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
八
六
七
年
か
ら

一
九
八
一
年
の
問
、
一
九
四
九
年
ま
で
は
枢
密
院
司
法
委
員
会
で
そ
し
て

そ
の
後
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
よ
り
判
断
さ
れ
た
二
八
二
の
憲
法
問
題
に
関

す
る
リ
l
デ
ィ
ン
グ
・
ヶ
l
ス
の
内
、
四
分
の
一
を
超
え
る
七
七
の
事
件

が
照
会
事
件
と
し
て
判
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
カ
ナ
ダ
に
お
け
る

違
憲
審
査
制
度
の
中
で
照
会
制
度
が
極
め
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
照
会
事
件
に
お
け
る
判
断
が
有
す
る

政
治
的
、
社
会
的
そ
し
て
経
済
的
影
響
力
は
、
そ
の
数
字
が
示
す
以
上
に

重
要
な
も
の
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
憲
法
の
基
本
的
原
理
の
多
く
が
照
会
事
件
に
お
け
る
判
断
に
よ

り
形
成
、
発
展
し
て
き
た
こ
と
は
、
特
に
注
目
に
値
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
宣
言
的
判
決
を
得
る
為
の
当
事
者
適
格
の
要
件
が
緩

和
さ
れ
、
最
高
裁
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
よ
り
容
易
に
な
り
、
私
人
の
訴
訟
費

用
に
対
す
る
公
的
扶
助
が
増
加
し
、
さ
ら
に
、
私
人
や
私
的
団
体
に
よ
る

訴
訟
の
増
加
等
の
要
因
に
よ
り
、
今
後
は
照
会
制
度
の
利
用
が
減
少
し
て

北法39(3・141)637 
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い
く
と
予
測
さ
れ
る
。

第
七
項
照
会
制
度
の
先
例
的
価
値

照
会
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
意
見
が
先
例
的
価
値
を
有
す
る
か
否
か

の
問
題
に
対
す
る
解
答
は
、
法
的
に
厳
密
に
考
え
た
場
合
は
否
定
的
な
も

の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
実
際
上
は
照
会
事
件
に
お
け
る
裁

判
所
の
意
見
を
拘
束
力
あ
る
先
例
と
し
て
取
り
扱
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

照
会
制
度
を
初
め
て
規
定
し
た
一
八
七
五
年
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法

第
五
二
条
は
、
照
会
に
対
す
る
裁
判
所
の
意
見
の
法
的
効
力
に
関
し
何
ら

明
示
的
規
定
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
法
の
制
定
過
程
に
お

い
て
、
連
邦
の
法
務
大
臣
は
、
か
か
る
裁
判
所
の
意
見
は
法
的
な
判
決
と

い
う
よ
り
政
府
が
独
自
で
判
断
す
る
際
「
道
徳
的
重
要
性

(
B
R包

話
相
応
宮
)
」
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

一
八
九
一
年
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
改
正
で
か
か
る
裁
判
所
の
意
見

が
、
「
単
に
勧
告
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
(
包

2
8弓

g
q
)」
旨
の
明
示

的
規
定
が
加
え
ら
れ
た
。

こ
の
点
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
最
初
の
判
断
は
、
一
八
九
四

年
の

F
守
S
R
ミ(日

has-芯
め
定
宣
言
ミ

HF句
、
さ
せ
N.sRb¥hhghF

O
F
Q

に
お
い
て
下
さ
れ
た
。

H
，
白
印

nv巾
円

g
z
裁
判
官
は
、
「
:
:
:
提
起
さ
れ

た
問
題
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
回
答
は
、
何
人
も
、
照
会
を
な
し
た
者
さ

え
も
拘
束
し
な
い
。
否
、
そ
の
回
答
を
出
す
者
さ
え
も
拘
束
し
な
い
。
そ

れ
は
い
か
な
る
裁
判
所
を
も
、
又
、
こ
の
裁
判
所
で
さ
え
も
、
拘
束
し
な

い。

:
:
:
L
と
述
べ
、
裁
判
所
の
意
見
が
法
的
拘
束
力
を
有
さ
な
い
旨
明

言
し
た
。
枢
密
院
司
法
委
員
会
も
、
一
九
一
二
年
の
み

-c・
0
ミ
・
せ
-
b
-

c
-
h
g・
事
件
に
お
い
て
、
「
[
裁
判
所
の
]
回
答
は
、
勧
告
的
な
も
の
に

す
ぎ
ず
、
内
閣
の
法
律
顧
問
の
意
見
以
上
の
効
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な

い
」
旨
説
示
し
て
い
る
。

裁
判
所
の
出
す
勧
告
的
意
見
が
法
的
に
は
拘
束
力
を
有
さ
な
い
こ
と
は

前
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
か
か
る
意
見
を
裁
判
所
の
判

-

印

)

一

円

引

)

決
と
し
て
取
り
扱
っ
た
り
、
先
例
と
同
列
に
扱
っ
た
り
、
さ
ら
に
、
拘
束

力
を
有
す
る
も
の
と
看
倣
す
こ
と
が
、
特
に
一
九
二

0
年
代
以
降
一
般
的

に
行
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、
以
前
に
出
さ
れ
た
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
が

後
の
勧
告
的
意
見
も
し
く
は
判
決
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
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以
上
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
勧
告
的
意
見
は
実
質
的
に
は
他
の

先
例
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
特
に
、
照
会
制
度
が
司
法
化
し
、

そ
こ
で
の
意
見
が
充
分
な
議
論
と
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ

れ
は
当
然
の
結
果
と
解
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
照
会
事
件
に
お
け
る
意
見

が
先
例
的
価
値
を
有
す
る
か
否
か
の
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
が
有
す

る
独
自
の
内
容
、
重
要
性
、
性
質
等
に
よ
り
個
別
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き



問
題
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

第
八
項
照
会
制
度
の
合
憲
性

連
邦
の
照
会
制
度
に
対
す
る
州
か
ら
の
反
論
は
主
に
以
下
の
一
一
つ
の
論

拠
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
州
法
の
合
憲
性
の
判
断
を
連
邦
議

会
が
設
立
し
た
裁
判
所
に
判
断
さ
せ
る
こ
と
は
州
の
立
法
権
の
侵
害
で
あ

る
、
と
の
反
論
で
あ
る
。
第
二
の
論
拠
は
、
勧
告
的
意
見
を
出
す
こ
と
は

適
切
な
司
法
機
能
で
は
な
く
、
一
八
六
七
年
憲
法
第
一

O
一
条
が
設
立
を

認
め
る
「
カ
ナ
ダ
の
一
般
的
上
訴
裁
判
所
L

に
は
憲
法
上
非
司
法
的
機
能

を
付
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
間
題
に
関
し
枢
密
院
司
法
委
員
会
は
、
一
九
一
一
一
年
の
み
・

c・

0
ミ
-
t
-
A
・
c-nhNS・
事
件
に
お
い
て
、
照
会
制
度
は
司
法
機
能
で
は
な

い
こ
と
を
認
定
し
た
が
、
し
か
し
、
照
会
制
度
は
議
会
制
定
法
に
よ
り
適

切
に
裁
判
所
に
付
加
し
得
る
と
判
断
し
、
同
制
度
の
合
憲
性
を
支
持
し
た
。

照
会
制
度
の
合
憲
性
に
対
す
る
他
の
反
論
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
第
一

O
一
条
、
か
「
一
般
的
上
訴
裁
判
所
」
の
設
立
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
そ
の

論
拠
を
求
め
る
。
即
ち
、
照
会
制
度
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
第
一
審

と
し
て
の
管
轄
権
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
憲
法
規
定
に
違
反
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
照
会
制
度
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
特
別
管
轄

権
が
長
い
間
問
題
な
く
同
裁
判
所
に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
事
実
か

カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
こ
の
点
に
関
す
る
照
会
制
度
の
合
憲
性
を

黙
示
的
に
承
認
し
て
い
る
と
解
さ
れ
得
る
。

ら
す
る
と
、

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
憲
法
上
の
一
般
的
な
権
力
分
立
の
要
請
が
な
く
、

か
っ
、
議
会
は
い
か
な
る
法
律
を
も
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意

味
で
の
議
会
主
権
の
伝
統
が
強
い
為
、
照
会
制
度
が
憲
法
上
認
め
ら
れ
て

い
る
と
解
さ
れ
る
。

第
九
項
運
用
の
制
限

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
五
五
条
二
項
は
、
照
会
さ
れ
た
質
問
に
回
答

を
出
す
の
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
義
務
で
あ
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
し

か
し
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
司
法
判
断
非
適
合
的
な
質
問
や
私
人
の
権
利

に
直
接
的
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
質
問
に
対
す
る
回
答
を
拒
否
す
る
裁
量

権
を
裁
判
所
が
有
す
る
と
主
張
し
、
照
会
制
度
の
運
用
に
あ
る
程
度
の
制

限
を
加
え
て
い
る
。

司
法
判
断
適
合
性
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一
九
八
一
年
の
同
A
恐
喝
、
町
芯
ミ
ミ

h
s
nさ
凡
さ
m
S
H
D
L
『
忌
町
内
。
ま
な

SE

Hhcs

ミ

n
g
b号
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
各
州
の
照
会
制

度
を
規
定
し
て
い
る
条
文
は
一
般
的
に
照
会
権
者
が
適
切
と
判
断
す
る

「
い
か
な
る
事
項
」
を
も
州
最
高
裁
判
所
に
照
会
で
き
る
旨
規
定
し
て
い
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る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
裁
判
所
に
対
し
「
司
法
判
断
非
適

合
的
」
な
質
問
の
判
断
を
強
い
る
危
険
性
を
有
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
そ
こ
で
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
「
各
州
の
最
高
裁
判
所
及
び
上
訴
審
と
し

て
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
な
質
問
に
対
す
る
回
答
を
拒
否
す

る
裁
量
権
を
有
す
る
こ
と
は
疑
義
の
存
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
説
示

し
、
照
会
さ
れ
た
質
問
が
司
法
判
断
非
適
合
的
な
場
合
、
そ
れ
に
対
す
る

回
答
を
拒
否
す
る
裁
量
権
が
裁
判
所
に
あ
る
こ
と
を
明
示
的
に
示
し
た
。

し
か
し
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
本
件
照
会
事
件
に
お
い
て
州
の
最
高
裁
判

所
が
回
答
を
拒
否
し
た
質
問
は
「
法
文
(
号

2
5
2
C
の
解
釈
」
に
関
す
る

事
項
も
し
く
は
「
法
律
問
題

2
5
m
H
Zロ
え
-
担
当
ど
で
あ
り
回
答
可
能
な

質
問
で
あ
る
と
判
示
し
、
実
際
に
回
答
を
出
し
て
い
る
。

照
会
事
項
へ
の
回
答
を
拒
否
す
る
裁
判
所
の
裁
量
権
は
、
質
問
事
項
が

成
熟
性
を
有
し
て
い
な
い
場
合
、
ム

l
ト
に
な
っ
た
場
合
、
又
、
質
問
内

容
が
過
度
に
漠
然
と
し
て
い
る
為
適
切
な
回
答
を
出
せ
な
い
場
合
等
に
行

使
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
運
用
を
分
析
す
る

と
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
か
か
る
裁
量
を
充
分
に
行
使
せ
ず
、
驚
く
べ
き
ほ

ど
自
由

Q
F
R包
)
に
回
答
を
出
し
て
い
る
。

私
人
の
権
利
と
の
関
係

特
定
の
私
人
の
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
内
容
の
事
項
に
対
し
裁

判
所
は
照
会
事
件
に
お
け
る
回
答
を
出
さ
な
い
、
と
い
う
原
則
が
カ
ナ
ダ

に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
い
る
。

一
八
九
八
年
の
重
要
な
憲
法
問
題
に
関
す
る
照
会
事
件
に
お
い
て
、
枢

密
院
司
法
委
員
会
は
、
当
該
照
会
事
件
の
当
事
者
で
も
な
く
、
か
っ
、
そ

の
権
利
が
弁
護
士
に
よ
り
代
表
さ
れ
て
い
な
い
私
人
の
権
利
に
関
し
意
見

を
述
べ
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
そ
れ
故
、
同
司
法
委
員
会
は
当
該
問

題
に
関
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
拒
否
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
説
示
し
た
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
も
、
自
己
の
権
利
が
裁
判
所
の
前
に
代
表
さ
れ
て
い
な
い

私
人
の
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
デ
ュ

l

・
プ
ロ
セ

戸田
J

ス
の
原
則
に
違
反
し
許
さ
れ
な
い
、
と
の
原
則
を
採
用
し
て
い
る
。

私
人
の
権
利
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
一
般
的
傾
向
は
、

ω照
会
事

項
が
重
要
な
憲
法
問
題
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
問
題
が
直
接
私

人
の
権
利
に
関
係
す
る
と
き
に
は
照
会
に
対
す
る
回
答
を
拒
否
し
、
山
問

題
が
直
接
的
に
は
立
法
権
限
の
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
人
の
権

利
が
単
に
間
接
的
に
影
響
を
受
け
る
場
合
に
は
回
答
を
出
す
、
と
い
う
よ

う
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

三
連
邦
政
府
の
自
己
抑
制

連
邦
政
府
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
五
五
条
の
文
言
上
、
司
法
判

断
非
適
合
的
な
い
か
な
る
事
項
を
も
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
照
会
す
る
権
限
を

北法39(3・144)640 



有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
通
常
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
を
不
当
に
政
治
的
粉

争
に
巻
き
込
ん
だ
り
、
最
高
裁
の
判
断
の
正
当
性
を
害
し
た
り
す
る
よ
う

な
内
容
の
質
問
を
最
高
裁
に
対
し
照
会
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
原
則
が

連
邦
政
府
に
よ
り
確
立
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
政
府
の
か
か
る
自
己
抑
制
が

課
さ
れ
な
い
場
合
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
有
す
る
前
述
の
回
答
拒
否
に
関
す

る
裁
量
権
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
不
適
切
な
照
会
事
項
に
対
す
る
回
答
を
拒
否

す
る
裁
量
権
を
充
分
に
は
行
使
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
裁
判
所
に
よ
る

照
会
制
度
の
運
用
制
限
は
そ
れ
ほ
ど
効
果
的
に
行
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い

う
印
象
を
受
け
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴。判

第
一

O
項
州
に
お
け
る
照
会
制
度

各
州
の
政
府
は
直
接
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
照
会
す
る
権
限
を
有
し
て

い
な
い
。
し
か
し
、
一

O
州
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
州
政
府
が
州
最
高
裁
判
所

に
照
会
す
る
権
限
を
有
す
る
旨
の
立
法
を
有
し
て
い
か
。

州
の
照
会
制
度
を
規
定
し
た
も
の
の
典
型
仰
と
し
て
、
以
下
オ
ン
タ
リ

オ
州
の
裁
判
所
法
の
規
定
を
引
用
す
る
。

第
一
九
条
枢
密
院
に
お
け
る
副
総
督
は
審
理
の
為
い
か
な
る
質
問
を
も

履
高
裁
判
所
に
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

項

最
高
裁
判
所
は
理
由
を
付
し
た
意
見
を
枢
密
院
に
お
け
る
副

総
督
に
対
し
文
書
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
の
意
見

と
異
な
る
意
見
を
有
す
る
裁
判
官
は
、
各
自
の
意
見
と
理
由
を
通

常
の
判
決
に
お
け
る
場
合
と
同
様
に
文
書
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

三
項
照
会
さ
れ
た
問
題
に
関
す
る
聴
聞
に
お
い
て
、
オ
ン
タ
リ
オ

州
法
務
総
裁
は
裁
判
所
に
対
し
意
見
陳
述
を
行
う
権
利
を
有
す
る
。

四
項
照
会
さ
れ
た
問
題
が
連
邦
ま
た
は
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
法
律
も

し
く
は
そ
の
下
で
規
定
さ
れ
た
規
則
及
び
条
例
の
合
憲
性
も
し
く

は
憲
法
に
照
ら
し
適
用
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
に
関
す
る
場
合

に
は
、
連
邦
の
法
務
総
裁
が
当
該
照
会
事
件
に
つ
い
て
の
通
告
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
法
務
総
裁
は
裁
判
所
に
対
し
意
見

陳
述
を
行
う
権
利
を
有
す
る
。

最
高
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
者
な
ら
び
に
利
害
関
係
団
体
の

項
五
項代
表
と
し
て
の
一
人
も
し
く
は
複
数
の
者
に
対
し
て
照
会
事
件
の

聴
聞
に
関
す
る
通
告
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
か
か
る
利
害
関

係
者
が
裁
判
所
に
対
し
意
見
陳
述
を
行
う
権
利
を
有
す
る
こ
と
を

保
障
す
る
た
め
、
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
項
影
響
を
受
け
る
利
益
が
弁
護
土
に
よ
り
代
表
さ
れ
て
い
な
い

場
合
、
最
高
裁
判
所
は
当
該
利
益
を
代
表
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ

と
を
弁
護
士
に
対
し
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
の
合

北法39(3・145)641 
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理
的
費
用
は
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
大
蔵
大
臣
が
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。最
高
裁
判
所
の
意
見
は
当
該
裁
判
所
の
判
決
と
み
な
さ
れ
、

通
常
の
争
訟
事
件
に
お
け
る
判
決
と
同
様
‘
上
訴
が
可
能
で
あ
る
。

右
規
定
同
様
、
他
の
州
の
規
定
も
、
州
政
府
が
州
法
の
合
憲
性
の
み
な

ら
ず
連
邦
法
の
合
憲
性
に
関
す
る
事
項
及
び
憲
法
以
外
の
事
項
に
関
し
、

引
-

州
最
高
裁
判
所
に
照
会
す
る
権
限
を
有
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。

七
項

州
の
照
会
制
度
は
連
邦
の
そ
れ
と
同
様
司
法
化
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、

利
害
関
係
を
有
す
る
法
務
総
裁
及
び
私
人
が
裁
判
所
に
対
し
意
見
陳
述
を

行
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
州
最
高
裁
判
所
の
出
す
勧
告
的
意
見
も

他
の
先
例
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
、
実
質
的
に
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と

看
倣
さ
れ
て
い
か
。
州
に
お
け
る
照
会
制
度
の
合
憲
性
は
直
接
疑
問
視
さ

れ
た
こ
と
は
な
く
、
州
の
照
会
制
度
は
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
二
条
一
四

項
の
「
州
に
お
け
る
司
法
の
運
営
」
に
関
す
る
有
効
な
制
度
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
て
き
た
。

州
の
最
高
裁
判
所
が
州
政
府
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
回
答
を
出
し
た
後
、

州
政
府
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
対
し
権
利
と
し
て
の
上
訴
を
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
州
政
府
は
連
邦
政
府
と
同
様
カ
ナ
ダ
最

高
裁
判
所
か
ら
の
勧
告
的
意
見
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
裁
判
所
制
度
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判

所
を
中
心
に
統
一
的
性
格
を
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
照
会
制
度
も
連
邦

の
照
会
制
度
と
州
の
照
会
制
度
と
い
う
よ
う
な
二
元
的
な
も
の
で
は
な
く
、

全
て
の
照
会
事
件
が
最
終
的
に
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
よ
り
判
断
さ
れ

得
る
統
一
的
制
度
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第

項

照
会
制
度
と
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る

カ
ナ
ダ
聖
堂
早

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
照
会
制
度
は
、
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
配
分
に
関

す
る
憲
法
問
題
の
分
野
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

カ
ナ
ダ
は
一
九
八
二
年
に
人
権
憲
章
を
制
定
し
た
為
、
人
権
憲
章
と
照
会

制
度
と
の
関
係
が
新
た
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

人
権
憲
章
制
定
か
ら
約
五
年
程
し
か
経
過
し
て
い
な
い
為
充
分
な
検
討

は
不
可
能
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
事
が
既
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

即
ち
、
照
会
事
件
は
人
権
憲
章
に
関
す
る
分
野
に
お
い
て
は
以
前
ほ
ど
量

的
に
は
重
要
で
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
得
る
。
一
九
八

二
年
か
ら
八
五
年
の
問
、
二
千
以
上
も
の
憲
章
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
照
会
事
件
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
よ
り
判
断
さ
れ
た
最
も
重
要

な
人
権
憲
章
に
関
す
る
事
件
の
内
の
二
つ
が
照
会
事
件
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

照
会
事
件
は
質
的
に
は
憲
章
訴
訟
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
り



続
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〉

人
権
憲
章
に
関
す
る
照
会
事
件
は
そ
の
性
質
上
、
多
く
の
利
害
関
係
者

が
裁
判
所
の
審
理
に
参
加
し
、
事
実
に
関
す
る
多
く
の
証
拠
が
提
出
さ
れ
、

A

山
}

裁
判
所
も
そ
れ
を
寸
驚
く
べ
き
程
自
由
主

Z
E
C
に
」
受
け
入
れ
て
い

る
。
そ
れ
故
、
今
日
、
照
会
制
度
は
、
過
度
に
多
く
の
当
事
者
と
過
度
に

多
く
の
事
実
に
関
す
る
証
拠
提
出
が
行
わ
れ
る
為
、
収
拾
が
つ
か
な
い
状

態

(
5
8白
E
m
g
g巴
に
陥
っ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

照
会
制
度
と
人
権
憲
章
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
照
会
制
度
を

利
用
す
る
目
的
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
照
会

制
度
の
主
な
目
的
は
、
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
に
関
す
る
憲
法
上
の
問

題
を
迅
速
に
解
決
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
連
邦
・
州
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府

は
他
の
レ
ベ
ル
の
政
府
の
立
法
に
よ
り
自
己
の
立
法
権
限
が
侵
害
さ
れ
る

の
を
防
ぐ
為
に
照
会
制
度
を
用
い
て
い
た
。
こ
れ
と
同
様
の
目
的
が
人
権

憲
章
と
の
関
係
に
お
い
て
存
在
す
る
と
は
解
し
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

人
権
憲
章
に
関
す
る
法
律
を
制
定
す
る
場
合
、
当
該
立
法
が
人
権
憲
章
違

反
で
あ
る
と
の
批
判
を
回
避
し
当
該
立
法
の
合
憲
性
を
証
明
す
る
為
に
政

府
が
照
会
制
度
を
利
用
す
る
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

{
胤
)

照
会
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
に
よ
り
政
治
的
紛
争
を
解
決
す
る
と
い
う

目
的
は
、
人
権
憲
章
の
下
に
お
い
て
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
実
際
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
お
い
て
は
、
議
論
の
多
い
人
権
憲
章
上
の

民
W
J

問
題
を
州
最
高
裁
判
所
に
照
会
す
る
こ
と
が
よ
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
人
権
憲
章
の
歴
史
が
浅
い
時
期
に
お
い
て
は
、
人
権
憲
章

に
関
す
る
照
会
が
各
レ
ベ
ル
の
政
府
に
よ
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ

(
四
)

得
る
。

第
一
二
項
照
会
制
度
の
利
点

F

川
)

照
会
制
度
の
主
な
利
点
と
し
て
、
以
下
の
五
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
の
利
点
と
し
て
、
照
会
制
度
が
当
事
者
適
格
の
問
題
を
克
服
す
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
重
要
な
憲
法
上
の
問
題
で
あ
っ
て
も
、
特
定
の
私

人
が
当
事
者
適
格
を
有
し
な
い
為
に
、
当
該
問
題
が
裁
判
所
に
よ
り
判
断

F

山〕

さ
れ
得
な
い
場
合
が
あ
る
。
照
会
制
度
は
、
当
事
者
適
格
の
要
件
を
満
た

さ
な
い
た
め
に
通
常
の
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所
の
違
憲
審
査
に
服
す
る
こ

と
の
な
い
憲
法
上
の
問
題
に
関
し
て
、
裁
判
所
の
意
見
を
得
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
当
事
者
適

わ附
d

格
の
要
件
は
し
だ
い
に
緩
和
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
為
、
こ
の
利
点
も
限
定

的
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

第
二
の
利
点
と
し
て
、
照
会
制
度
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
重
要
な
問
題

が
、
実
際
に
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
と
な

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
重
要
な
問
題
に
関
す
る
最
高
権

威
を
有
す
る
司
法
判
断
を
確
実
に
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

北法39(3・147)643 
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照
会
制
度
の
第
三
の
利
点
は
、
迅
速
な
問
題
解
決
能
力
で
あ
る
。
憲
法

上
の
重
要
な
問
題
が
可
能
な
限
り
早
期
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
重

要
な
こ
と
で
あ
る
。
政
治
的
、
経
済
的
に
重
要
な
問
題
を
取
り
扱
っ
た
一

九
七
六
年
の
河
内
事

S
Q
誌

と

た

-phrss
〉
巳
に
お
い
て
は
、
照
会

後
四
カ
月
で
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
判
断
を
下
し
て
い
る
。
通
常
の
上
訴
過
程

を
経
た
場
合
に
要
す
る
期
間
と
比
較
す
る
と
、
こ
れ
は
極
め
て
重
要
な
利

点
で
あ
る
。

第
四
の
利
点
と
し
て
、
照
会
は
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
、
法
律

の
合
憲
性
を
争
う
為
に
必
要
な
私
人
の
訴
訟
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
こ
と
は
又
、
重
要
な
争
点
が
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
よ
り
確

実
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

照
会
制
度
の
第
五
の
利
点
と
し
て
、
同
制
度
が
連
邦
・
州
の
各
レ
ベ
ル

の
政
府
に
対
し
、
他
の
レ
ベ
ル
の
政
府
の
行
為
の
合
憲
性
を
争
っ
た
り
、

自
己
の
行
為
の
正
当
性
を
証
明
し
た
り
す
る
為
の
柔
軟
な
手
段
を
提
供
す

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
照
会
制
度
は
主
に
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
に

関
す
る
憲
法
上
の
問
題
を
解
決
す
る
為
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
連
邦
と
州

の
各
レ
ベ
ル
の
政
府
は
、
自
己
の
立
法
権
限
が
他
の
レ
ベ
ル
の
立
法
行
為

に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
、
さ
ら
に
、
自
己
の
立
法
行
為
の
合

憲
性
を
証
明
す
る
為
に
照
会
制
度
を
用
い
て
き
た
。
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
照

会
制
度
は
連
邦
制
度
内
の
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
紛
争

を
解
決
す
る
為
の
主
要
な
制
度
と
し
て
機
能
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

北法39(3・148)644 

第
二
ニ
項
照
会
制
度
の
欠
点

照
会
制
度
は
二
つ
の
主
要
な
欠
点
を
有
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

第
一
の
欠
点
は
、
照
会
制
度
が
適
切
な
事
実
の
関
連
性
を
欠
く
抽
象
的

な
法
理
論
を
形
成
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
過
去
に
お
け

る
主
要
な
照
会
事
件
は
、
憲
法
判
断
に
対
す
る
限
定
さ
れ
た
概
念
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
採
り
、
事
実
問
題
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
現
代
的
な

憲
法
問
題
解
決
の
為
に
必
要
な
柔
軟
な
憲
法
理
論
の
発
展
を
間
害
し
て
き

mJ 
た
。
過
去
に
お
け
る
憲
法
判
断
は
事
実
問
題
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
せ
ず
文
言

の
意
味
論
上
の
抽
象
的
分
析
に
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
事
実
問
題
に
基
づ
か
な
い
抽
象
的
憲
法
判
断
の
手
法

は
、
照
会
制
度
に
固
有
の
問
題
で
は
な
く
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
通
常
の
訴

訟
に
お
い
て
も
一
般
的
に
用
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
照
会
事
項
が
い
か
な
る
立
法
及
び
い
か
な
る
政
府
の

行
為
も
介
在
し
な
い
分
野
の
憲
法
の
条
文
の
解
釈
に
の
み
関
す
る
よ
う
な

場
合
、
立
法
の
効
果
及
び
行
政
行
為
に
関
す
る
事
実
問
題
の
判
断
は
必
要

戸
間
}

な
い
。
従
っ
て
、
か
か
る
性
質
の
照
会
事
項
に
対
す
る
判
断
が
事
実
の
関

連
性
を
欠
く
抽
象
的
手
法
で
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
問

題
と
は
な
り
え
な
い
。
又
、
事
実
に
関
す
る
問
題
は
、
事
実
に
関
す
る
証



カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

拠
を
よ
り
広
く
認
め
る
最
近
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
新
し
い
傾
向
に
よ
っ
て
、

(
悶
)

か
な
り
の
程
度
解
決
し
得
る
可
能
性
が
高
い
。
今
後
の
問
題
は
、
抽
象
的

憲
法
判
断
の
性
質
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
事
実
に
関
す

る
判
断
を
憲
法
判
断
の
中
に
組
み
込
ん
で
ゆ
く
か
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
事
実
の
関
連
性
を
欠
く
抽
象
的
憲
法
判
断
が
照
会
制

度
に
固
有
の
問
題
で
は
な
い
に
し
て
も
、
照
会
制
度
の
性
質
上
そ
こ
に
お

け
る
判
断
が
具
体
的
事
実
状
況
か
ら
離
れ
た
抽
象
的
性
質
を
有
す
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
を
可
能
な
限
り
解
決
す
る
為
に
は
、
政
府

が
照
会
事
項
を
特
定
す
る
際
に
質
問
事
項
を
注
意
深
く
設
定
す
る
と
と
も

に
、
裁
判
所
は
過
度
に
漠
然
と
し
た
質
問
事
項
や
事
実
問
題
の
判
断
が
不

可
欠
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
裁
判
所
に
対
し
提
示
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
な
照
会
に
対
す
る
回
答
を
出
す
こ
と
を
拒
否
す
る
、
と
い
う
運

用
上
の
制
限
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

照
会
制
度
が
有
す
る
第
二
の
欠
点
は
、
同
制
度
に
よ
り
裁
判
所
が
司
法

判
断
非
適
合
的
な
問
題
の
判
断
を
強
い
ら
れ
、
そ
れ
故
、
裁
判
所
の
正
当

性
が
阻
害
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
政
府
は
い
か
な
る
事
項
を
も

照
会
す
る
権
限
を
有
す
る
為
、
文
言
上
政
府
は
「
法
律
問
題
の
み
な
ら
ず
、

政
治
、
科
学
、
そ
し
て
趣
味
に
関
す
る
問
題
を
も
L

裁
判
所
に
対
し
照
会

(
問
)

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
か
か
る
欠
点
は
現
実
的
な
も
の
で

戸田ゾ

あ
り
得
る
。

実
際
、
政
府
は
裁
判
所
に
対
し
司
法
判
断
に
不
適
切
な
質
問
を
出
さ
な

い
よ
う
自
己
抑
制
し
、
か
っ
、
裁
判
所
も
回
答
拒
否
の
裁
量
権
を
有
し
て

い
る
旨
明
示
し
て
い
る
為
、
か
か
る
問
題
を
回
避
す
る
可
能
性
は
あ
る
。

し
か
し
、
裁
判
所
は
実
際
上
か
か
る
裁
量
を
充
分
に
行
使
せ
ず
、
か
っ
、

い
わ
ゆ
る
「
政
治
問
題
の
法
理

Go--巴
g-DE巾
出
色
。
ロ
号
己
円
宮
巾
)
」
を
採

{
問
)

用
し
て
い
な
い
為
、
裁
判
所
が
不
当
に
政
治
的
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
可

戸川〕

能
性
は
決
し
て
低
く
な
い
と
解
さ
れ
る
。

第
一
四
項

評

価

前
述
し
た
照
会
制
度
の
諸
欠
点
は
、
政
府
と
裁
判
所
の
両
者
に
よ
る
同

制
度
の
運
用
制
限
と
事
実
認
定
に
関
す
る
訴
訟
技
術
の
発
展
に
よ
り
、
か

な
り
の
程
度
克
服
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
得
る
。
照
会
制
限
の
諸
利
点
は
、

当
事
者
適
格
の
要
件
緩
和
、
訴
訟
費
用
の
公
的
扶
助
制
度
の
発
達
、
私
人

又
は
私
人
の
団
体
に
よ
る
訴
訟
の
増
加
現
象
等
々
の
理
由
に
よ
り
、
か
な

り
限
定
的
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
重
要
な
憲
法
問

題
を
迅
速
に
解
決
す
る
と
い
う
照
会
制
度
の
利
点
は
い
ま
だ
に
重
要
な
意

義
を
有
し
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
照
会
制
度
は
、
憲
法
問
題
を
法
律
問
題
と
解
し
、
そ
の

公
正
な
判
定
者
と
し
て
裁
判
所
を
観
念
し
て
い
る
カ
ナ
ダ
独
自
の
司
法
観

の
中
で
進
化
、
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ω昨
日
苫
立
博
士
は
、
照
会
制
度
が
通
常
の
争
訟
事
件
に
お
け
る
違
憲
審

査
制
度
の
代
用
と
な
り
得
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
違
憲
審
査
制
度

の
補
助
的
制
度
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
っ
、
照
会
制
度
は

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
度
の
中
で
第
二
次
的
役
割
の
み
を
果
た
す

べ
き
制
度
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て

ω可
者
負
博
士
は
、

か
か
る
性
質
を
有
す
る
照
会
制
度
の
利
用
度
が
今
後
し
だ
い
に
減
少
し
て

戸
山
工

mJ

い
く
こ
と
に
な
る
と
予
想
し
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
照
会
制
度
が
具
体
的
事
実
状
況
に
お
け
る
人
権
保
障

機
能
を
果
た
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
抽

象
的
一
般
的
状
況
の
中
で
客
観
的
に
憲
法
を
保
障
す
る
機
能
に
お
い
て
は

有
効
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
照
会

制
度
は
通
常
の
訴
訟
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
度
の
重
要
な
補
助
的
制
度
と

し
て
理
解
し
得
る
。

以
上
で
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
照
会
制
度
に
関
す
る
検
討
を
終
え
る
。

(
l
)

こ
の
点
に
関
す
る
日
本
の
研
究
と
し
て
、
野
上
修
市
「
カ
ナ
ダ
の
照
会

事
件
(
閉
耐
え

q
g
n刊
の
出
回
巾
)
に
つ
い
て
」
『
法
律
論
叢
』
四

O
巻
(
一
九

六
七
年
)
三
五
頁
、
長
内
了
「
カ
ナ
ダ
連
邦
憲
法
の
基
本
構
造
」
『
比
較
法

雑
誌
』
七
巻
一
・
二
号
(
一
九
七
二
年
)
一
八
七
頁
参
照
。

(
2
)
H
・
ジ
ャ
ニ
ッ
シ
ュ
・
佐
々
木
雅
寿
訳
「
カ
ナ
ダ
憲
法
上
の
照
会
権

限
L

『
北
大
法
学
論
集
』
三
九
巻
三
号
(
一
九
八
八
年
〉
二
頁
。

(
3
)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
回

中
英
夫
寸
州
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
」
『
英
米
法
研
究
1

法
形
成
過
程
』

(
東
京
大
学
出
版
会
二
九
八
七
年
〉
一
五
四
頁
参
照
。
本
稿
に
お
け
る

合
衆
国
の
勧
告
的
意
見
制
度
の
研
究
は
主
に
こ
の
論
文
を
参
考
に
し
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
制
度
と
い
っ
て
も
、
連
邦
最

高
裁
判
所
の
立
場
と
各
州
の
立
場
は
異
な
っ
て
い
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所

の
歴
史
の
初
期
に
お
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
は
書
簡
と
い
う
形

式
で
法
的
な
意
見
を
大
統
領
に
送
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
七
九
三
年
、

さ
担
任
宮
町
円
。
口
大
統
領
が
連
邦
最
高
裁
の
全
裁
判
官
に
対
し
国
際
法
上

の
問
題
に
関
し
て
の
意
見
を
求
め
た
際
、
同
裁
判
官
は
「
司
法
部
の
一
員

と
し
て
の
裁
判
官
は
、
司
法
権
以
外
の
機
能
を
行
使
す
べ
き
で
は
な
く
、

裁
判
所
に
適
法
に
提
起
さ
れ
た
訴
訟
と
関
係
な
し
に
勧
告
的
意
見
を
述

べ
る
こ
と
は
、
司
法
権
の
外
の
行
為
で
あ
っ
て
許
さ
れ
な
い
L

と
い
う
権

力
分
立
の
原
則
に
基
づ
い
た
理
由
に
よ
り
勧
告
的
意
見
を
出
す
こ
と
を

拒
否
し
た
。
こ
の
こ
と
が
先
例
と
な
り
以
後
連
邦
最
高
裁
は
勧
告
的
意
見

を
出
し
て
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
各
州
の
裁
判
所
及
び
裁
判
官
は
勧
告
的
意
見
に
対
し
そ

れ
ぞ
れ
独
自
の
立
場
を
有
し
て
い
る
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
勧
告
的
意
見

の
慣
行
が
拒
絶
さ
れ
た
時
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
最
高
裁
判
所
の
裁

判
官
は
、
同
州
憲
法
の
規
定
の
下
、
勧
告
的
意
見
を
出
す
義
務
を
負
っ
て

い
た
(
呂

E
印・。
cz句
・
口
∞
c
n
ω
・
〉
ユ
-
N
・
)
。
そ
の
後
、
勧
告
的
意
見
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の
制
度
は
他
の
州
の
憲
法
及
び
法
制
度
に
も
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

現
在
、
同
制
度
を
認
め
て
い
る
州
は
一
一
州
で
あ
る
。
又
、
こ
れ
ら
一
一

州
と
は
別
に
七
州
が
過
去
に
お
い
て
勧
告
的
意
見
の
制
度
を
認
め
て
い

た
。
回
中
・
前
掲
論
文
(
註

3
)
一
五
四
|
一
六
四
頁
。

以
下
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
照
会
制
度
と
の
比
較
対
象
と
し
て
は
主
に
州

に
お
け
る
勧
告
的
意
見
の
制
度
を
検
討
し
て
い
く
。

(
4
)
ω
口
問
】
吋
向
日
刊
わ
O
口同
1

門
0
同
わ
出
口
即
仏
国
〉
2.HN.ω(リ
.
5一1
0
・
n・
ω
1
5
.
∞

日出'

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

こ
の
制
度
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
た
一
八
七
五
年
カ
ナ

ダ
最
高
裁
判
所
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
た
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
審
理
し

た
最
初
の
事
件
は
、
元
老
院
か
ら
の
個
別
法
律
案
に
関
す
る
照
会
事
件
で

あ
っ
た
。

}

ω

ロ巾
-
f

同町・〈田口岡町戸田同
f
M
J
H
N

問
的
詰
H
V
噌
、
白
書
両
内
己
ミ
4

ミー円
USH白鳥
F

同
宣
ロ
ミ
ロ
¥
h
b
h
h芯
h
R
S
S誌

(
H
S
8
・
同
門
巴
N
0
・

(
5
)

何
回
。
同
町
暗
む
き
と
同
誌
と
も
さ
~
h
b
N
h
-
A
¥

門
リ
ミ
ミ
b
『

(NE
包
-

]戸坦∞印)・田門同叶∞・同
0
0
4
けHM04
け
巾
叶
戸

(
6
)

合
衆
国
の
州
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
勧
告
的
意
見
は
、
州
の
知
事

(。。〈巾円ロ
O
『
)
も
し
く
は
立
法
府
、
参
議
会
(
(
U
C

己
ロ
門
戸
]
)
、
知
事
と
参
議

会
が
提
出
す
る
法
律
問
題

2
5
E
8
0ご
血
者
)
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
州
最
高
裁
も
し
く
は
州
最
高
裁
の
裁
判
官
の
公
式
な
意
見
で
あ
る
。

勧
告
的
意
見
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
入
州
で
は
知
事
又
は
議

会
の
一
院
、
二
一
州
で
は
知
事
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
又
、
二
州
で
は
参
議

会
も
勧
告
的
意
見
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
州

で
は
議
会
の
一
院
の
ほ
か
知
事
と
参
議
会
(
の
O
〈
四
円
ロ
。
吋
田
口
仏
わ
。

5
・

門
口
)
が
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
田
中
・
前
掲
論
文
(
註

3
)

一
六
五
頁
。
旬
間
同
日
目
的
色
。
・

ω円巾〈伺
HM
凹
唱
え
〉
己

418『
可
。
立
2
0ロ印

H
J
巾
m
m
E
ω
g
z
m
g己
白
口
問
〈
山
富
白
昨
日
。
ロ

3
0
8
5
・
2
事、
S
F
-
h
・

河
内
せ
・
恥
め
M
J

切
-
H
H
・
同
門
「

合
衆
国
に
お
け
る
州
の
勧
告
的
意
見
の
制
度
で
は
、
立
法
府
が
勧
告
的

意
見
を
求
め
る
場
合
が
全
体
の
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
て
い
る
。

0
・
虫
色
P

2
、H，F
巾
〉
仏
三
回
。
ミ

O
同
比
三
。
ロ
11〉
ロ
〉
口
同
ぞ
巴
師
三
(
忌
怠
)
-

NhHH芯え・

h
h
N
-
ω
・
白
昨
日
。
∞

こ
の
点
は
カ
ナ
ダ
の
場
合
と
対
照
的
で
あ
る
。

(
7
)

合
衆
国
の
州
で
行
わ
れ
て
い
る
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
は
、
九
州
で
は

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
が
、
そ
し
て
、
二
州
で
は
最
高
裁
判
所
が
、
勧
告

的
意
見
を
与
え
る
と
さ
れ
て
い
る
。

田
中
・
前
掲
論
文
(
註

3
)
一
六
五
頁
。

(
8〉

ω
ロ
U
H
，
巾
ヨ
巾
打
。
ロ
ュ
。
刊
の
白
口
白
門
芯
〉
円
F
H
N・ω
・。
-
H
甲吋
0

・
n
w
ω
S
-
印

日一山・

(
9
)
ω
-
n
H∞吋印
wn-
ロ
・
凹
・
印
N

(
日
)
照
会
事
件
に
お
い
て
は
、
通
常
の
訴
訟
の
よ
う
に
各
当
事
者
が
自
己
の

立
場
で
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

(
日
)
カ
ナ
ダ
最
高
裁
及
び
枢
密
院
司
法
委
員
会
は
、
照
会
に
対
す
る
意
見
に

は
理
由
を
付
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
解
を
採
っ
て
い
た
。

(
ロ
)
回
・

ω門
司
白
山
、
巾
『
噌
吋
居
間
。
rN書
記
込
町
詰
。
S
N
M
R刊
誌
な
ミ
暗
号
ミ

F
F
町
内
q
R
W
4
H
F

同】』句、さだり町民ロ
s
b
s
h出
匂
門
口
、
同
ミ
同
宮
丸
札
口
町
S
~
河町可制問
N
t
(
N
D
己

a
z∞ω)
唱
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研究ノート

同
昨
日
叶
N
l
N
叶
ω
・

(
日
)
〉
ロ
〉
三
件
。
白
ヨ
巾
ロ
仏

nz白
宮
巾
円

O
ロ
巾
『
ロ
ロ
己

za
白ロ門凶同町一『昨日、.

片
岡
〈
巾
O
同
門
宮
町
河
虫
、
山
田
巾
己
ω
g
g
Z
曲
目
ロ
C
Z
Z
門
戸
コ
〉
ロ
〉
円
円
『
巾
印
匂
巾
円
ゲ

一
口
問
吾
巾
ω
ロ
匂

5
5巾
印
口
弘
同
一
回
口
F
m
O
ロ
巾
円
わ
。
ロ
「
Z
J
ω
-
n
-
E
2
・
n
-
N
印
-

m・
h
p
.

(
M〉

ω可
3
a
n
M
Nも
ミ
w

ロ
O
仲
巾
H
N
-
白
昨
日
記
・

(
日
)
ジ
ヤ
ニ
ツ
シ
ュ
・
前
掲
論
文
(
註

2
)
五
頁
。

(日

)
ω
可
者
巾

F
M
S
5・ロ。
Z
ロ
・
巳

Na

(
げ

)
ω
Z
H
)
叫
巾
ヨ
閉
め
C
Z
円
円
。
問
。
田
口
白
色
白
〉
円
デ
河
ω
-
n
.
5
叶
0
・
門
噂
ω
巴
・
凹
・

日日・

(
叩
叩
)
句
町
内
向

h-F
ミ

3
3宮
道
建
ぬ
町
み
ミ

(ω
白
浜
・
)
・
[
室
∞

]
ω

(
U
-
m
N
h
H

∞. 

(ω)
合
衆
国
の
州
で
行
わ
れ
て
い
る
勧
告
的
意
見
の
制
度
に
お
い
て
質
問

さ
れ
得
る
事
項
は
、
同
制
度
を
認
め
る
憲
法
も
し
く
は
法
律
上
の
規
定
に

よ
り
異
な
る
。
「
重
要
な
憲
法
問
題
」
「
知
事
の
任
務
遂
行
に
関
す
る
憲
法

問
題
」
「
重
要
な
法
律
問
題
」
「
い
か
な
る
法
律
問
題
」
等
々
州
に
よ
り
規

定
は
様
々
で
あ
り
「
重
大
な
場
合
(
ロ
宮
口

gぽ
ヨ
ロ
。

ng回一
0
5ど
と
い

う
限
定
を
つ
け
る
州
も
あ
る
。
問
中
・
前
掲
論
文
(
註

3
)
一
五
八

l
一

六
一
頁
、
二
ハ
五
ー
一
六
六
頁
参
照
。
め
ミ
む
か
q

]

出
血
岡
町
B
E
D
-
2吋宮町

〉
仏
三
回
。
吋
可
O
H
比
三
。
口
一
口
ω
c
E
E
H
)
白
}
内
C
E
3
(
同
市
山
口
)
・
5
N叫
-
b
-
h
・

河町巴
-
N由

M
L巴
ω
C
吋
〉
℃
円
】
巾
ロ
門
出
同
切
・

実
際
に
質
問
さ
れ
た
事
項
は
、
財
産
権
や
個
人
の
自
由
に
直
接
関
係
す

る
問
題
で
は
な
く
、
州
政
府
間
の
関
係
、
統
治
機
構
、
税
制
や
財
政
‘
そ

の
他
公
共
政
策
に
関
す
る
事
項
が
主
で
あ
る
。

虫
色
仏
教
授
は
州
に
お
い
て
勧
告
的
意
見
が
求
め
ら
れ
た
事
項
を
以

下
の
一

O
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
て
い
る
。
川
税
制
と
財
政
問
統

治

機

構

間

職

業

の

規

制

凶

投

票

と

選

挙

間

福

祉

権

能

に

関
す
る
規
則

e
o
-
R巾
宮
司

2
3
m
z
-
R
Eロ
印

)

附

道

路

間

地

方
自
治
体
及
び
学
校
同
立
法
過
程
と
制
度
法
の
解
釈
附
社
会

保
障
と
報
酬
金
側
財
産
権
と
利
息
土
地
収
用
権
。

司一巾}円円~叫
RM
司、日・ロ。宮山
A
Y

白門MHO-MHH・

(
m
山
)
出
0
開

m
・的制魚、

s・ロ
o
芯
印
二
洋
弓
∞
・

(
幻
)
合
衆
国
の
州
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
に
関
し
註

6
参
照
。

(
幻
)
仇
町
内
同
町
、
ロ
宮
」
町
、
口
¥
H
F
向
。
s
h
3
N
己
、
ー
の
同
詰
問
、
叉
芯
(
リ
ロ
Nh苫
円
え
な

b
N
G
b
~
~
q
号
、
さ
叉
お
む
白
~
h
h
h
M
.
白
h
q
s
w
d唱

[
H
U
ω
∞
]
ω
-
n
H
門
戸
・

こ
の
照
会
事
件
に
お
い
て
は
、
ア
ル
パ

l
F
州
の
要
請
に
よ
り
質
問
事

項
が
追
加
さ
れ
た
。

(お〕

h

山
町
白
河
町
ミ
同
室
町
苫
h
b
¥
モ
ロ
ミ
喝
町
、
同
己
苫
師
、
W
N
S
~
凶両町
-

h

w

弘
巳
¥
匂
.

〉『
-
h
-
Aミ
‘
[
5
N
∞
]
ω
-
n
・
河
-
M
一ぷ・

本
件
照
会
は
元
老
院
へ
の
婦
人
参
加
を
主
張
す
る
五
人
の
婦
人
の
請

願
に
よ
り
な
さ
れ
た
。
長
内
・
前
掲
論
文
(
註

1
)
二
三
二
|
二
三
三

頁。

(

M

)

[

巴
印
{
)
]
N
U
-
F
-
H
N
-
H

(お
)

(

H

甲

J
S
Y
出向山口
.F.
閉山・

.(ω
門田)
.
h
F

一山一山.

(
お
)
ω
E
H
】
『
巾
ヨ
巾
わ
O
E
『
件
。
同
わ
田
口
問
仏
hy
』
ロ
ロ
巾
N
印
-
H
申
∞
叶
・

本
件
は
オ
ン
タ
リ
オ
州
最
高
裁
判
所
に
照
会
さ
れ
た
州
の
照
会
事
件
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

が
カ
ナ
ダ
最
高
裁
に
上
訴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)
]
の
門
担
ロ
?

2

』
z
a
n
u
-
河

21芯
者
一
口

(U田口白色州
Y
H
ν

円
onmw門吉

E
-

〉回目】巾円
3
3
0
8
5・h
H
N
C
W
H
E
W
泊
、
同

8
・5
印
・
巳
N
H
N

(
お
)
合
衆
国
の
州
で
行
わ
れ
て
い
る
勧
告
的
意
見
の
制
度
に
対
し
て
も
、
同

制
度
は
裁
判
官
が
両
当
事
者
の
弁
論
に
よ
り
助
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、

従
っ
て
、
論
点
が
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
結
論
が
出
さ
れ
る
危

険
性
を
有
し
て
い
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
か
か
る
欠
点
を
補
う
為
、
四
つ

の
州
で
は
利
害
関
係
者
に
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
た
り
、
裁
判
官
が

法
務
総
裁
に
意
見
書
の
提
出
を
求
め
た
り
、
他
の
弁
護
士
か
ら
提
出
さ
れ

た
意
見
書
を
裁
判
所
の
友
(
即
日

w
g
n
R
U巾
)
に
よ
る
も
の
と
し
て
受

領
し
た
り
、
又
、
法
務
総
裁
や
そ
の
他
の
弁
護
士
の
意
見
を
求
め
た
り
す

る
手
続
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
か
る
手
続
的
保
障
も
い
ま
だ
充

分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
状
態
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

田
中
・
前
掲
論
文
(
註
3
)
一
六
七
頁
参
照
。

明日巾
-
a
-
M
N
H
H
V
司
、
白
・
口
。
門
巾
少
国
昨
日
]
戸
品
N
H
日・

出
国
間
巾
H
H
M
S
F

む
も
さ
・

E
g
g
-
白昨日

g

(
叩
臼
)
∞
ロ
℃
5
5巾
わ
O
C
H
-片

O
向
。
担
ロ
白
円
凶
白
〉
2
・
H
N
・ω・。・

5
叶
少
円

ω
l
S咽
m-

H
C
ω
(
]
{
)
(
同
)

(
刊
刊

)

M

W

町
向
わ

-m-n回同也市山叶
-
n
-
H
印H
N
唱吋口一巾吋一円

(
訂
)
例
え
ば
、
非
常
事
態
に
お
け
る
連
邦
の
権
限
発
動
に
関
す
る
憲
法
判
断

に
お
い
て
は
、
非
常
事
態
と
い
う
事
実
の
認
定
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ

は
い
わ
ゆ
る
立
法
事
実
の
認
定
で
あ
る
。

(
認
)
』
・

U
白〈】由。ロ・
2

、H，V
巾
わ
O
ロ凹
E
Z色。口白
-XM1
田口弘

C
E
-
q
o同
〉
己
主
目

印
。
ミ

0
1
E
oロ
∞
ョ
(
忌
ω
叶
)
し
山
内
」
・
同
J
h
-
H
旧
日
少
白
昨
日

E
N討

(
お
)
本
稿
第
二
部
第
二
章
第
四
節
参
照
。

(

M

A

)

~

何事

S
Q
詩
人
玄
ミ
ミ
ミ
s
s
h町
内

(55・
窓
口
円

-m-

(ω
己)・
A

片山一山・

(
お
)
意
見
陳
述
書
は
伝
統
的
に
法
的
議
論
の
要
旨
を
裁
判
所
に
提
出
す
る

為
の
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
事
実
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
為
の
手
段
で
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
時
々
、
意
見
陳
述
書
に
経
験
的
事
実
が
含
ま
れ
る

こ
と
が
あ
っ
た
。

出
。
問
問
温
的
R
t
v
喝、P
口
。
丹
市
一
印
司
白
件
同
∞
M
l
H
∞
ω・

(
お
)
同
九
二
回
同
H

∞ω
・

め町向

hSNhwG円
台
、
司
図
。
問
問
¥
縄
問
》
叶
0
0
向
。
同
明
白
n
g
E
(
U
O
D
2
-
z
z
oロ田-

(い白田叩印
3

(

戸市V
叶由)二山由

q
-
M
J
h
-
H・
ω
∞品・

(
幻
)
特
に
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
に
つ
い
て
の
照
会
事
件

に
お
い
て
は
、
立
法
事
実
の
証
明
が
極
め
て
重
要
な
も
の
と
な
る
。
人
権

憲
章
第
一
条
の
証
明
に
関
す
る
本
稿
第
二
部
第
二
章
第
三
節
参
照
。

(

m

ぬ
)
の
・
閉
山
口
玄

p
z叶}凶巾

Z
由同ロ円
p
c
g
田
口
品
開
同
町
巾
n
H
O問
問
え
叩
叶
巾
ロ
円
巾

(υ
曲

目

巾

田

吉

P
ロ
回
全

S
F
E吾
E
o
s
-
E者
3
2
8
5ゆ
出
ミ
円
。
札
口

h-H]戸田町
Y

由同同叶{)・

(
ぬ
)
合
衆
国
の
州
で
行
わ
れ
て
い
る
勧
告
的
意
見
の
制
度
で
は
二
般
に
裁

判
所
は
、
立
法
府
に
よ
り
既
に
制
定
さ
れ
た
法
律
の
解
釈
等
に
関
す
る
意

見
を
述
べ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
傾
向
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
律
案
に
関
す

る
質
問
に
つ
い
て
勧
告
的
意
見
を
出
す
場
合
で
も
、
裁
判
所
は
立
法
府
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
を
制
定
す
る
権
限
を
有
す
る
か
否
か
に
関
し
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

八
一
年
の
間
で
は
約
一

O
%
の
憲
法
事
件
の
み
が
照
会
事
件
で
あ
っ
た
。

ジ
ャ
ニ
ッ
シ
ュ
教
授
は
二
九
八
二
年
に
制
定
さ
れ
た
人
権
憲
章
に
関

す
る
問
題
に
お
い
て
は
、
照
会
事
件
よ
り
通
常
の
訴
訟
の
方
が
よ
り
多
く

利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
し
て
い
る
。
ジ
ヤ
ニ
ツ
シ
ュ
・
同
右
論
文

一一一頁。

(
M
)
H
N
C
E
P
怠
喝
さ
・
ロ
c
g
ω
∞・白門戸叶印・

出
O
問
問
w

九
丸
、
同
片
戸
∞
。

ジ
ャ
ユ
ヅ
シ
ュ
・
前
掲
論
文
(
註
2
)
一
O
頁。

(
日
)
巴
巾
σ丘
町
少
出
。
己
席
。
同
(
リ
0
5
5。口出喝
(
U

白ロ白巳
P
】∞叶印‘〈
O
]
・
F
N
g・

句
史
河
口
σ
-
P
定
二
回
庁
同
叶
印
一
』
・

ω
B
X
F
z、H，F
巾
C
ユ
岡
吉
田

C
同
』
安
出
口
一
同
一

閉
山
虫
、
一
巾
耳
目
白
(
リ
白
ロ
白
色
白
ョ
(
同
国
∞

ω
)
L由。応対
H

・H-
ロ
¥
、
む
戸
句
町
役
-HH
印唱白円

]-N印

(
日
)
一
八
九
一
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
法
第
五
五
条
六
項
の
「
単
に
勧
告
的

な
も
の
し
と
い
う
文
言
は
、
一
九
五
六
年
の
改
正
ま
で
照
会
制
度
を
規
定

し
て
い
る
法
規
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。
同
年
の
改
正
で
か
か
る
文
言
が

削
除
さ
れ
た
が
、
同
改
正
も
勧
告
的
意
見
の
法
的
性
質
を
変
更
す
る
も
の

で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
河
口
σ一P
N
.丸、

2
H叶印・

(閉山)(同∞由九時
)
w
N
N
ω
-
n・何回一刊一『・

(
四
川
〉
』
口
出
・
・
丘
町
吋
∞
・

(
開
)
[
同
由
一
戸
N
]
ω
U
F・閉山・印()申(司
-
n
-
Y
忠一印一口・

(ω)
与
の
・
』
h
b
w
H
・
巴
・
ミ
b
s
き
窓
口
町
霊
的
同
町
三
位
町
、
ぱ

h
a
D
Q由同九

3
・

[
5
0
N
]

〉
・
ゎ
・
叶
ω
一
同
月
守
司
、
尽
き
宮
廷
ロ
芯

S
H
F町
同
qRhm
ロ¥
(
U
C
謹白

書
室
柄
拘
ミ
S
S
R
-
[
H
g印
]
〉
・
。

-
R

K
C
S
b
R
H
S
均
専
『
室
内
m
w
[
H
S
N
]

〉・
(
U

・
忠
-

み
-
c・。
S
F
N
U
-
K
A
・
c
-
N
w
-
n
-
w
[
5
8
]
ω
・ゎ
-m-ω
∞印
w

[】定-一同
]
ω
円

)
-
F
-
H
N
-
H
・

河口町一口・~叫
N
h

司、白
w

ロO
門巾

ω
∞
・
白
門
同
∞
0

・

ジ
ャ
ニ
ッ
シ
ュ
・
前
掲
論
文
(
註
2
)
一
O
頁。

ジ
ャ
ニ
ッ
シ
ュ
・
同
右
論
文
一

O
頁。

こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
と
し
て
、
河
口
σ戸
同
R
Y
F
ロ
o
g
ω
∞唱

由同日吋印
1
5
0
参
照
。

(
前
)
合
衆
国
に
お
い
て
も
一
般
に
、
勧
告
的
意
見
は
法
的
に
は
拘
束
力
を
有

す
る
先
例
と
し
て
の
価
値
を
有
さ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実

際
上
は
、
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
も
勧
告
的
意
見
は

非
常
に
重
要
な
価
値
(
円

2
7
5
-同
E
C
を
有
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い

る
。
勧
告
的
意
見
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
意
見
の
請
求
者
に
よ
り
受
諾
さ

れ
、
法
律
家
や
裁
判
所
そ
し
て
一
般
の
市
民
に
よ
り
先
例
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
意
見
書
(
官
庁
内
)
及
び
法
廷
意
見
の
中
に
引
用

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
実
際
、
コ
ロ
ラ
ド
州
及
び
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
ウ
タ
州

の
裁
判
所
は
、
勧
告
的
意
見
が
先
例
と
し
て
の
拘
束
力
を
有
す
る
旨
明
言

し
て
い
る
。

勧
告
的
意
見
が
実
際
上
先
例
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
理
由
と

し
て
、
川
以
前
に
出
さ
れ
た
勧
告
的
意
見
の
内
容
が
優
れ
て
い
る
こ
と
、

及
び
、
凶
政
府
が
以
前
に
出
さ
れ
た
勧
告
的
意
見
に
基
づ
き
政
策
を
行
っ

て
い
る
こ
と
、
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

M

別町

hzozz〉門同三印
O
「
可
。
匂
山
口
目
。
ロ
由
。
ロ
門
町
巾
わ
O
コ凹丘門口巴
O
口同]・

(
臼
)

(
M
M
)
 

(
臼
)

(
制
)

(
防
)
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研究ノート

広
回
、
。
同
ω
g
Z
Z
回
3
2
8
8
・
S
同
r
N
w
d
・
』
い
・
同
町
培
・
ロ
C
M
-

え

z
s

l
H
ω
E
-
ω
昨
巾
〈
g
m
-
認
可
♂
ロ
。
Z
A
Y
見
出
叶
・
一
回
同
開
巾
自
由
ロ
P

袋、、
P

E
R
S
-
白
丹
N
由
叶
一
虫
色
a
w
h

官、s
b
o
仲
巾
タ
巳
N
5
・
田
中
・
前
掲
論

文
(
註
3
)
二
ハ
八
一
六
九
頁
参
照
。

~
山
町
周
白
目
的
ロ
ω
g
円
巾
巾
同
門
巾
戸
ω
白
丘
町
吋
吋
『
戸
当
曲
目
門
司
〈
・
同
日
間
}
同
町
一
巾
5
・
ω
品

。
巾
】
・
N
吋
N
.
5
N
〉
.
8
0
8
0
)
一
回
り
巾
己
O
唱
団
叩
同
司
巾
-
n
E
B
B
-
ロ
岡
田
〈
・

何
回
目
件
目
白
ロ
L
g
冨
巾
目
同
品
吋
"
ロ
∞
〉
・
∞
H
C
(
Z
N
吋
)

(
m
w
)
ω
可
白
可
巾
H
J
M
H
a
b
w
d
v
ロ
。
同
町
H
N
w
由
同
N
叶
h
F

(
m
m
)
勧
告
的
意
見
を
出
す
こ
と
が
伝
統
的
な
司
法
機
能
に
当
ら
な
い
論
拠

と
し
て
、
図
。
問
問
教
授
は
以
下
の
二
つ
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
川
勧
告

的
意
見
は
真
の
争
訟
が
有
す
る
対
立
性
及
び
具
体
性
の
要
素
を
有
し
て

お
ら
ず
、

ω勧
告
的
意
見
を
出
す
こ
と
は
通
常
法
務
総
裁
等
の
行
政
府
の

機
関
が
行
っ
て
き
た
機
能
で
あ
る
。

国
O
岡
m
F
S
h
v
s
-
D
O
Z
印
咽
同
門
H
寸
∞
・

(
伺
)
[
右
足
]
ω
U
-
F
m
-
印
(
)
喧
(
句
・
ゎ
・
)
・

(
刊
叩
)
詳
細
は
、
本
稿
第
二
部
第
一
章
第
一
節
参
照
。

(
江
)
図
。
間
m
p
s
h
v
s
-
口
。
同
町
印
w
三
口
∞
・

(η)
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
勧
告
的
意
見
は
司
法
権
以
外
の
機
能
で

あ
り
、
司
法
権
の
行
使
を
そ
の
任
務
と
す
る
裁
判
所
が
か
か
る
非
司
法
的

機
能
を
行
使
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
権
力
分
立
の
原
則
に
基

づ
い
た
理
由
に
よ
り
、
勧
告
的
意
見
を
出
す
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。
州

に
お
け
る
勧
告
的
意
見
に
対
し
て
も
、
川
勧
告
的
意
見
は
司
法
権
の
行
使

で
は
な
く
、
そ
れ
故
、
裁
判
所
は
か
か
る
勧
告
的
意
見
を
出
す
権
限
を
有

し
な
い
、
凶
勧
告
的
意
見
は
立
法
府
の
憲
法
判
断
を
不
当
に
奪
う
も
の
で

あ
る
、
印
立
法
府
は
司
法
府
に
対
し
司
法
権
以
外
の
機
能
を
行
使
さ
せ
る

権
限
を
有
し
な
い
、
等
の
権
力
分
立
の
原
則
か
ら
導
出
さ
れ
る
反
論
が
あ

る
。
又
、
こ
れ
ら
の
反
論
と
関
連
し
、
勧
告
的
意
見
を
出
す
こ
と
に
よ
り

立
法
府
及
び
行
政
府
の
政
治
部
門
に
対
し
司
法
府
の
権
限
が
不
当
に
強

大
と
な
り
二
一
一
権
の
バ
ラ
ン
ス
が
失
わ
れ
る
と
す
る
反
論
も
出
さ
れ
て
い

る
。
註
3
参
照
。

ω
r
w
m
Z
O
毛
色
デ
河
口
Z
ロ
仏
国
・
J

ヘO
C
口
問
・
(
U
E
昌
え
た
R
R
c
s
h
N
~
h
白
N
b
(
ω
円
円
山

巾《凶H由∞由)・白昨日∞l印由一

m，
m，
吋
白
ロ
疋
ロ
ユ
巾
『
¥
縄
〉
F
Z
o
g
o
ロ
〉
門
同
三
回
。
ミ

O
H
弘
巳
。
ロ
印
ョ
(
H
S
5
・
ω
叶
司
s
d
-
h
同
刊
さ
・
5
0
N
-
巳
5
5
l
g
g
・

(ね
)
(
H
U
∞
N
)
い
日
印
ロ
-
F
-
H
N
-
Q
門
田
)
同

(
九
)
旬
、•. 

え

Hm・

(
お
〉
こ
の
明
示
的
判
断
の
以
前
に
も
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
り
照
会
さ
れ
た

質
問
に
対
す
る
回
答
を
拒
否
し
た
事
例
は
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。

(
苅
)
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
司
法
判
断
適
合
性
の
概
念
は
、
合
衆
国
連
邦
最
高
裁

が
確
立
し
た
同
概
念
よ
り
か
な
り
広
い
内
容
を
有
し
て
い
る
と
解
さ
れ

る
。
本
稿
第
二
部
第
三
章
第
六
節
参
照
。

(
刊
U
h
-
C
・

0
ミ
・
せ
-
h
-
c
・
。
r
N
W
N
・
唱
口
∞
浅
]
〉
ハ
U
・

2
∞
晴
氏
ω
さ
本
件

に
お
い
て
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
p
o
E
垣
氏
問
。
ロ
)
は
、
照
会
さ
れ
た

質
問
の
い
く
つ
か
は
「
将
来
訴
訟
で
争
わ
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
が

い
ま
だ
現
実
的
か
つ
現
在
の
争
訟
(
円
巾
巳
自
己
匂
5
8
E
B三
g
目

〈
巾
虫
色
を
生
じ
て
は
い
な
い
事
項
に
関
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は

「
司
法
的
C
E
H
n
E
ど
で
は
な
く
「
学
問
的
S
n
E
O
B
山
口
ど
な
性
質

北法39(3・156)652 



で
あ
る
為
、
裁
判
所
で
は
な
く
政
府
の
機
関
が
判
断
す
る
の
に
適
し
た
内

容
で
あ
る
と
説
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ら
の
質
問
に
対
す
る
回
答

は
「
司
法
判
決
。
ロ
色
n
E
a
R
R
g
E
R
Z
ロ
)
」
と
し
て
の
重
要
性
を
有

さ
な
い
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
強
調
し
て
い
る
。
し
か

し
、
結
局
本
件
に
お
い
て
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
は
か
か
る
性
質
の
質
問

に
対
し
短
い
回
答
を
出
し
て
い
る
。

(
刊
日
)
均
問
。
~
v
h
R
H
凡
ミ
N
F
円
て
C
Z
S
R
H
D
河
町
白
色
~
宮
町
N
q
w
N
H
D
h
s
m
a
九
円
旨
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円，

q
s
s
ミ
札
口
口
S
W
{
H
S
S
M
-
ω
・
ハ
リ
月
・
忍
ω
・
白
円
∞
g
本
件
に
お
い
て
、

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
「
争
点
が
ム

l
ト
に
な
っ
た
場
合
」
、
そ
れ
に
対
す

る
回
答
を
出
さ
な
い
裁
量
を
有
す
る
と
説
示
し
つ
つ
も
‘
結
局
、
ム

i
ト

に
な
っ
た
憲
法
問
題
に
回
答
を
出
し
て
い
る
。

(
刊
悶
)
h
h
門
岡
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ミ
ゼ
-
h
-
c
b
『
・
同
-
w
[
H
S
ω
]
H
ω
(
リ
閉
山
・
吋
E
-
え
さ
叶

叶
回
目
・本

件
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
質
問
事
実
が
漠
然
と
し
て

い
て
特
定
性
を
欠
く
為
回
答
を
出
さ
な
か
っ
た
四
つ
の
事
例
を
引
用
し
、

本
件
に
お
い
て
も
質
問
事
項
が
過
度
に
漠
然
と
し
て
い
る
旨
指
摘
し
て

い
る
。
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
も
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
結
局
、
回
答
を

出
し
て
い
る
。
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)
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-
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、
{
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]
ω
・
(υ
・閉山-M∞印・

(
刷
凹
)
河
口
σ
古
・
印
刷
も
s
・
ロ
o
Z
ω
∞
w
白
円
四
∞
叶

(
叫

ω
)
2
5
M『
R
-
M
R
も
送
、
ロ
o
g
H
N
泊三

N
2
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(
M
m
)

合
衆
国
の
州
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
の
運
用
に
関
し
て
も
、
裁
判
所
が

以
下
の
よ
う
な
様
々
な
制
限
を
自
ら
課
し
て
い
る
。

川
一
般
的
制
限

勧
告
的
意
見
を
認
め
る
憲
法
及
び
法
律
の
条
項
は
、
通
常
、
立
法
府

又
は
知
事
は
「
重
大
な
場
合
」
に
「
重
要
な
法
律
問
題
」
に
つ
い
て
勧

告
的
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
裁

判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
条
項
の
要
件
が
満
足
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ

い
て
の
判
断
権
限
は
裁
判
所
が
有
す
る
と
主
張
し
、
裁
判
所
が
適
切
と

判
断
し
な
い
場
合
は
意
見
を
出
す
こ
と
を
拒
否
す
る
傾
向
が
あ
る
。

凶
意
見
請
求
者
の
権
限

多
く
の
裁
判
所
は
、
寸
重
大
な
場
合
」
と
い
う
文
吾
一
一
一
?
を
質
問
事
項
が
質

問
者
の
権
限
内
の
事
項
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
い
う
よ
う
に

解
釈
し
、
質
問
者
に
当
該
質
問
事
項
を
取
り
扱
う
権
限
が
な
い
場
合
、

意
見
の
提
出
を
拒
否
し
て
い
る
。

印
私
人
の
権
利
と
の
関
係

勧
告
的
意
見
が
求
め
ら
れ
た
事
項
が
私
人
の
権
利
に
影
響
を
与
え

る
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
裁
判
所
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
拒
否
す
る

の
が
一
般
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
質
問
事
項
が
私
人
を
当
事
者
と
す
る

訴
訟
で
現
に
争
わ
れ
て
い
る
場
合
や
近
い
将
来
訴
訟
で
争
わ
れ
る
可
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研究ノート

能
性
が
高
い
場
合
、
裁
判
所
は
勧
告
的
意
見
を
出
す
こ
と
を
拒
否
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
私
人
の
権
利
に
関
す
る
事
項
を
弁
護
人
の
補
助
を
受

け
た
本
人
の
主
張
を
聴
か
ず
に
判
断
す
る
こ
と
は
デ
ュ

1

・
プ
ロ
セ
ス

違
反
に
な
る
、
と
の
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

凶
法
律
案
の
内
容

一
般
に
裁
判
所
は
、
立
法
府
に
よ
り
既
に
制
定
さ
れ
た
法
律
の
解
釈

等
を
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

法
律
案
に
関
す
る
質
問
に
つ
い
て
意
見
を
出
す
場
合
、
裁
判
所
は
立
法

府
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
案
を
立
法
化
す
る
権
限
を
有
す
る
か

否
か
に
関
し
て
の
み
判
断
を
行
い
、
当
該
法
律
案
の
内
容
の
賢
明
さ
や

適
切
さ
に
関
し
て
は
判
断
を
下
さ
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
又
、
裁

判
所
は
単
な
る
事
実
の
判
定
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
を
出
し
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
裁
判
官
に
よ
り
課
さ
れ
た
制
限
に
よ
り
、
勧
告
的
意
見
の
制

度
は
運
用
上
濫
用
さ
れ
る
危
険
性
か
ら
比
較
的
守
ら
れ
て
い
る
と
忠

わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ナ
ダ
の
場
合
、
裁
判
所
は
回
答
を
拒
否
す

る
裁
量
権
を
充
分
行
使
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
が

勧
告
的
意
見
を
出
す
問
題
領
域
は
合
衆
国
の
州
に
お
け
る
裁
判
官
が

勧
告
的
意
見
を
出
す
領
域
よ
り
広
範
に
な
っ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
及
び
合

衆
国
に
お
け
る
両
制
度
と
も
、
私
人
の
権
利
に
直
接
影
響
を
与
え
る
よ

う
な
性
質
の
問
題
に
対
す
る
回
答
を
拒
否
し
て
き
た
事
実
は
興
味
深

い
こ
と
で
あ
る
。

合
衆
国
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
の
制
度
は
、
実
際
上
、
通
常
の
訴
訟

に
お
け
る
司
法
審
査
制
度
の
補
助
的
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
実
際
上
、
照
会
制
度
が
か
な
り

の
程
度
で
活
用
さ
れ
、
そ
れ
は
、
違
憲
審
査
制
度
の
一
つ
の
主
要
な
制

度
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
カ
ナ
ダ
と
合
衆
国
に
お
け
る
裁

判
所
の
役
割
に
関
す
る
理
解
の
差
に
よ
り
生
じ
た
現
象
で
あ
る
と
解

さ
れ
る
。

印
刷
同
町
宮
巾
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g
p
S
H
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片
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i
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∞
N
ω
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文
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註
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六
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|
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頁
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5
片
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口
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・
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0
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5
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hrn・
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(

m

刊
)
マ
ニ
ト
パ
州
及
び
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
は
、
州
の
最
高
裁
判
所
の
み
な
ら

ず
上
級
事
実
審
理
裁
判
所
(
回
口
宮
ユ
ミ
丘
包

g
z
g
又
は
そ
の
裁
判
官

に
対
し
照
会
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
。
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s
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H
E
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円
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出
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白
内
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Z
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N
印
・

5
∞
叶
)
に
お
い

て
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
最
高
裁
判
所
は
、
当
該
照
会
事
件
の
利
害
関
係
者
が

非
常
に
多
く
な
る
こ
と
を
予
想
し
、
当
該
照
会
の
聴
聞
に
関
し
新
聞
広
告

を
用
い
て
通
告
を
な
し
た
。
そ
の
結
果
、
四

O
以
上
の
利
害
関
係
者
及
び

団
体
が
裁
判
所
で
意
見
陳
述
を
行
っ
た
。

(
回
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口
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向
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目
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事
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出
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忠
明
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も
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・
ロ
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同
門
戸
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(
貯
)
本
稿
第
一
部
第
二
章
第
一
節
『
北
大
法
学
論
集
』
第
三
九
巻
二
号
二
二

九
頁
以
下
参
照
。

な
お
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
制
度
の
説
明
と
し
て
、
塚
本
重
頼
「
カ
ナ
ダ
の

裁
判
制
度
」
『
英
米
法
学
』
二
一
号
(
一
九
八

O
年
)
と
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て

い
る
論
文
参
照
。

(
m
m
)

合
衆
国
の
州
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
の
制
度
は
各
州
で
独
自
の
も
の

で
あ
り
、
州
の
裁
判
所
で
出
さ
れ
た
勧
告
的
意
見
が
連
邦
最
高
裁
判
所
に

対
し
上
訴
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
カ
ナ
ダ
と
合
衆
国
に
お
け

る
憲
法
上
の
権
力
分
立
原
則
の
理
解
の
差
異
の
み
な
ら
ず
裁
判
所
制
度

の
差
異
と
も
深
く
関
連
し
て
い
る
。
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本
件
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
人
権
憲
章
第
七
条
の
「
基

本
的
正
義
」
と
い
う
文
言
を
「
実
体
的
権
利
」
を
も
保
障
し
た
も
の
で
あ

る
と
解
釈
し
た
。
人
権
憲
章
制
定
者
の
意
思
は
明
ら
か
に
同
条
が
「
手
続

的
権
利
」
の
み
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
判
決
の
後
カ
ナ

ダ
に
お
い
て
は
大
き
な
議
論
が
生
じ
た
。

勾
R
E
s
b
円
H
E
K
山
道
g
h
同
町
骨
肉
肘
氏
宮
内
由
民
己
苫
与
三

由一N
a

(
川
)

(
山
)

(
即
)

(

山

川

)

印刷恥』司、白wロ。一定山

ジ
ヤ
ニ
ツ
シ
ュ
・
前
掲
論
文
(
註
2
)
一
一
一
頁
。

向
右
論
文
一
四
頁
。

同
右
論
文
一
四
頁
。

一
九
八
二
年
憲
法
制
定
の
際
に
な
さ
れ
た
数
々
の
照
会
事
件
を
参
照
。

問
問
・
河
町
勾
g
b
e
H
&
呂
町
ロ
与
さ
ミ
ミ
忌
向
。
E
3
M
之
宮
町
九
D
F
[忌
∞
同
]

H
ω
・
。

-m・吋日ω.HN日
U
戸

.m・
(
ω
e
r
勾
向
。
~
v
h
h
n
H
&
s
e
C
N
h
h
守
町
内

芯
均
訟
と
ミ
な
詰
芯
K
H
遺
言
、
忌
向
。
む
苫
M
S
R
H
N
b
w
p
[
巴
∞
M
]
N
ω
-
n
-

HN.
ヨロ・

(

山

山

)

日

戸

ω
宮
町
凶
円
匂
巾
¥
・
ζ
o
o
g
巾
凹
m
-
〉
σ印可白円円

ρ
ロ
巾
印
同
一
c
ロ
間
同
口
弘
〉
X
m
門
口
同
・

巴
〈
巾
の

2
5
a回一

F

n

E
担

当
z
p
q
g
p
n
-
色
町
3
E
E
R
宮

(
巾
仏
)
唱
n
p
S
4
2
、

h
止
命
白
H
N
2
0
(
同
窓
口
)
・
ω
N
吋
咽
国
片
ω
ω
酌
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(
胤
)

同九・ジ
ャ
ニ
ッ
シ
ュ
・
前
掲
論
文
(
註

2
)
一
五
頁
。

同
右
論
文
七
八
頁
。

ω円
円
.
印
可
巾
タ
九
州
宮
司
、
白
・
ロ
。
門
角
川
]
{
一
戸
白
円

N
叶
由

N
∞

ω・

ω円円
1

即
日
、
巾
〆
札
山
氏
唱
同
同
凶
叶
由
・

本
稿
第
二
部
第
三
章
第
五
節
参
照
。

ω円
『
白
山
、
巾
円
唱
旬
宮
司
、
白
・
ロ
。
門
巾

]
{
M
Y

白
同

N
吋山由

、
ぇ
・
・
国
同

N
叶
申
!
N
∞
0
・

目
。
四
四
-

h
足
、
可

P
口
。
丹
内
山
印
唱
曲
門
同
∞
】
目

白
。
問
問
・
民
h
叫
・

ω門
門
田
山
、
町
〆
刷
、

-w
印
同

N
∞
O

N
∞
H
・

河

口

σ同
ロ
-
h
N
h』
司
、
白
・
ロ

O
H巾

ω∞
-
白
件
同
叶
0
・

(川
)

[

H
申
叶
由

]

N

仰

の

河

田

ω
一-
ω
-
A山
∞
ロ
・
円
、
目
閉
山

-
G
8・
品
目
M
-

(
川
)
こ
の
こ
と
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
対
策
法
の
制

定
後
、
わ
ず
か
七
ヶ
月
後
に
当
該
法
律
の
合
憲
性
に
関
す
る
最
終
的
司
法

判
断
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

(
山
)
通
常
の
訴
訟
で
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
得
る
ま
で
に
は
最

低
二
、
三
年
は
か
か
る
と
思
わ
れ
る
。
ジ
ヤ
ニ
ツ
シ
ュ
・
前
掲
論
文
(
註

2
)
八
頁
。

(
山
)
照
会
制
度
は
、
迅
速
な
問
題
解
決
を
行
う
の
み
な
ら
ず
、
可
能
な
限
り

多
く
の
利
害
関
係
者
の
意
見
を
考
慮
に
入
れ
た
極
め
て
質
の
高
い
内
容

の
判
断
を
下
す
こ
と
が
可
能
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

(川

)
ω
門
司
白
百
戸

g
y
d・
2
0
Z
H
N
白
昨
日
∞
旧
日
∞

ω・

(
即
)

〆ー、〆【、〆戸、、/鼻、

l!l 110 109 108 
、ーノ 、ノ 、J ¥ノ

(
山
)

(
川
)
合
衆
国
の
州
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
勧
告
的
意
見
の
制
度
の
利
点

と
し
て
以
下
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
川
勧
告
的
意
見
は
法

律
案
も
し
く
は
将
来
行
わ
れ
る
行
政
府
の
行
為
の
合
憲
性
を
事
前
に
判

断
し
、
違
憲
の
立
法
及
び
行
政
行
為
を
回
避
し
、
違
憲
の
法
律
又
は
行
政

行
為
に
よ
り
生
じ
る
人
権
侵
害
等
の
害
を
防
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ω

裁
判
所
は
通
常
の
裁
判
に
お
け
る
よ
り
勧
告
的
意
見
に
お
け
る
方
が
よ

り
多
く
の
違
憲
判
断
を
下
す
傾
向
が
あ
り
、
通
常
の
訴
訟
に
お
け
る
司
法

審
査
よ
り
も
勧
告
的
意
見
の
方
が
立
法
府
を
よ
り
制
限
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
違
憲
の
立
法
を
防
ぐ
上
で
勧
告
的
意
見
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
同
勧
告
的
意
見
は
重
大
な
憲
法
問
題
を
迅
速
に
解
決
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
質
問
が
付
さ
れ
て
回
答
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
平
均
時

間
は
二
九
・
八
日
間
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
問
題
が
提
起
さ
れ
た
通
常

の
訴
訟
の
第
一
審
判
決
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
平
均
時
間
よ
り
も
短
い
も

の
で
あ
る
。

句
町
内
出
血
肉
巾
自
由
ロ

P
印
刷
町
、

swロ
O
門
巾

S
L巴
N
U
N
・

2
0
R
L駒内
H
V
S
L
d
o
g

出
品
・
白
件
同
ω
c
h
F
H
ω
c
p
m，
一
巾
]
門
「
師
同
長
』
司
、
由
晴
ロ
o
-
5
A
Y
同
庁

N
C
A山

N
C吋
-
N
H
H
N
H
ω

カ
ナ
ダ
の
照
会
制
度
の
方
が
合
衆
国
の
州
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
よ

り
回
答
を
出
す
の
に
よ
り
長
い
時
聞
を
要
す
る
の
は
、
カ
ナ
ダ
の
照
会
制

度
に
お
い
て
は
利
害
関
係
者
の
意
見
陳
述
を
充
分
に
行
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(川

)
ω
丹
『
白
》
ぷ

w
F
同

Nhvwdu
口
。
門
巾

H
M
-
白
昨
日
∞

ω
凶

宏

(

凹

)

句

、

w

白
押

N
∞
ω

N
∞
∞
・

(
凶
)
ジ
ャ
ニ
ッ
シ
ュ
・
前
掲
論
文
(
註

2
)
八
頁
。
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

(
山
)
∞
守
山
可
角
川
H
J
h
N
も
ミ
・
口
。
丹
市

H
M
W

主
M
∞∞
l
N
∞
由
一
∞
口
市
-
f

〈
田
口
問
}
g
Hプ

的目も、
P
D
C
円巾

P
E
門
司
円
四
同
包
円
巾
一
同
v
h
白〈田口
E
N
N
o
-
-
4
己門出円一色

m
g弘
司
君

釦
ロ
門
同
門
町
巾
回
一
]
]
O
同
河
日
間
宮
田
一
己
「
目
、
σ。
ロ
巾
印
一
回
口
己
一
門
凹
〉
『
門
巾
「
ヨ
白
門
}
戸
ヨ

(
】
叩
ご
)
一

o
h
h
q白
色
町
民
自

~
~
h
h
、印

Hr
巳
印
N
由

lEω
・

(
凶
)
例
え
ば
、

h

s

s

ミh
-

h

-

C

・
(
U
S
H
-
-
[
H
申ω
C

]

H

0

・
F
-
H
N
・
8

(
間
約
・
〉
・
に
お
い
て
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
第
二
四
条
の
「
人

e
q
8
5ど

と
い
う
文
言
に
女
性
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
が
照
会
さ
れ
た
。
又
、

勾
急
、
室
内
向
、
町

F
E遣
戸

[
H
U
E
M
U
-
F
-
M
N
E
E
-

に
お
い
て
は
、

同
九
一
条
二
四
項
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

(-EEロ
)
」
と
い
う
文
言
に
「
エ

ス
キ
モ
ー
(
何
回

E
B
o
m
)し
が
含
ま
れ
る
か
否
か
が
照
合
さ
れ
た
。

(
山
〕
一
般
に
、
合
衆
国
に
お
い
て
勧
告
的
意
見
に
反
対
す
る
多
く
の
論
者

は
、
具
体
的
事
実
関
係
に
お
け
る
具
体
的
当
事
者
を
欠
く
場
合
、
裁
判
官

は
抽
象
的
思
考
の
み
に
よ
り
結
論
を
導
出
す
べ
き
で
は
な
い
旨
主
張
す

る
。
具
体
的
事
件
の
裁
判
に
お
い
て
は
そ
の
主
張
は
正
当
で
あ
る
。
し
か

し
、
立
法
府
の
立
法
権
限
の
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
、
即
ち
、
法
の
一
般

的
基
準
又
は
一
般
的
法
準
則
を
定
式
化
す
る
こ
と
と
、
定
式
化
さ
れ
た
一

般
的
基
準
や
準
則
を
具
体
的
事
実
関
係
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

異
な
っ
た
判
断
要
素
を
必
要
と
す
る
作
業
で
あ
り
、
両
者
を
同
一
に
取
り

扱
う
べ
き
論
理
必
然
性
は
な
い
。
違
憲
判
断
の
方
法
に
関
す
る
合
衆
国
連

邦
最
高
裁
判
所
の
具
体
的
判
例
は
、
あ
る
法
律
を
文
面
上
無
効
(
ぐ
O
E

C
口一

g
u
n
m
)
と
す
る
も
の
と
、
適
用
違
憲

(
5
5
白
回
目
℃
℃
ロ
邑
)
と

す
る
も
の
に
分
か
れ
る
。
前
者
は
、
あ
る
法
律
が
具
体
的
事
実
関
係
に
適

用
さ
れ
る
以
前
に
憲
法
上
の
規
定
と
当
該
法
律
の
関
係
を
一
般
的
、
抽
象

的
に
検
討
し
、
憲
法
上
の
一
般
的
法
基
準
を
定
式
化
す
る
こ
と
に
よ
り
導

出
さ
れ
る
結
論
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
、
既
に
定

式
化
さ
れ
た
法
基
準
を
具
体
的
事
実
に
適
用
す
る
場
面
で
の
判
断
で
あ

る
と
解
さ
れ
る
。
前
者
の
問
題
は
、
具
体
的
事
実
関
係
が
問
題
と
な
る
以

前
の
段
階
の
判
断
を
要
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
こ
の
段
階
に
お
い
て

は
具
体
的
事
実
関
係
は
重
要
な
判
断
要
素
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
(
こ

の
段
階
に
お
い
て
重
要
で
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
司
法
事

実
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
立
法
事
実
は
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
重
要
な
判
断

要
素
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
)
こ
の
議
論
を
前
提
に
す
れ
ば
、
照
会
制
度
に

お
い
て
勧
告
的
意
見
を
要
請
さ
れ
て
い
る
質
問
事
項
が
法
の
一
般
的
基

準
も
し
く
は
一
般
的
法
準
則
の
定
式
化
の
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ

ば
、
い
わ
ゆ
る
司
法
事
実
に
該
当
す
る
具
体
的
事
実
関
係
は
そ
れ
程
重
要

な
も
の
で
は
な
く
な
る
。

句町同町一巾}門戸川町ヌ両官、白
-
D
O
丹
巾
少
白
円

N
H
∞1
N
-
P

(悶

)
ω
片円印可巾同
J
臼
Nh」
v
w
d
u

口。丹市

H
N
w

白門

N
申{)・

(
凶
)
』
ミ
.

(
問
)
』
ミ

(
問
)
ジ
ヤ
ニ
ッ
シ
ュ
・
前
掲
論
文
(
註

2
)
九
頁
。

(
悶
)
本
稿
第
二
部
第
三
章
第
六
節
参
照
。

〈
川
)
合
衆
国
の
州
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
の
制
度
の
欠
点
と
し
て
、
川
同
制

度
は
裁
判
官
を
不
当
む
政
治
的
紛
争
に
巻
き
込
む
危
険
性
を
有
し
て
い

る、

ω利
害
関
係
者
が
自
己
の
主
張
を
述
べ
る
機
会
を
有
さ
な
い
為
、
そ

れ
ら
の
人
の
権
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
同
裁
判
官
は
、

北法39(3・161)657 



研究ノート

弁
護
土
等
か
ら
の
意
見
や
弁
論
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
為
、
論
点

を
充
分
に
展
開
す
る
こ
と
な
く
、
充
分
な
情
報
に
基
づ
い
た
判
断
を
下
す

こ
と
が
で
き
な
い
、
凶
質
問
自
体
が
抽
象
的
で
あ
り
的
確
な
判
断
を
下
す

こ
と
が
で
き
な
い
、
同
裁
判
官
の
判
断
は
具
体
的
諸
事
実
に
基
づ
か
ず
抽

象
的
思
考
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
、
等
々
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

め
町
内
出
血
肉
巾
ヨ
出
口

p
h与
さ

・

ロ

O
同巾

5
・
白
門

N
申
印

N

S

-

z

o

F

M
廷
を
、
白
噂

ロ
O
門
司
自
由
唱
曲
門

H
ω
C印
I
I
H
ω
H
ω
一

m，
』
巾
~
門
戸
川
町
民
、
可
N
F
口
。
門
司
品
w

白
円

N
H
4
l
N
H
P

(
印

)
ω
門
司
白
山
、
巾
♂
的
N
h
h
弓

戸

口

。
g

H

N

L
凶円

N
由一山・

(
印
)
』
ミ
.

(
出
)
合
衆
国
の
州
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
の
制
度
は
、
立
法
府
及
び
行
政
府

の
行
為
の
合
憲
性
を
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
実
際
に
行
わ
れ
る
以
前
に
迅
速

に
判
断
す
る
上
で
効
果
的
に
運
用
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
同
制
度
は
立
法

及
び
行
政
過
程
に
お
い
て
有
用
な
制
度
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
同
制
度
の
有
効
性
は
、
裁
判
官
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
適
切
な
運
用
上

の
制
限
に
よ
り
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
勧
告
的

意
見
の
性
質
と
そ
の
有
効
性
の
限
界
を
把
握
し
た
上
で
の
慎
重
な
運
用

が
絶
対
不
可
欠
で
あ
る
。
勧
告
的
意
見
の
制
度
は
、
実
際
上
、
か
な
り
有
効

に
運
用
さ
れ
も
合
理
的
な
利
点
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
勧
告
的

意
見
の
利
点
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
勧
告
的
意
見
は
、
通
常
の

訴
訟
に
お
け
る
司
法
審
査
制
度
の
代
用
制
度
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、

司
法
審
査
制
度
の
補
充
的
制
度
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。

め
町
内
・
司
戸
巾
-
門
戸

H
W
号
、
『
b
-
ロ
。

r
w
p
白
同

N
N
H
1
M
N
N
・

出
血
肉
司
自
由
ロ

P
旬ヌ

tus-ロ
。
丹
市

5w
国
同

ω申
印
-

z

c

F

印刷も

S-
ロ
。
門
巾
怠
唱
え

H
U
H
ω
・
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第
四
節

本
章
の
ま
と
め

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
、
司
法
権
の
独
立
の
伝
統
は
強
く
守
ら
れ
て

き
て
い
る
。
し
か
し
、
憲
法
上
一
般
的
な
権
力
分
立
の
原
則
は
存
し
な
い
。

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
以
外
の
機
関
が
司
法
的
機
能
を
行
使
す
る

こ
と
も
、
又
逆
に
、
裁
判
所
が
非
司
法
的
機
能
を
行
使
す
る
こ
と
も
憲
法

上
禁
止
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
憲
法
上
一
般
的
な
権
力
分
立
の
原
則
が
存
し
な
い
こ
と
及
び
議

会
は
い
か
な
る
立
法
を
も
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
に
お
け

る
議
会
主
権
の
伝
統
が
強
い
為
に
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
一
般
的
な
権
力
分
立
原
則
の
不
存
在
は
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審

査
制
度
の
特
徴
を
形
成
す
る
上
で
極
め
て
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

2

通
常
の
争
訟
事
件
に
お
い
て
違
憲
審
査
権
が
行
使
さ
れ
る
場
合
、

関
係
す
る
州
及
び
連
邦
の
法
務
総
裁
が
訴
訟
参
加
し
、
公
共
的
利
益
を
充

分
に
代
表
す
る
手
続
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
私
人
の

利
害
関
心
の
み
に
基
づ
い
て
違
憲
審
査
が
行
わ
れ
る
危
険
性
が
回
避
さ
れ
、

1 



カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〉

違
憲
審
査
が
よ
り
客
観
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
公
共
的
利
益
及
び
私
人

の
利
益
の
両
者
を
充
分
に
考
慮
に
入
れ
た
憲
法
判
断
を
す
る
必
要
性
を
満

足
す
る
為
に
発
展
し
た
制
度
で
あ
る
。

3

カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
は
、
立
法
の
抽
象
的
違
憲
審
査
を
行
い
、
そ
の

結
果
を
宣
言
的
判
決
の
形
で
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
法
務
総
裁
対
法

務
総
裁
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
具
体
的
事
件
を
離
れ
て
、
単
に
あ
る
特
定

の
立
法
の
合
憲
性
に
関
す
る
宣
言
的
判
決
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

4

照
会
制
度
は
、
政
府
が
出
す
憲
法
上
の
問
題
等
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
裁
判
所
が
勧
告
的
意
見
を
出
す
制
度
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
に
お
い
て

は
、
こ
の
制
度
が
憲
法
問
題
の
早
期
解
決
の
為
に
極
め
て
多
く
活
用
さ
れ
、

憲
法
上
の
重
要
な
法
理
の
多
く
が
こ
の
制
度
を
通
し
て
確
立
さ
れ
て
き
た
。

照
会
制
度
は
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
度
の
中
で
も
特
に
重
要
な
機

能
を
果
た
し
て
き
た
。

以
上
の
よ
う
な
特
殊
な
制
度
を
有
す
る
カ
ナ
ダ
の
違
憲
審
査
制
度

は
、
憲
法
問
題
を
法
律
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
解
決
は
裁
判
所
が
行

う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
理
解
に
よ
り
支
え
ら
れ
、
発
展
し
て
き
た
。

6

カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
、
特
に
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
よ
り
行
使
さ
れ

て
い
る
違
憲
審
査
権
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
が
行
使
し

て
い
る
司
法
審
査
権
と
し
て
の
違
憲
審
査
権
の
要
素
と
と
も
に
、
伝
統
的

司
法
権
概
念
か
ら
離
れ
た
憲
法
裁
判
権
の
要
素
を
も
有
し
て
い
る
特
殊
な

5 

権
限
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
か
か
る
性
質
の
違
憲
審
査

権
を
有
す
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
憲
法
の
最
終
的
有
権
的
解
釈
者
と

し
て
、
時
に
は
具
体
的
事
件
の
中
で
そ
し
て
時
に
は
抽
象
的
に
法
律
の
合

憲
性
を
審
査
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
憲
法
裁
判
所
と

し
て
の
性
質
を
有
し
、
客
観
的
憲
法
保
障
機
能
を
行
使
し
て
い
る
特
殊
な

機
関
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
か
か
る
特
徴
を
有
す
る
カ
ナ
ダ
の
違
憲
審
査
制
度
は
、
主
に
、

連
邦
・
州
間
の
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
分
野
で
発
展
し
て

き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
で
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
度
の
手
続
的
、
制
度
的
特
徴

に
関
す
る
検
討
を
終
え
る
。
次
章
で
は
、
か
か
る
違
憲
審
査
制
度
が
実
際

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
よ
り
い
か
に
運
用
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
違
憲

審
査
の
方
法
に
つ
き
検
討
を
深
め
て
い
く
?

第
二
章

違
憲
審
査
の
方
法
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第
一
節

憲
法
解
釈
の
一
般
的
特
徴

第

一

項

冊

概

要

一
般
に
、
一
八
六
七
年
憲
法
は
、
国
家
の
基
本
法
と
い
う
性
格
を
与
え
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ら
れ
ず
、
他
の
制
定
法
と
同
様
な
解
釈
方
法
に
よ
っ
て
裁
判
所
に
よ
り
解

釈
さ
れ
て
き
た
。
か
か
る
解
釈
方
法
は
、
主
に
、
法
実
証
主
義
的
に
文
言
の

意
味
を
決
定
す
る
と
い
う
手
法
に
よ
り
行
わ
れ
、
社
会
的
変
化
と
い
う
外

的
要
因
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
に
入
れ
な
い
憲
法
解
釈
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ

の
為
、
社
会
変
化
に
適
合
的
な
柔
軟
な
憲
法
解
釈
の
手
法
は
カ
ナ
ダ
に
お

い
て
は
発
展
し
な
か
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
、
特
に
、
一
九
四
九
年
ま
で
カ

ナ
ダ
の
最
上
級
裁
判
所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
枢
密
院
司
法
委
員
会
に
よ

り
確
立
さ
れ
た
。
こ
の
憲
法
解
釈
の
手
法
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
よ
っ

て
も
採
用
さ
れ
、
カ
ナ
ダ
憲
法
の
諸
原
理
は
主
に
法
実
証
主
義
的
文
理
解
釈

に
よ
り
確
立
さ
れ
て
き
た
。

以
下
で
は
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
と
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
よ
り
採
用

さ
れ
て
き
た
憲
法
解
釈
方
法
論
の
一
般
的
特
徴
を
概
観
す
る
。

第
二
項
枢
密
院
司
法
委
員
会
の
憲
法
解
釈
方
法
論

枢
密
院
司
法
委
員
会
は
、
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
配
分
規
定
の
解
釈

に
お
い
て
、
川
一
八
六
七
年
憲
法
は
他
の
制
定
法
と
「
同
様
の
方
法
に
よ

り
解
釈
さ
れ
解
明
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

ω
「
文
言
が
明
白

(巾
H
U
]
E
C
な
場
合
は
文
言
が
決
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
:
:
:
文
言
が
不

明
僚
(
由
自
立
mロ
05)
な
場
合
は
憲
法
の
文
脈
と
構
造

Q
n
z
g
m
)
に
よ
り
」

解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
基
本
的
立
場
を
有
し
て
い
た
。

即
ち
、
一
八
六
七
年
憲
法
は
そ
の
文
号
一
口
通
り
に
解
釈
さ
れ
、
そ
の
意
図
と

意
味
は
文
言
以
外
の
外
的
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
憲
法
の
文
言
の
み

を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
発
見
さ
れ
て
き
た
。

い
く
つ
か
の
判
例
は
、
当
該
憲
法
を
国
家
の
基
本
法
(
憲
法
)
と
し
て
、

文
言
以
外
の
事
実
や
社
会
的
発
展
を
考
慮
に
入
れ
よ
り
発
展
的
に
解
釈
す

べ
き
で
あ
る
旨
主
張
し
、
そ
の
必
要
性
が
二

O
世
紀
前
半
に
承
認
さ
れ
つ

つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
新
し
い
傾
向
は
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
配

分
規
定
で
あ
る
第
九
一
及
び
九
二
条
以
外
の
分
野
に
関
す
る
若
干
の
判
例

に
よ
っ
て
の
み
採
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
伝
統
的
解
釈
方
法
を
変
更
す

る
程
の
影
響
力
を
有
し
な
か
っ
た
。

前
述
の
文
理
解
釈
の
手
法
に
よ
り
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
は
当
該
憲
法

の
意
図
を
そ
の
文
一
言
だ
け
か
ら
解
明
し
そ
れ
を
適
用
す
る
と
い
う
役
割
の

み
を
果
た
し
て
き
た
。
』
巾
口
口
一
口
m
判
的
教
授
は
、
「
枢
密
院
司
法
委
員
会
は
、

[
一
八
六
七
年
]
憲
法
に
存
す
る
『
議
会
の
意
図
』
を
解
釈
す
る
の
が
そ
の

機
能
で
あ
り
、
憲
法
を
変
化
す
る
社
会
生
活
の
状
態
に
適
合
さ
せ
る
こ
と

は
そ
の
機
能
で
は
な
い
、
と
い
う
原
則
か
ら
大
き
く
逸
れ
た
こ
と
は
決
し

て
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
V

る。

か
か
る
憲
法
解
釈
の
手
法
は
、
統
一
的
な
結
論
を
導
出
し
な
か
っ
た
。

あ
る
文
言
に
は
一
般
的
意
味
が
与
え
ら
れ
、
又
、
あ
る
文
言
に
は
一
八
六

七
年
当
時
の
意
味
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
為
、
判
決
の
結
果
に
関
す
る
予

北法39(3・164)660 



測
の
不
確
実
性
が
問
題
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
先
例
拘
束
性
の
原
則
が
司

法
に
よ
る
革
新
心
邑

E
丘
一
ロ
ロ
。
〈
白
色
。
ロ
)
を
妨
げ
る
機
能
を
果
た
し
て
き

た
。
法
的
に
は
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
は
先
例
拘
束
性
の
原
則
に
は
拘
束

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
実
際
上
は
、
同
司
法
委
員
会
も
先
例
を
変
更

す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
手
法
に
よ
り
枢
密
院
司
法
委
員
会
が
一
八
六
七
年
憲
法

を
解
釈
し
た
為
、
、
社
会
の
発
展
と
必
要
に
適
合
的
な
立
法
権
限
に
関
す
る

憲
法
原
理
は
判
例
に
よ
り
確
立
、
発
展
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
ら

に
、
い
か
な
る
立
法
権
限
が
連
邦
及
び
州
に
属
す
る
か
に
つ
い
て
の
予
測

可
能
性
が
か
な
り
の
程
度
害
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

第
三
項
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
憲
法
解
釈
方
法
論

枢
密
院
司
法
委
員
会
が
一
九
四
九
年
ま
で
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
上
訴
裁
判

所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
為
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
も
法
実
証
主
義
的
で
文
理
的

な
憲
法
解
釈
を
行
っ
て
き
た
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
裁
判
官
は
、
原
則
と
し

て
、
法
を
変
更
す
る
の
は
立
法
府
の
機
能
で
あ
り
裁
判
官
の
機
能
で
は
な

い
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
、
厳
格
な
解
釈
(
印
豆
2
2
5可
C2-oロ
)
の
手

法
を
採
用
し
て
き
た
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
確
立
さ
れ
た
法
や
先
例
を
厳

格
に
そ
し
て
時
に
は
機
械
的
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
既
存
の
法
を
保
持

す
る
傾
向
を
有
し
、
法
を
変
更
す
る
こ
と
に
対
し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
判
決
が
有
す
る
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治

的
影
響
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
を
払
わ
ず
、
又
、
他
の
裁
判
所
の
裁

判
官
の
指
針
と
な
る
法
原
理
を
確
立
す
る
努
力
も
ほ
と
ん
ど
し
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
主
に
枢
密
院
司
法
委
員
会
の
先

例
を
厳
格
か
つ
機
械
的
に
適
用
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
自

ら
憲
法
を
解
釈
す
る
場
合
は
、
法
実
証
主
義
的
文
理
解
釈
の
手
法
を
用
い
、

事
実
や
他
の
政
策
的
社
会
的
要
素
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
す
る
こ
と
な
く
憲
法

を
解
釈
し
て
き
た
。

か
か
る
一
般
的
特
徴
を
有
す
る
憲
法
解
釈
の
方
法
に
よ
り
、
一
八
六
七

年
憲
法
、
特
に
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
配
分
規
定
が
解
釈
、
適
用
さ
れ

て
き
た
。
そ
し
て
、
か
か
る
憲
法
解
釈
の
下
で
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る

様
々
な
法
理
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、

一
九
八
二
年
に
制
定
さ
れ
た
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ

ダ
憲
章
の
解
釈
方
法
は
、
伝
統
的
憲
法
解
釈
方
法
と
は
異
な
る
性
質
を
有

す
る
も
の
と
し
て
確
立
、
発
展
し
つ
つ
あ
る
。

以
下
で
は
、
連
邦
制
度
に
お
け
る
立
法
権
限
配
分
規
定
に
関
す
る
伝
統

的
憲
法
解
釈
方
法
に
基
づ
く
違
憲
審
査
の
方
法
と
人
権
憲
章
に
関
す
る
違

憲
審
査
の
方
法
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
て
い
く
。
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立
法
権
限
配
分
規
定
に
関
す
る

違
憲
審
査
の
方
法

第
一
項
違
憲
審
査
権
の
行
使

違
憲
審
査
権
は
、
裁
判
所
で
争
わ
れ
て
い
る
事
件
に
お
け
る
事
実
に
あ

る
制
定
法
が
潜
在
的
に
適
用
可
能
で
あ
る
場
合
は
、
い
つ
で
も
行
使
さ
れ

得
る
。
訴
訟
当
事
者
が
自
己
に
適
用
さ
れ
得
る
制
定
法
は
無
効
で
あ
る
旨

主
張
す
る
場
合
、
裁
判
所
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
べ
き
憲
法
問
題
が
提
起
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
違
憲
審
査
は
行
政
審
判
所
及
び
全
て
の
レ
ベ

ル
の
裁
判
所
の
手
続
に
お
い
て
行
わ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
八
二
年
憲
法
第
五
二
条
は
、
「
カ
ナ
ダ
憲
法
は
、
カ
ナ
ダ
の
最
高
法

規
で
あ
っ
て
、
こ
の
憲
法
の
規
定
に
反
す
る
い
か
な
る
法
規
も
、
そ
の
抵

触
す
る
限
度
に
お
い
て
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
」
と
、
憲
法
の
最

高
法
規
性
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
み

な
ら
ず
全
て
の
裁
判
所
及
び
行
政
審
判
所
に
よ
り
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
即
ち
、
司
法
権
を
行
使
す
る
全
て
の
機
関
は
、
そ
の
手
続
に
お
い

て
立
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
場
合
、
当
該
立
法
の
合
憲
性
を
審
査
す
る

権
限
、
否
、
む
し
ろ
、
義
務
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
司
法
権
を
行
使
す
る
全
て
の
機

関
が
違
憲
審
査
の
権
限
及
び
義
務
を
有
し
て
い
る
。



カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〉

違
憲
審
査
の
方
法
と
そ
の
特
徴

憲
法
上
の
立
法
権
限
配
分
規
定

連
邦
と
州
の
立
法
権
限
は
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
一
条
及
び
九
二
条
が

主
に
規
定
し
て
い
る
。
第
九
一
条
は
、
連
邦
議
会
の
立
法
権
限
が
同
条
に

列
挙
さ
れ
た
「
項
目
分
類

a
z
z
g
え

ω
E
Z
R
Z
)
L
に
該
当
す
る
「
事

項
(
冨
2
5
2
)」
に
及
ぶ
旨
規
定
し
て
い
る
。
同
様
に
、
第
九
二
条
も
、

各
州
の
議
会
の
立
法
権
限
が
同
条
に
列
挙
さ
れ
た
「
項
目
分
類
」
に
該
当

す
る
「
事
項
」
に
及
ぶ
旨
規
定
し
て
い
る
。
両
条
項
と
も
、
各
レ
ベ
ル
の

議
会
の
立
法
権
限
が
、
特
定
の
「
項
目
分
類
」
に
該
当
す
る
「
事
項
」
に

及
ぶ
と
い
う
独
特
の
用
語
法
を
用
い
て
い
る
。

連
邦
と
州
の
立
法
権
限
に
関
す
る
違
憲
審
査
が
行
わ
れ
る
場
合
、
裁
判

所
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
が
当
該
法
律
を
制
定
し
た
立
法
府
の
権
限

内
に
あ
る
も
の
か
否
か
を
審
査
す
る
。

第

項

違
憲
審
査
の
方
法

i
二
段
階
審
査

以
上
の
よ
う
な
独
特
の
用
語
を
用
い
た
立
法
権
限
配
分
規
定
の
下
で
行

わ
れ
る
違
憲
審
査
の
方
法
は
、
以
下
の
よ
う
な
二
段
階
審
査
と
し
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
。
即
ち
、
第
一
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
が
取
り
扱
っ

て
い
る
「
事
項
」
の
解
明
を
し
、
第
二
に
、
当
該
事
項
が
憲
法
上
の
立
法

権
限
配
分
規
定
に
列
挙
さ
れ
た
「
項
目
分
類
」
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

を
解
明
す
る
、
と
い
う
二
段
階
の
方
法
で
あ
る
。

か
か
る
二
段
階
審
査
に
お
け
る
各
段
階
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
重
要
性
を

有
す
る
も
の
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
各
段
階
に
お
け
る
審
査
方
法
を
分
析

す
る
為
、
二
応
、

ω問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
性
格
づ
け
、
凶
憲
法
上

の
立
法
権
限
配
分
規
定
の
解
釈
、
の
二
段
階
に
分
け
て
検
討
を
加
え
て
い

J

〈、。

第
三
項

法
律
の
性
格
づ
け

法
律
の
性
格
「
事
項
」
の
確
定

違
憲
審
査
の
第
一
段
階
は
、
問
題
と
な
ろ
て
い
る
法
律
が
取
り
扱
っ
て

い
る
「
事
項
」
の
確
定
で
あ
る
。

判
例
は
こ
の
「
事
項
」
を
、
法
律
の
「
内
容
又
は
主
要
対
象
事
項
(
凹
与
す
の
昨

日
三
芯
円
)
L

の
「
名
称
」
、
法
律
の
「
主
要
な
特
徴
(
ぽ
包
Z
m
F白昨日巾
L

又
は
「
真
の
性
質
と
特
性
(
可
ロ
巾

E
E叶
巾
山
口
仏

n
y
白
E
2
R
)」
、
も
し

く
は
、
法
律
の
「
実
質
的
要
素

8
5
白ロ仏

g
z
z
z
g
」
と
し
て
説

明
し
て
い
る
。

学
説
に
よ
る
と
、
か
か
る
「
事
項
L

は
、
「
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
に

よ
り
代
表
さ
れ
て
い
る
抽
出
さ
れ
た
一
つ
の
憲
法
上
の
価
値
」
、
又
は
、

寸
法
律
の
真
の
意
味
(
可
ロ
巾

5
2ロ
E
m
)
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
た
り
、
法

北法39(3・167)663 
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律
の
取
り
扱
う
事
項
と
は
「
法
律
が
実
際
何
を
し
、
そ
の
理
由
は
何
か
」

と
い
う
聞
に
対
す
る
解
答
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
り
し
て
い

る
。
国
o
m
m教
授
は
、
か
か
る
「
事
項
」
を
「
法
律
の
優
越
的
な
も
し
く
は

最
も
重
要
な
特
性
(
号
呈
ロ
白

2
2
5。
丸
一
ヨ
匂

R
S
E
n
y
R
R
Rユ凹目

z
g
え
-
白
老
)
」
と
表
現
し
て
い
る
。

か
か
る
「
事
項
」
を
確
定
す
る
目
的
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の

合
憲
性
を
判
断
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
裁
判
所
は
事
項
確
定
の
際
、

憲
法
判
断
に
有
用
な
概
念
を
用
い
る
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
法
律

が
保
険
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
と
、
当
該
法
律
が
州

の
議
会
の
立
法
権
限
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
な
ぜ
な

ら
、
保
険
に
関
す
る
規
制
は
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
二
条
一
一
一
一
項
の
「
州

に
お
け
る
財
産
権
及
び
市
民
的
権
利
」
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
例
上
確
立

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
裁
判
所
は
憲
法
の
規
定
上
の
文
言

を
用
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
性
格
づ
け
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。

例
え
ば
、
連
邦
銀
行
法
は
「
銀
行
業
務
」
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
、
当
該
法
律
が
連
邦
議
会
の
立
法
権
限
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
自

明
と
な
る
(
同
九
一
条
一
五
項
)
。
そ
れ
故
、
「
事
項
」
の
確
定
、
即
ち
法

律
の
性
格
づ
け
は
、
し
ば
し
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
合
憲
性
判

断
に
お
い
て
決
定
的
役
割
を
果
た
す
場
合
が
あ
る
。

で
は
、
か
か
る
「
事
項
」
は
い
か
な
る
基
準
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
事
項
確
定
の
審
査
基
準
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
。
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二
事
項
確
定
の
審
査
基
準

川

概

要

一
般
に
、
法
律
の
性
格
づ
け
、
即
ち
事
項
の
確
定
を
行
う
場
合
、
裁
判

所
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
目
的
(
吉
号
O
印巾。吋

C
Z
R
C
及
び

効
果
(
巾
民
2
6、
又
は
、
法
律
に
よ
り
「
目
的
と
さ
れ
(
民
B
a
)」
る
対

象
事
項
を
審
査
基
準
と
し
て
い
る
。

事
項
確
定
の
審
査
基
準
に
関
す
る
最
も
完
全
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る

の
が
み
S
S
4応
出
ミ
呉
川
吋
Q
S
Sミ
同
hpw、
室
内
向
に
お
け
る
枢
密
院
司
法
委

員
会
の
判
決
で
あ
る
。
当
該
判
決
は
、
ま
ず
、
州
の
立
法
が
立
法
権
限
践

越
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
全
て
の
事
案
に
適
用
可
能
な
一
般
的
基
準
は

存
し
な
い
為
、
か
か
る
問
題
は
各
事
案
毎
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
が
具
体
的
に
審
査
す
る
も

の
と
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
効
果
及
び
目
的

S
Z巾
2

2

℃
ロ
弓

g
巾
)
を
挙
げ
て
い
る
。

間
法
律
の
目
的
に
よ
る
審
査

裁
判
所
は
法
律
の
性
格
づ
け
を
行
う
場
合
、
当
該
法
律
の
目
的
を
考
慮

し
て
き
た
。
法
律
の
目
的
は
、
当
該
法
律
の
機
能
又
は
前
文
に
よ
り
理
解



す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
も
あ
る
。
法
律
の
文
言
、
又
は
、
そ
の
可
能
な

効
果
に
よ
り
法
律
の
目
的
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
立
法
経

過
に
お
け
る
各
立
法
者
の
陳
述
は
伝
統
的
に
目
的
確
定
基
準
と
し
て
裁
判

所
に
よ
り
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
、
裁
判
所

は
法
律
の
性
格
づ
け
を
行
う
際
、
立
法
経
過
に
関
す
る
資
料
を
考
慮
す
る

傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
た
。

出
。
m
m
教
授
は
、
法
解
釈
と
法
の
性
格
づ
け
の
差
異
を
強
調
し
、
後
者
の

場
合
、
法
改
正
委
員
会
の
報
告
書
や
公
表
さ
れ
て
い
る
政
府
の
政
策
要
綱

書
等
又
は
お
そ
ら
く
議
会
の
審
議
録
は
証
拠
と
し
て
裁
判
所
に
提
出
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
判
例
上
確
立
し
て
い
る
、
と
主
張
し
て

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〉

い
る
。法
律
の
性
格
づ
け
に
お
け
る
目
的
審
査
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律

を
制
定
し
た
時
の
議
会
の
「
動
機

(
5
2守
色
L

や
「
心
理
状
態
(
凹

g
z
o同

5
-
Eど
を
考
慮
す
る
「
主
観
的
L

審
査
で
あ
が
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う
。

法
律
の
目
的
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
レ
ベ
ル
の
立
法
府
は
自
己

の
立
法
権
限
内
の
事
項
に
関
す
る
目
的
を
装
い
自
己
の
立
法
権
限
外
の
行

為
を
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

間
法
律
の
効
果
に
よ
る
審
査

裁
判
所
は
、
法
律
の
性
格
づ
け
を
行
う
際
、
即
ち
法
の
実
質
的
要
素
を

確
定
す
る
場
合
、
と
り
わ
け
法
律
の
効
果
の
審
査
を
重
視
し
て
き
た
。
特

に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
に
服
す
る
者
の
権
利
義
務
関
係
が
当
該
法

律
に
よ
り
い
か
に
変
化
す
る
か
と
い
う
法
律
の
実
際
上
の
効
果
を
常
に
審

査
し
て
き
た
。
法
律
の
効
果
を
審
査
す
る
際
、
「
裁
判
所
は
司
法
確
知
し
得

る
公
共
的
一
般
的
知
識
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
又
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
法
律
の
効
果
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
得
る
か
に
つ
い
て
の
証
拠

に
よ
り
裁
判
所
が
情
報
を
得
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
適
切
な
事
件
に
お
い
て

は
、
裁
判
所
は
か
か
る
公
共
的
一
般
的
知
識
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

の
で
あ
る
。

か
か
る
法
律
の
効
果
に
よ
る
審
査
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
実

際
上
の
効
果
を
考
慮
す
る
「
客
観
的
L

審
査
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

法
律
の
効
果
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
μ
ベ
ル
の
立
法
府
は
実
際

の
効
果
が
自
己
の
立
法
権
限
外
の
事
項
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
種

類
の
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
。

同
法
律
の
実
際
上
の
運
用

法
律
の
性
格
づ
け
を
行
う
際
、
裁
判
所
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の

北法39(3・169)665 
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実
際
上
の
運
用
を
考
慮
す
る
場
合
が
あ
る
。
一
九
五
三
年
の
M
U
N
h
s
ミ
ゼ
-

e
h
S
R事
件
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
五
人
の
裁
判
官
は
、
問
題
と

な
つ
い
て
る
市
条
例
の
実
際
上
の
運
用
に
関
す
る
事
実
認
定
に
基
づ
き
、

当
該
市
条
例
が
州
の
立
法
権
限
外
の
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
本
件

の
判
決
が
当
該
市
条
例
の
実
際
上
の
運
用
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
多
数
の
裁
判
官
が
法

律
の
性
格
づ
け
を
行
う
際
に
、
当
該
市
条
例
の
実
際
上
の
運
用
に
関
す
る

事
実
を
証
拠
と
し
て
提
出
可
能
な
も
の
と
し
て
認
め
た
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。し
か
し
な
が
ら
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
一
般
に
、
法
律
の
具
体
的
な
法
適

用
状
況
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
制
定
法
の
文
面
に
よ
り
審
査
す
る
手
法

を
用
い
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
法
律
の
実
際
上

の
運
用
に
よ
る
審
査
は
あ
く
ま
で
も
例
外
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き

も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
法
律
の
性
格
づ
け
、
即
ち
事
項
確
定
の
審
査
基
準
は
、

主
に
、
法
律
の
目
的
及
び
効
果
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
こ
の
二
つ
の
基
準
は
相
互
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

連
邦
の
立
法
権
限
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
け
る
第
一
段
階
審
査
|
法

律
の
性
格
づ
け
ー
を
理
解
す
る
為
に
は
、
法
律
の
性
格
が
い
か
な
る
法
理

に
よ
り
確
定
さ
れ
る
か
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
、

以
下
で
は
法
律
の
性
格
づ
け
に
関
す
る
諸
法
理
を
概
観
す
る
。

北法39(3・170)666 

法
律
の
実
質
的
要
素
の
法
理

法
律
の
性
格
づ
け
を
行
う
際
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
多
く
の
制
定
法
が

複
数
の
特
徴
や
局
面
を
有
し
、
一
方
の
特
徴
が
連
邦
の
立
法
事
項
に
関
連

し
、
又
、
他
方
の
特
徴
が
州
の
立
法
事
項
に
関
連
す
る
場
合
が
多
く
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
裁
判
所
は
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
法
律
の
最
も
重
要
な
特
徴
を
確
定
し
、
そ
の
特
徴
に
よ
り
当
該
法

律
の
性
格
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
即
ち
、
優
越
的
な
特
徴
の
み
が
当
該
法

律
の
実
質
的
要
素
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
他
の
特
徴
は
単
に
付
随
的
。
ロ
色
白

骨
三
曲
]
)
な
も
の
で
あ
り
、
当
該
法
律
の
性
格
づ
け
に
は
関
係
の
な
い
も
の

な
の
で
あ
る
。

一
八
八
七
年
の
切
符
刊
誌
町
一
ミ
吋
。
さ
ま
む
せ
・
h
a
刊
誌
常
事
件
に
お
い
て
、
枢

密
院
司
法
委
員
会
は
銀
行
に
課
税
す
る
州
法
の
合
憲
性
を
支
持
し
た
。
当

該
法
律
の
優
越
的
特
徴
は
州
政
府
の
歳
入
を
増
加
す
る
こ
と
で
あ
る
と
認

定
さ
れ
、
そ
れ
故
、
当
該
法
律
の
主
要
な
対
象
事
項
は
銀
行
業
務
で
は
な

く
課
税
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
。
こ
の
特
徴
分
離
の
手
法
は
通
常
「
:
・
に

関
連
す
る

(
E
R
s
t。
ロ
吉
ど
と
い
う
用
語
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
。
即

ち
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
州
法
は
課
税
に
「
関
連
す
る
」
も
の
で
あ
り

銀
行
業
務
に
は
単
に
「
影
響
を
与
え
る
(
田
町
内
巾
♀
ご
に
す
ぎ
な
い
と
性
格



づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
法
律
の
実
質
的
要
素
の
法
理
(
立
岳
白

E
E
σ
2
S
B
号
円
-

E
ロ
巾
)
に
よ
り
、
連
邦
又
は
州
の
議
会
は
自
己
の
立
法
権
限
内
の
事
項
に

関
連
す
る
立
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
立
法
権
限
外
の
事
項

に
影
響
を
与
え
、
管
轄
権
限
外
の
事
項
に
対
し
「
実
質
的
影
響
力
(
回
忌
・

凹

g
z
uご
B
匂
悶
え
ど
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

立
法
権
限
外
の
事
項
に
対
し
付
随
的
影
響
力
を
有
す
る
立
法
で
あ
っ
て

も
、
当
該
法
律
の
実
質
的
要
素
が
立
法
権
限
内
の
事
項
に
関
連
す
る
為
に
個
別
的
選
択
禁
止
の
法
理

GEm--口
問
。
三
)

(
印
)

合
憲
と
判
示
さ
れ
た
法
律
は
多
く
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
保
険
(
州
の
事
一
九
三
九
年
の

hsha応
切
応
草
川
吋

aNH丹念
S

河品、
r
w
g
Q
は
、
し
ば
し

項
)
に
関
連
す
る
州
法
は
連
邦
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
会
社
の
活
動
(
連
ば
、
州
の
立
法
府
が
銀
行
又
は
連
邦
法
に
よ
り
規
制
さ
れ
て
い
る
他
の
企

邦
事
項
)
を
制
限
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
方
自
治
体
を
改
組
業
活
動
を
特
別
に
取
り
扱
う
為
に
個
別
的
に
選
択
し
(
印
一
口
開
口
口
問
。
巳
)
規

す
る
州
法
は
州
外
の
債
権
者
に
対
す
る
利
息
(
連
邦
事
項
)
を
有
効
に
変
・
制
を
加
え
る
こ
と
を
禁
止
す
る
判
例
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
航
海
及
び
海
運
(
連
邦
事
項
)
に
関
連
す
る
連
と
は
、
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
州
法
は
銀
行
又
は
連
邦
に
よ
り
規
制
さ
れ

邦
法
は
港
湾
の
労
働
関
係
(
州
の
事
項
)
を
有
効
に
規
制
す
る
こ
と
が
で
て
い
る
他
の
企
業
活
動
に
有
効
に
適
用
さ
れ
得
る
、
と
い
う
命
題
に
よ
っ

き
る
。
首
都
地
域
(
連
邦
事
項
)
に
関
連
す
る
連
邦
法
は
オ
ン
タ
リ
オ
州
て
も
主
張
さ
れ
て
い
お
。

及
び
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
お
け
る
土
地
利
用
(
州
の
事
項
)
を
有
効
に
規
制
す
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
の
管
轄
権
内
の
人
も
し
く
は
団
体
を
個
別
的
に

る

こ

と

が

で

き

る

等

々

が

そ

れ

で

あ

る

。

選

択

し

規

制

し

て

い

る

州

法

を

合

憲

と

判

示

し

た

判

例

が

多

く

存

す

る

。

法
律
の
実
質
的
要
素
の
法
理
に
お
い
て
は
、
何
が
法
律
の
優
越
的
特
徴
こ
れ
ら
の
判
例
は
、
州
法
が
有
効
に
連
邦
の
管
轄
権
内
の
企
業
活
動
に
適

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
か
が
当
該
法
律
の
合
憲
性
判
断
に
と
り
重
要
な
要
用
さ
れ
る
為
に
当
該
州
法
が
一
般
的
適
用
性
を
有
す
る
必
要
は
必
ず
し
も

因
と
な
る
。
同
様
の
機
能
を
有
す
る
二
つ
の
法
律
が
異
な
る
性
格
づ
け
を
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
連
邦
の
管
轄
権
内
の
企
業
活
動
を
個
別
的
に

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
又
、
あ
る
立
法
が
憲
法
上
の
立
法
権
限
配
分

規
定
の
項
目
分
類
と
同
じ
文
言
を
用
い
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該

法
律
が
当
該
項
目
分
類
に
関
連
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
円
、

又
逆
に
、
文
言
上
い
か
な
る
項
目
分
類
に
も
関
係
の
な
い
法
律
で
あ
っ
て

も
い
ず
れ
か
の
項
目
分
類
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。

四

北法39(3・171)667 



研究ノート

選
択
し
規
制
を
加
え
る
こ
と
は
、
法
の
実
質
的
要
素
を
決
定
す
る
際
決
定

的
要
因
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
判
例
は
な
い
が
、
出
o
m
m
教
授
は
、

州
の
管
轄
権
内
の
事
項
を
個
別
的
に
選
択
し
規
制
し
て
い
る
連
邦
法
に
対

し
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
と
解
し
て
い
る
。

連
邦
の
管
轄
権
内
の
企
業
活
動
に
対
し
特
別
に
適
用
さ
れ
る
州
法
は
必

ず
し
も
無
効
と
は
な
ら
な
い
が
、
連
邦
の
管
轄
権
内
の
企
業
活
動
に
対
し

一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
州
法
も
必
ず
し
も
有
効
と
は
限
ら
な
い
。
通
常
、

州
の
権
限
内
の
事
項
に
関
連
す
る
州
法
は
有
効
に
連
邦
権
限
内
の
事
項
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
判
例
は
以
下
の
よ
う
な
重
要

な
例
外
的
制
限
を
確
立
し
た
。
即
ち
二
般
的
に
適
用
さ
れ
る
州
法
で
あ
っ

て
も
、
当
該
州
法
の
効
果
が
、
連
邦
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
会
社
の
地
位

も
し
く
は
そ
の
重
要
な
権
限
(
巾

m
g色
白
ご
)
C
者
巾
円
)
を
害
し
(
吉
吾
包
吋
)
、
又

は
、
連
邦
法
に
よ
り
規
制
さ
れ
て
い
る
企
業
活
動
を
無
効
に
す
る

S
Z
ユ'

r巴
場
合
、
当
該
州
法
は
か
か
る
会
社
も
し
く
は
企
業
活
動
に
は
適
用
さ

れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
個
別
的
選
択
禁
止
の
法
理
は
、
そ
れ
の
み
で
は
法
律

の
実
質
的
要
素
を
決
定
す
る
要
因
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

二
重
一
局
面
の
法
理
(
。
。
与
}
巾
〉
告

R
C

二
重
局
面
の
法
理
と
は
、
あ
る
法
律
の
対
象
事
項
が
「
一
つ
の
局
面
及

五

び
一
つ
の
目
的
か
ら
す
る
と
、
[
一
八
六
七
年
憲
法
]
第
九
二
条
の
[
州
の
]

権
限
事
項
で
あ
り
、
又
、
も
う
一
つ
の
局
面
及
び
も
う
一
つ
の
目
的
か
ら

す
る
と
第
九
一
条
の
[
連
邦
の
]
権
限
事
項
と
な
り
得
る
」
場
合
、
連
邦

議
会
及
び
州
議
会
の
両
者
が
か
か
る
事
項
に
関
し
立
法
権
限
を
有
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
理
は
、
あ
る
種
の
法
律
は
連
邦
事
項
及
び
州

の
事
項
の
両
方
に
関
連
し
、
従
っ
て
、
連
邦
と
州
の
両
者
が
か
か
る
法
律

を
制
定
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

出。
m
m
教
授
は
、
か
か
る
法
理
を
「
二
重
事
項
の
法
理
(
己
O
E
Z
m
gえ
芯
司

号
n
E
R
)」
と
表
現
し
て
い
る
。

判
例
は
、
い
か
な
る
場
合
に
二
重
局
面
の
法
理
を
用
い
て
、
い
か
な
る

場
合
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
一
つ
の
実
質
的
要
素
を
決
定
す
る
か

に
関
す
る
基
準
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
戸
内
山
己
R
B白
ロ
ロ
教
授
は
、
「
あ

る
法
律
が
有
す
る
こ
つ
の
特
徴
の
相
対
的
重
要
性
の
聞
に
明
確
な
差
異
が

存
し
な
い
」
場
合
、
一
一
章
一
局
面
の
法
理
が
適
用
可
能
で
あ
る
と
説
明
し
て

い
る
。
こ
の
基
準
は
、
一
九
八
二
年
の
ミ
誌
と
も
門
町
人
山
町
内
h
h
h

せ・

h
h
町内ミ・

与
問
。
芯
事
件
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
多
数
意
見
が
採
用
し
て
い
る
。

国

o
m
m
教
授
は
、
か
か
る
法
理
が
司
法
の
抑
制
の
一
形
態
で
あ
る
と
理

解
し
、
「
裁
判
所
に
よ
っ
て
あ
る
法
律
の
連
邦
的
特
性
と
州
的
特
性
が
お
お

よ
そ
間
程
度
の
重
要
性
を
有
し
て
い
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、
か
か
る
種

類
の
法
律
は
連
邦
議
会
又
は
州
議
会
の
ど
ち
ら
に
よ
っ
て
も
立
法
さ
れ
得
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る
、
と
い
う
結
論
と
な
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

判
例
上
、
道
路
交
通
に
関
す
る
規
則
を
制
定
し
て
い
る
法
律
、
証
券
の

規
制
に
関
す
る
法
律
及
び
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
対
す
る
民
事
法
上
の
救

済
方
法
を
新
設
し
た
法
律
等
が
二
重
の
局
面
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

二
重
局
面
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
有
効
な
連
邦
法
と
有
効

な
州
法
が
抵
触
す
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
か
か
る
問
題
は
連
邦
法
優
位
の

法
理
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

六
偽
装
禁
止
の
法
理

(
h
o
-
E
E
σ
E
q
)

法
律
の
性
格
づ
け
は
単
に
法
律
の
形
式

Q
2
5
)
の
み
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
法
律
の
実
質
的
内
容
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
あ
る
法
律
が

形
式
上
又
は
外
見
上
当
該
法
律
を
制
定
し
た
議
会
の
立
法
権
限
内
の
事
項

に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
実
際
上
、
当
該
法
律
の
主
要
な
目
的
、

効
果
が
立
法
権
限
外
の
事
項
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
か
か
る
法
律
は

無
効
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
外
見
上
立
法
権
限
内
の
法
律
で
あ
る
こ
と
を

装
い
つ
つ
実
質
的
に
権
限
外
の
行
為
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
が
偽

装
禁
止
の
法
理
で
あ
る
。
か
か
る
法
理
は
多
く
の
判
例
に
よ
り
採
用
さ
れ

て
い
る
。

政
策
的
判
断
の
不
可
避
性

法
律
の
性
格
づ
け
は
、
し
ば
し
ば
、
当
該
法
律
の
合
憲
性
判
断
に
お
い

て
決
定
的
要
因
と
な
り
、
裁
判
所
も
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
法
律

の
実
質
的
要
素
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
即
ち
、
当
該
法
律
の
合
憲
性
を
決

定
す
る
こ
と
と
同
じ
意
味
を
有
す
る
場
合
が
あ
る
。
か
か
る
重
要
な
決
定

は
い
か
な
る
基
準
の
下
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
立
法
経
過
に
関
す

る
証
拠
や
先
例
等
の
援
助
の
下
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
構
造
を
充

分
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
法
律
の
優
越
的
特
徴
を
解
明
す
る
こ

と
は
多
く
の
場
合
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ハ
ー
ド
・
ヶ
l

ス
に
お
い

て
は
、
法
律
の
有
す
る
一
つ
の
特
徴
と
他
の
特
徴
と
の
間
で
ど
ち
ら
が
実

質
的
要
素
で
あ
る
か
を
選
択
す
る
基
準
は
、
法
的
論
理
で
は
な
く
あ
る
種

の
政
策
的
判
断
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。

か
か
る
政
策
的
判
断
は
連
邦
制
度
に
お
け
る
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限

配
分
に
関
す
る
重
要
な
判
断
で
あ
る
為
、
憲
法
上
の
連
邦
制
概
念
に
よ
り

導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
あ
る
法
律
は
、
憲
法
上
、
連

邦
政
府
、
州
政
府
の
い
ず
れ
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
憲
法

上
の
政
策
判
断
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
政
策
的
判
断
を
行
う
場
合
、
裁
判
官
は
い
か
な
る
こ
と
を
考
慮

す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
憲
法
上
の
文
言
や
先
例
の

七
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み
な
ら
ず
、
歴
史
学
、
政
治
学
、
経
済
学
、
社
会
学
等
か
ら
導
出
さ
れ
る

諸
価
値
等
の
要
素
が
考
え
ら
れ
る
が
、
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ω
5
8ロ
教
授
は
、
共
同
体

(
8
5
5
5広
三
、
効
率

S
E
n
-巾
ロ
門
司
)
、
民

主
主
義
の
三
つ
の
価
値
が
連
邦
・
州
間
の
権
限
配
分
を
決
定
す
る
際
に
有

効
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
民
族
的
、
文
化
的
、
宗
教
的
に

複
雑
な
要
素
を
有
す
る
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
政
策
判
断
に
お
け
る
統
一

的
基
準
を
発
見
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

法
律
の
性
格
づ
け
を
行
う
際
に
裁
判
所
が
下
す
政
策
的
判
断
は
、
法
律

の
賢
明
さ
や
適
切
き
そ
し
て
公
正
さ
と
い
っ
た
法
律
内
容
の
実
体
的
政
策

的
判
断
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
が
憲
法
上

ど
の
レ
ベ
ル
の
政
府
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
立
法
権
限
配

分
に
関
す
る
判
断
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
で
、
連
邦
制
度
に
お
け
る
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査
の

第
一
段
階
、
即
ち
、
法
律
の
性
格
づ
け
に
関
す
る
考
察
を
終
え
る
。
次
項

で
は
、
第
二
段
階
審
査
、
即
ち
、
憲
法
上
の
立
法
権
限
配
分
規
定
の
解
釈

に
関
し
検
討
を
加
え
て
い
く
。

憲
法
の
解
釈

概

要

合
憲
性
が
争
わ
れ
て
い
る
法
律
の
実
質
的
要
素
が
確
定
さ
れ
当
該
法
律

第
四
項

の
性
格
づ
け
が
な
さ
れ
る
と
違
憲
審
査
の
第
二
段
階
に
入
る
。
こ
の
段
階

で
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
が
対
象
と
す
る
「
事
項
」
は
憲
法
上
の

立
法
権
限
配
分
規
定
が
列
挙
す
る
「
項
目
分
類
」
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る

か
を
決
定
す
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
は
、
憲
法
の
権
限
配
分
規
定
の
解
釈
が

問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

違
憲
審
査
の
第
二
段
階
に
お
け
る
各
議
論
を
検
討
す
る
前
に
、
憲
法
上

の
立
法
権
限
配
分
規
定
の
解
釈
に
関
す
る
一
般
的
原
則
を
概
観
す
る
。

第
一
の
原
則
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
一
条
も
し
く
は
第
九
二
条
に

基
づ
き
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
っ
て
も
同
憲
法
の
他
の
規
定
に
抵
触
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
同
九
一
及
び
九

二
条
は
同
憲
法
の
他
の
規
定
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
事
項
を
含
ま
な
い
も

の
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
同
九
一
及
び
九
二
条
は
(
前
述
の
原
則
に
従
い
つ
つ
)
、
カ
ナ

ダ
の
よ
う
な
主
権
国
家
の
政
府
に
と
り
必
要
な
全
て
の
立
法
権
限
を
包
含

す
る
よ
う
同
時
に

(
Z
m
2
Z吋
)
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、

同
九
一
及
び
九
二
条
は
立
法
行
為
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
含
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
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第
三
に
、
同
九
一
及
び
九
二
条
に
列
挙
さ
れ
た
項
目
分
類
は
、
い
ず
れ

の
項
目
分
類
に
い
か
な
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
か
を
確
実
に
す
る
為
、

同
時
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

第
四
に
、
連
邦
議
会
に
専
属
的

(Zn-5ぞ
巾
)
な
立
法
権
限
を
規
定
す

る
同
九
一
条
の
規
定
は
、
本
条
に
列
挙
さ
れ
た
項
目
分
類
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
い
か
な
る
項
目
も
州
の
立
法
権
限
に
専
属
的
な
事
項
に
該
当
す

る
も
の
と
看
倣
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
文
言
に
よ
り
、
一
見
す
る

と
同
九
二
条
に
列
挙
さ
れ
た
項
目
分
類
に
含
ま
れ
得
る
事
項
を
同
九
一
条

内
の
事
項
と
す
る
効
果
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
諸
原
則
の
結
果
、
同
九
一
及
び
九
二
条
は
同
時
に
解
釈
さ
れ
、

同
憲
法
の
他
の
条
文
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
は
同
九
一
及
び
九
二

条
の
事
項
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
又
、
同
九
一
条
内
の
事
項
に

関
し
て
は
連
邦
議
会
が
専
属
的
に
立
法
権
限
を
有
し
、
同
九
二
条
内
の
事

項
に
関
し
て
は
各
州
議
会
が
専
属
的
立
法
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
も
同
九
一
条
及
び
九
二
条
の
列
挙
す
る
項
目
分
類
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
事
項
は
、
同
九
一
条
の
冒
頭
の
一
般
条
項
に
含
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
。

以
上
で
、
憲
法
上
の
権
限
配
分
規
定
の
解
釈
に
関
す
る
一
般
的
原
則
の

概
観
を
終
え
る
。
次
に
、
憲
法
上
の
立
法
権
限
配
分
規
定
に
関
す
る
諸
原

則
を
検
討
し
て
い
く
。

/¥ 
ノ、
七
年
憲

遣ま
九権
一限
条 :n
3重
型産
条宵
のお
各官
項 E
目 g
ケ" ro 

詰邑
fi. 
連
邦
議
ぷ込
ヱミ

又
は
州
議
会
に
専
属
的
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
定
の
「
事

項
」
は
一
つ
の
項
目
分
類
に
の
み
該
当
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
立
法
権
限

の
専
属
性
の
一
つ
の
コ
ロ
ラ
リ
!
と
し
て
次
の
こ
と
が
言
え
る
。
即
ち
、
連

邦
議
会
も
し
く
は
州
議
会
が
自
己
の
立
法
権
限
を
最
大
限
に
行
使
せ
ず
特

定
の
立
法
を
制
定
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
他
の
レ

ベ
ル
の
立
法
府
の
立
法
権
限
を
増
大
さ
せ
る
効
果
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
立
法
権
限
の
相
互
排
他
性
(
専
属
性
)
は
、
連
邦
・

州
の
荷
議
会
に
よ
る
同
様
な
も
し
く
は
全
く
同
一
な
法
律
の
制
定
を
禁
止

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
特
定
の
種
類
の
法
律
は
、
連
邦
と
州
の

両
議
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
か
か

る
法
律
が
二
重
の
局
面
を
有
す
る
か
ら
で
あ
り
、
憲
法
上
の
項
目
分
類
が

重
複
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
一
条
及
び
九
二
条
の

項
目
分
類
は
、
各
レ
ベ
ル
の
立
法
府
に
専
属
的
に
配
分
さ
れ
、
決
し
て
重

複
し
な
い
の
で
あ
る
。

同
九
一
及
び
九
二
条
は
、
文
面
上
、
一
見
す
る
と
重
複
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
規
定
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
同
九
二
条
二
ニ
項
の
「
州

に
お
け
る
財
産
権
及
び
市
民
的
権
利
」
は
、
外
見
上
同
九
一
条
二
項
の
「
通

商
の
規
制
L

を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
判
例
は
、
各
項

目
分
類
を
相
互
排
他
的
に
解
釈
し
、
か
か
る
外
見
上
の
重
複
を
回
避
し
て

き
た
。
従
っ
て
、
前
述
寸
通
商
」
は
州
際
又
は
国
際
通
商
の
み
を
意
味
す
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る
と
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
、
前
述
「
州
に
お
け
る
財
産
権
及
び
市
民
的
権

利
」
は
地
域
的
通
商
の
規
制
の
み
を
含
む
と
狭
く
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
よ
う
な
各
項
目
分
類
の
「
相
互
修
正
(
ヨ
ロ
宮
田
-
5
0也
氏
甘
え
芯
ロ
)
」
に
よ

り
外
見
上
の
重
複
が
回
避
さ
れ
、
立
法
権
限
の
専
属
性
の
原
則
が
守
ら
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

補
助
的
権
限
(
同
日
一
-
E弓
宮
者
巾
吋
)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
一
編
第
八
節
第
一
八
項
は
、
連
邦
議
会
が
「
合

衆
国
政
府
ま
た
は
そ
の
各
省
も
し
く
は
官
吏
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
他
の

一
切
の
権
限
を
執
行
す
る
た
め
に
、
必
要
に
し
て
適
当
な
す
べ
て
の
法
律

を
制
定
す
る
」
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
連
邦
議
会
が
有
す
る
憲

法
上
列
挙
さ
れ
た
権
限
の
中
に
「
補
助
的
権
限
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明

示
し
て
い
る
。

他
方
、
カ
ナ
ダ
憲
法
は
連
邦
議
会
及
び
州
議
会
に
対
し
憲
法
上
列
挙
さ

れ
た
権
限
を
付
与
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
補
助
的
権
限
が
含
ま
れ
て
い

な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
補
助
的
権
限
を
憲
法
の
中
に
読
み
込
む
べ
き
で

A

加
J

あ
る
と
す
る
判
例
も
存
す
る
が
、
出
。
mm
教
授
は
か
か
る
権
限
は
不
必
要

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
既
存
の
「
法
律
の
実
質

的
要
素
の
法
理
」
の
下
で
各
立
法
府
は
、
自
己
の
管
轄
権
内
の
事
項
に
寸
関

連
す
る
L

立
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
自
己
の
権

限
外
の
事
項
に
対
し
「
付
随
的
も
し
く
は
補
助
的
」
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
か
ら
同
教
授

は
、
補
助
的
権
限
と
い
う
概
念
を
導
き
出
す
必
要
が
な
い
と
結
論
づ
け
て

い
る
。
い
く
つ
か
の
判
例
も
補
助
的
権
限
の
概
念
を
用
い
る
必
要
性
を
否

定
し
て
い
る
。
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補
助
的
権
限
の
概
念
を
用
い
な
く
と
も
、
法
律
の
実
質
的
要
素
の
法
理

に
よ
っ
て
、
立
法
府
は
自
己
の
立
法
権
限
外
の
事
項
に
対
し
付
随
的
、
補

助
的
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
ど
の
程
度
ま
で
、
立
法

府
が
自
己
の
権
限
外
の
事
項
に
対
し
有
効
に
影
響
力
を
行
使
し
う
る
か
に

関
す
る
判
断
基
準
は
、
補
助
的
権
限
概
念
を
否
定
し
た
一
九
七

O
年
の

3
3
巴
・
、
母
、
事
件
に
お
い
て
、
円
、
白
鳥
山
口
裁
判
官
に
よ
り
定
式
化
さ
れ

た
。
同
裁
判
官
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
が
有
し
て
い
る
立
法
権
限

外
の
事
項
に
対
し
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
部
分
と
有
効
な
部
分
と
の
聞

に
「
合
理
的
、
機
能
的
関
連
性

(
E片山
O
ロ白

Y
P
R立。
E
]
n
o
E
R
Z
S
)」

が
存
す
る
か
否
か
に
よ
り
当
該
問
題
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
示

し
た
。
こ
の
「
合
理
的
、
機
能
的
関
連
性
」
の
基
準
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁

判
所
の
判
例
に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

問
。
語
教
授
は
、
こ
の
合
理
的
、
機
能
的
関
連
性
の
基
準
は
「
憲
法
上
列

挙
さ
れ
た
項
目
分
類
が
他
の
レ
ベ
ル
の
政
府
の
権
限
事
項
に
あ
る
程
度
の

影
響
力
を
及
ぼ
す
法
律
を
包
含
す
る
こ
と
を
認
め
、
か
っ
そ
の
基
準
は
、
不
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当
な
権
限
侵
害
に
対
す
る
司
法
上
の
抑
制
を
設
け
る
一
方
で
、
立
法
府
に

対
し
そ
れ
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
た
立
法
技
術
を
選
択
す
る
際
の
か
な

り
の
幅
を
与
え
る
柔
軟
な
基
準
を
提
供
す
る
。
換
言
す
る
と
、
合
理
的
関
連

性
の
テ
ス
ト
は
、
連
邦
憲
法
を
解
釈
す
る
際
の
適
切
な
問
題
に
直
接
対
応

し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
の
基
準
の
有
効
性
を
支
持
し
て
い
る
。

し
か
し
、
補
助
的
権
限
概
念
の
否
定
の
上
に
成
立
し
た
合
理
的
、
機
能

的
関
連
性
の
基
準
を
採
用
し
た
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
他

の
判
例
の
中
で
は
補
助
的
権
限
に
言
及
し
て
い
る
。
一
九
七
八
年
の
k
A
・

c・
eR-
ゼ・民間~~。
h
J明
心
、

.
n
Q
S
h
N
忌
事
件
に
お
け
る
戸
田
喜
一
口
長
官
の
反

対
意
見
は
、
「
英
領
北
ア
メ
リ
カ
法
が
補
助
的
権
限
又
は
列
挙
さ
れ
た
権
限

に
必
然
的
に
付
随
的
な
立
法
を
制
定
す
る
権
限
を
承
認
し
て
い
る
と
言
わ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
の
限
り
で
は
、
か
か
る
権
限
は
連
邦
議
会
に

併

の
み
存
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
反
対
意
見
に
お
い
て
、
前
述
一
九

七
O
年
の
、
ぬ
芯
せ
・
、
h
N
お
も
・
事
件
で
補
助
的
権
限
概
念
を
否
定
し
た

F
2・

rz長
官
自
身
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
憲
法
に
補
助
的
権
限
が
存
在
す
る
可
能

性
が
承
認
さ
れ
た
こ
と
は
非
常
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仮

に
補
助
的
権
限
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
か
か
る
権
限
が
連
邦
議
会
に
の

み
存
す
る
と
い
う
示
唆
は
、
そ
れ
以
上
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
合
理
的
、
機
能
的
関
連
性
の
基
準
は
州
法
に
も
適
用
さ
れ
、
連
邦

議
会
と
同
様
、
州
議
会
も
有
効
な
立
法
に
よ
り
自
己
の
権
限
外
の
事
項
に

対
し
有
効
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
原
則
は
、
判
例
上
、

既
に
確
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
七
九
年
の
河
町
司
君

ss
、
ミ
N
h
『
(
リ
ミ
丸
一
ミ
ミ
N
.
S
事
件
の
多
数

意
見
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
同
ν
一
m
g
ロ
裁
判
官
は
「
補
助
的
権
限
の

法
理
」
に
言
及
し
、
か
か
る
権
限
は
「
連
邦
議
会
の
立
法
権
限
を
効
果
的

に
行
使
す
る
為
に
真
に
必
要
な
も
の
に
限
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ

ら
に
一
九
八
二
年
の
河
町
民
g
b
N
h
h
g片品
Bh
え
を
ミ

p
n
~
巴
・
ミ
h
N
込
l

m
S
N
N
同
事
件
の
全
員
一
致
の
法
廷
意
見
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
前

述
吋
ぎ
さ
む
如
、
叉
言
、
向
。
s
h
H
ミ
ミ
S
事
件
の
補
助
的
権
限
に
関
す
る
付

随
的
意
見
を
引
用
し
、
か
か
る
権
限
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
「
立

法
機
構
(
Z
m
s
u
p
-
巾
m
n
Z
B
巾
)
の
運
用
に
不
可
欠
(
巾

E
2
5と
ど
な
も

の
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
説
示
し
て
い
る
。

補
助
的
権
限
が
立
法
権
限
の
効
果
的
行
使
の
為
に
「
真
に
必
要
」
な
も

の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
基
準
、
な
ら
び
に
、
か
か
る
権
限
が
立

法
機
構
の
運
用
に
「
不
可
欠
」
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
基

準
は
、
前
述
の
合
理
的
、
機
能
的
関
連
性
の
基
準
よ
り
は
る
か
に
厳
格
な

も
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
補
助
的
権
限
に
関
し
「
二
つ
の
矛

一
山

m-

盾
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
特
定
の
裁
判

官
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
ほ
と
ん
ど
の
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裁
判
官
が
か
か
る
二
つ
の
矛
盾
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
為
に
生
じ

た
も
の
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
、
こ
の
重

要
な
憲
法
問
題
に
関
し
統
一
的
法
理
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態

に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

四
立
法
権
限
の
競
合

前
述
の
「
立
法
権
限
の
専
属
性
」
に
お
い
て
説
明
し
た
よ
う
に
、
カ
ナ

ダ
憲
法
に
お
い
て
は
、
各
項
目
分
類
は
連
邦
議
会
又
は
州
議
会
の
立
法
権

限
と
し
て
専
属
的
か
つ
相
互
排
他
的
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
例

外
的
に
、
以
下
の
三
つ
の
条
項
が
明
示
的
に
連
邦
及
び
州
の
競
合
的
立
法

権
限
を
規
定
し
て
い
る
。

第
一
に
、
一
九
八
二
年
に
追
加
さ
れ
た
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
二
条
A

二
項
及
び
三
項
と
同
九
一
条
二
項
の
間
の
競
合
が
存
す
る
。
前
者
の
規
定

は
、
州
議
会
に
対
し
天
然
資
源
の
輸
出
に
関
す
る
立
法
権
限
を
付
与
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
連
邦
議
会
の
有
す
る
通
商
の
規
制
に
関
す
る
立
法
権
限

と
競
合
す
る
。

第
二
に
、
一
九
五
一
年
に
追
加
さ
れ
一
九
六
四
年
に
改
正
さ
れ
た
同
九

四
条
A
は
、
連
邦
議
会
に
対
し
老
齢
年
金
及
び
遺
族
を
含
む
追
加
給
付
に

関
す
る
立
法
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
条
が
承
認
す
る
よ
う

に
、
こ
の
よ
う
な
事
項
に
関
す
る
州
の
立
法
権
限
と
競
合
し
て
い
る
。

第
三
に
、
同
九
五
条
は
、
連
邦
及
び
州
の
両
議
会
に
対
し
農
業
及
び
移

民
に
関
す
る
立
法
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
立
法
権
限
競
合
は
全
立
法
権
限
分
野
の
内
ほ
ん
の
わ
ず

か
な
部
分
を
占
め
，
る
に
す
ぎ
ず
、
カ
ナ
ダ
憲
法
の
立
法
権
限
配
分
制
度
に

お
い
て
は
、
権
限
の
専
属
性
、
相
互
排
他
性
が
原
則
で
あ
り
、
権
限
の
競

合
は
あ
く
ま
で
も
例
外
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
憲
法
に
お
い
て
は
、
立
法
権
限
の
専
属
性
、
相
互
排
他
性
が
原

別
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
上
は
、
一
八
六
七
年
憲
法
第
九
一
条
及
び
九

二
条
の
項
目
分
類
に
関
し
て
も
、
か
な
り
の
程
度
立
法
権
限
が
競
合
し
て

い
る
分
野
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
、
二
重
局
面
の
法
理
及
び
法

律
の
実
質
的
要
素
の
法
理
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
重
局
面

の
法
理
は
、
特
定
の
事
項
に
関
し
、
連
邦
及
び
州
の
両
議
会
が
立
法
権
限

を
有
す
る
こ
と
を
認
め
、
立
法
権
限
の
競
合
を
惹
起
す
る
効
果
を
有
し
て

い
る
。
又
、
法
律
の
実
質
的
要
素
の
法
理
は
、
立
法
府
が
自
己
の
権
限
内

の
事
項
に
関
連
す
る
法
律
に
よ
り
有
効
に
権
限
外
の
事
項
に
対
し
あ
る
程

度
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
為
、
実
質
的
に
立
法
権
限
が
競

合
す
る
分
野
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に
立
法
権
が
競
合
す

る
分
野
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
野
に
お
い
て
は
連
邦
法
と
州

法
が
抵
触
す
る
可
能
性
が
存
す
る
。
こ
の
問
題
は
、
連
邦
法
優
位
の
法
理
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に
よ
り
解
決
さ
れ
て
い
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

網
羅
的
立
法
権
限
配
分
の
原
則

カ
ナ
ダ
憲
法
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
全
て
の
立
法
権
限
が
連
邦

議
会
又
は
州
議
会
の
い
ず
れ
か
に
網
羅
的
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
原
則
に
は
、
い
ず
れ
の
立
法
府
も
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ

憲
章
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
人
権
を
侵
害
す
る
立
法
を
な
し
得
な
い
、
と
い

う
例
外
が
存
し
て
い
る
。

一
八
六
七
年
憲
法
の
制
定
者
は
、
将
来
憲
法
制
定
当
時
に
予
測
で
き
な

い
新
し
い
l

種
類
の
立
法
権
限
が
必
要
に
な
る
こ
と
を
予
見
し
、
以
下
の
よ

う
な
一
般
条
項
を
規
定
し
た
。
即
ち
、
同
九
二
条
二
ハ
項
は
、
寸
一
般
的
に
州

に
お
け
る
す
べ
て
の
地
方
的
又
は
私
的
性
質
の
事
項
」
に
関
す
る
立
法
権

限
を
州
議
会
に
与
え
て
い
る
。
又
、
同
九
一
条
の
冒
頭
の
文
言
は
、
連
邦
議

会
に
「
カ
ナ
ダ
の
治
安
、
秩
序
及
び
健
全
な
統
治
の
為
、
こ
の
制
定
法
が

各
州
立
法
府
の
専
属
的
な
権
限
と
し
て
い
る
項
目
分
類
に
該
当
し
な
い
、

す
べ
て
の
事
項
に
関
し
て
法
律
を
制
定
す
る
L

権
限
を
与
え
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
規
定
の
結
果
、
同
九
一
及
び
九
二
条
が
列
挙
す
る
特
定
の
項
目
分

類
に
該
当
し
な
い
事
項
の
内
、
同
九
二
条
二
ハ
項
の
規
定
す
る
地
方
的
又

は
私
的
性
質
に
と
ど
ま
る
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
州
議
会
の
立
法
権
限

(
川
)

事
項
で
あ
り
、
国
家
的
規
模
の
事
項
は
連
邦
議
会
の
権
限
事
項
と
な
る
。

五

網
羅
的
立
法
権
限
配
分
の
原
則
に
よ
り
、
全
て
の
法
律
は
連
邦
も
し
く

は
州
の
議
会
に
よ
り
有
効
に
制
定
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
一

般
的
に
は
正
当
な
命
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
omm
教
授
は
、
一
九
五
三
年

の

ω
S
S
N
h司、

t-CNhS町
内
事
件
に
お
け
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
刀
自
己
一
裁
判

官
の
意
見
を
論
拠
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
原
則
を
主
張
し
て
い
る
。
即
ち
、

法
律
は
憲
法
上
列
挙
さ
れ
た
一
つ
の
項
目
分
類
に
該
当
す
る
事
項
に
確
定

す
る
こ
と
が
可
能
な
程
度
に
充
分
な
特
定
性
を
有
し
て
い
な
く
て
は
な
ら

ず
、
連
邦
及
び
州
の
い
ず
れ
の
議
会
も
過
度
に
広
範
な
又
は
過
度
に
漠
然

と
し
た
法
律
を
制
定
す
る
権
限
を
有
し
な
い
、
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
出
荷
問
教
授
は
、
連
邦
議
会
の
有
す
る
「
治
安
、
秩
序
及
び
健
全
な

統
治
」
に
関
す
る
権
限
に
つ
い
て
、
連
邦
議
会
は
憲
法
上
列
挙
さ
れ
た
権

限
に
該
当
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
一
般
的
に
広
範
な
(
岳
民

5
巾
白
ロ
仏

宮
2
2ぞ
巴
対
象
事
項
に
関
す
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
州
の

権
限
事
項
に
含
ま
れ
る
分
野
の
中
に
連
邦
議
会
の
権
限
を
散
大
す
る
こ
と

は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。

六
発
展
的
憲
法
解
釈
の
法
理

前
述
の
よ
う
に
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
及
び
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
カ
ナ

ダ
憲
法
を
解
釈
す
る
際
、
伝
統
的
に
、
厳
格
な
実
証
主
義
的
文
理
解
釈
の
方

法
を
採
用
し
、
裁
判
所
に
よ
る
法
創
造
機
能
を
拒
否
し
て
き
た
。
そ
の
為
、

北法39(3・179)675 
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裁
判
所
は
社
会
的
変
化
に
対
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
。

そ
れ
故
、
カ
ナ
ダ
憲
法
の
内
容
が
硬
直
化
し
社
会
的
変
化
に
対
応
し
き
れ

な
く
な
る
と
い
う
現
象
も
、
過
去
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。

か
か
る
社
会
的
変
化
に
対
応
す
る
為
、
立
法
権
限
に
関
す
る
規
定
は
過

n
 

去
四
回
改
正
さ
れ
た
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
憲
法
は
激
変
す
る
社
会
の
中
で
、

全
体
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で

ω
g
r
a卿
は
、
一
九
二
一

O
年
に
「
英
領
北
ア

メ
リ
カ
法
は
カ
ナ
ダ
に
そ
の
自
然
の
範
囲
内
で
成
長
し
発
展
す
る
こ
と
が

で
き
る
生
き
た
木
(
}
守
E
m
可
巾
巾
)
を
植
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
の
目
的

は
カ
ナ
ダ
に
憲
法
を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、
狭
義
的
で
か
つ

技
術
的
な
解
釈
に
よ
り
、
こ
の
法
の
諸
規
定
を
切
り
落
と
す
こ
と
を
本
司

法
委
員
会
の
義
務
で
あ
る
と
は
考
え
ず
l
l
l又
、
そ
れ
は
、
我
々
の
希
望

す
る
と
こ
ろ
で
も
な
い
|
|
、
む
し
ろ
、
そ
の
法
に
広
く
か
っ
自
由
な

(
Z
Z
E
C
解
釈
を
与
え
る
こ
と
が
本
司
法
委
員
会
の
義
務
で
あ
る
と
考

え
る
」
と
述
べ
、
発
展
的
憲
法
解
釈
(
℃

gmza一
〈
巾
一
互
角
買
巾
片
山
門
芯
ロ
)

一刀一

の
必
要
性
及
び
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
こ
の
発
展

的
憲
法
解
釈
の
考
え
方
を
一
九
七

0
年
代
後
半
に
な
っ
て
採
用
し
は
じ
め

た。
国
家
の
基
本
法
と
し
て
の
性
質
を
有
し
か
っ
改
正
が
困
難
な
憲
法
の
解

釈
に
お
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
柔
軟
性
及
び
発
展
性
は
不
可
欠
の
要
素
で

あ
る
と
解
さ
れ
る
。

以
上
で
、
連
邦
制
度
に
お
け
る
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査
の

第
二
段
階
、
即
ち
、
憲
法
の
解
釈
の
検
討
を
終
え
る
。
次
項
で
は
、
有
効

な
連
邦
法
と
有
効
な
州
法
が
抵
触
し
た
場
合
の
問
題
を
解
決
す
る
為
の
法

理
で
あ
る
、
連
邦
法
優
位
の
法
理
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

北法39(3・180)67日

第
五
項
連
邦
法
優
位
の
法
理

一

概

要

カ
ナ
タ
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
法
律
の
実
質
的
要
素
の
法
理
及

び
二
重
局
面
の
法
理
に
よ
り
、
有
効
な
連
邦
法
と
有
効
な
州
法
が
抵
触
す

る
可
能
性
が
存
す
る
。
連
邦
議
会
は
州
法
を
廃
止
す
る
権
限
を
有
せ
ず
、

又
、
そ
の
逆
に
、
州
議
会
も
連
邦
法
を
廃
止
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
。

そ
の
為
「
黙
示
的
廃
止
の
法
理
♀

R
E
5
0ご
51-az克
巳
)

L

に

一加平

よ
り
こ
の
間
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

連
邦
法
と
州
法
の
抵
触
問
題
を
解
決
す
る
為
に
判
例
が
採
用
し
た
の
が
、

「
連
邦
法
優
位
の
法
理
(
己

o
n
Eロ
巾
え
な
号

E
ご
ν白

E
g
o
s
H
Qど
で

一川一

あ
る
。
こ
の
法
理
の
下
で
は
連
邦
法
と
州
法
が
抵
触
し
た
場
合
、
連
邦
法

が
適
用
さ
れ
、
州
法
は
適
用
不
能
と
判
断
さ
れ
る
。
か
か
る
連
邦
法
優
位

の
法
理
は
、
連
邦
法
と
州
法
が
存
在
し
、
川
そ
れ
ぞ
れ
の
法
が
有
効
で
あ

り
、
か
っ
、
山
そ
れ
ぞ
れ
が
抵
触
す
る
場
合
、
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。
そ



れ
故
、
か
か
る
法
理
の
適
用
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
二
つ
の
連
邦
法
及

び
州
法
の
合
憲
性
が
確
定
さ
れ
た
後
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
法
律
の
合

憲
性
の
審
査
と
連
邦
法
と
州
法
の
抵
触
に
関
す
る
審
査
は
完
全
に
分
離
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
い
か
な
る
場
合
に
、
抵
触
が
生
じ
る
か
に
つ
き
検
討
を
加
え
て

h

U

J

〈、。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〕

二
抵
触
の
確
定

川
抵
触
確
定
の
意
義

連
邦
法
優
位
の
法
理
の
下
で
連
邦
法
と
州
法
の
抵
触
を
確
定
す
る
こ
と

は
、
司
法
審
査
権
の
範
囲
及
び
連
邦
制
度
に
お
け
る
連
邦
・
州
聞
の
権
限

の
均
衡
に
関
し
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
即
ち
、
抵
触
を
広

く
定
義
す
る
場
合
、
多
く
の
州
法
が
連
邦
法
に
抵
触
し
適
用
不
能
と
な
る
。

こ
れ
は
、
連
邦
権
限
の
拡
大
に
与
す
る
司
法
積
極
主
義
を
意
味
す
る
。
逆

に
、
抵
触
を
狭
義
に
と
ら
え
る
と
、
州
の
権
限
が
散
大
し
、
裁
判
所
も
、

司
法
消
極
主
義
を
採
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
裁
判
所
は

(
問
)

一
般
に
後
者
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
。

間
明
確
な
抵
触

あ
る
人
が
連
邦
法
及
び
州
法
の
両
方
を
同
時
に
遵
守
す
る
こ
と
が
不
可

能
な
場
合
、
も
し
く
は
、
「
一
つ
の
法
を
守
る
と
他
の
法
に
違
反
し
て
し
ま

{
問
)う
」
場
合
、
連
邦
法
と
州
法
と
の
明
確
な
抵
触
が
存
在
す
る
。
こ
の
「
二

p

山
}

重
遵
守
の
不
可
能
性

(F53ae--一
々
。
同
門
吉
田

-
8
5立
E
R巾
)
」
が
明

確
な
こ
と
を
理
由
に
抵
触
を
認
定
し
た
判
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

か
か
る
二
重
遵
守
の
不
可
能
性
の
テ
ス
ト
は
、
二
つ
の
法
律
が
人
に
対

し
相
反
す
る
義
務
を
賦
課
す
る
場
合
に
は
、
比
較
的
容
易
に
適
用
し
得
る
。

し
か
し
、
こ
の
テ
ス
ト
は
、
二
つ
の
法
律
が
人
に
対
し
矛
盾
す
る
義
務
を

賦
課
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
か
か
る
法
律
が
裁
判
官
を
含
む
法
執
行

機
関
に
対
し
矛
盾
す
る
義
務
を
賦
課
す
る
場
合
に
も
適
用
し
得
る
と
解
せ

ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
連
邦
法
と
州
法
が
明
確
に
抵
触
す
る
場
合
、
連
邦
法
優

位
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
。

間
連
邦
法
先
占
の
理
論

前
述
の
よ
う
に
、
明
確
な
抵
触
が
存
す
る
場
合
、
連
邦
法
優
位
の
法
理

が
適
用
さ
れ
、
抵
触
す
る
州
法
が
適
用
不
能
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
で
は
、
連
邦
法
が
あ
る
特
定
の
事
項
に
関
し
規
定
し
て
い
る
場
合
、

か
か
る
連
邦
法
の
存
在
は
当
該
事
項
に
関
す
る
州
法
を
排
除
す
る
と
い
う

黙
示
的
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
州
法
は
既
存
の
連
邦

法
に
他
の
補
充
的
規
制
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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連
邦
法
先
占

(n2qzm
同
町
巾
白
色
色
)
の
理
論
は
、
連
邦
法
が
特
定
の

分
野
に
関
し
規
定
し
て
い
る
場
合
、
当
該
連
邦
法
は
か
か
る
分
野
に
関
す

る
州
法
を
、
た
と
え
そ
れ
が
当
該
連
邦
法
に
抵
触
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て

〈
間
)

も
排
除
す
る
と
い
う
よ
う
に
当
該
連
邦
法
を
解
釈
す
る
理
論
で
あ
る
。
こ

の
理
論
に
よ
る
と
、
連
邦
法
が
先
占
し
た
分
野
に
は
州
法
が
規
制
を
加
え

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
連
邦
法
と
州
法
が
抵
触
す
る
場
合
が
増
加
す

る

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
か
か
る
連
邦
法
先
占
の
理
論
は
判
例
に
よ
り
採

(
問
}

用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
州
議
会
は
連
邦
法
に
抵
触
す
る
こ
と
な
く

連
邦
法
に
補
充
的
な
州
法
や
重
複
的
な
州
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
法
と
州
法
が
抵
触
す
る
の
は
、
明
確
な
抵
触
の

存
す
る
場
合
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
か
か
る
場
合
に
の
み
連
邦
法
優
位

(
凶
)
(
叩
}

の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

抵
触
の
効
果

連
邦
法
優
位
の
法
理
は
、
連
邦
法
と
州
法
が
抵
触
し
た
場
合
、
連
邦
法

が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
効
果
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
連
邦
法
と
の
抵

触
が
確
定
し
た
州
法
は
、
そ
の
抵
触
の
限
度
内
で
適
用
不
能
と
な
る
。
州

法
の
抵
触
部
分
と
非
抵
触
部
分
が
分
離
可
能
な
場
合
、
か
か
る
抵
触
部
分

の
み
が
適
用
不
能
と
な
り
、
他
の
部
分
は
適
用
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
て

い
る
。
又
、
州
法
が
適
用
不
能
と
な
る
の
は
抵
触
し
て
い
る
連
邦
法
が
有

効
に
施
行
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
り
、
当
該
連
邦
法
が
廃
止
さ
れ
た

場
合
、
適
用
不
能
と
な
っ
て
い
た
州
法
は
立
法
府
に
よ
り
再
制
定
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
自
動
的
に
適
用
可
能
な
有
効
な
法
と
し
て
「
復
活
す
る

(
国
)

(吋巾
Ji〈巾)」。

以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
法
優
位
の
法
理
の
効
果
は
、
連
邦
法
と
抵
触
す

る
州
法
を
廃
止
す
る
の
で
は
な
く
、
単
に
、
適
用
不
能
に
す
る
に
と
ど
ま

る
の
で
あ
る
。

以
上
で
、
連
邦
制
度
に
お
け
る
連
邦
・
州
聞
の
立
法
権
限
配
分
に
関
す

る
違
憲
審
査
の
方
法
、
及
び
、
そ
れ
に
関
し
確
立
さ
れ
た
諸
法
理
の
検
討

を
終
え
る
。

一
九
八
二
年
に
制
定
さ
れ
た
「
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る

カ
ナ
ダ
憲
章
L

に
つ
い
て
の
違
憲
審
査
の
方
法
、
及
び
、
そ
の
特
徴
に
つ

き
検
討
を
加
え
る
。

次
節
で
は
、

(
l
)

何

回
O
問
問

h
u言
及

HE--詰ミ
h
g
A
¥

む
き
吾

(
M
E
a
-
5
8
)噌

同
門

ω
H
C
・

(
2
)

』ミ.

(
3
)

旬、・・包
ω
H
M

北法39(3・182)678 



色
申
(
閃
∞

7
5
2
誕
#

A. G. Alta. v. A. G. Can.， [1939J A. C. 117， at 130-131 

A. G. Can. v. A. G. Que.， [1947J A. C. 33， at 44 

Supra， note 15 

Mundell， supra， note 3， at 817. 

Supra， note 15， at 129-130. 

Mundell， supra， note 3， at 827 

Hogg， supra， note 1， at 318. 

D. Gibson， The Laω 01 The C加rter:General PrinciPle 

(1986)， at 52. 

(お) Hogg， id.， at 319. 

cw Su.ρra， note 15， at 130， Gibson， supra， note 20， at 52. 
(自) -R示、はおムνt:'まぎ咲， t慢粧 Q喜elJ!l土日経~Q~~置 Q ド-' iオ

土延単品明(legislativehistory)笠同認..IJ-->¥-'製缶←時弘JAJt1R2 

Q心.;;;ν 将兵(¥.(20 Hogg， su.戸ra，note 1， at 319. 
#1寒波11話線11#同鎌田忠4M¥ai。

Hogg， id.， at 319 footnote 47. 

Gibson， supra， note 20， at 53 

See also cases cited in Hogg， id. 

#1車線11活者IR1 1桝織田忠4M¥ai。

Hogg， id.， at 319 

Mundell， supra， note 3， at 832. 

Supra， note 15， at 130 

Hogg， supra， note 1， at 320 

(~) 

(::8) 

(口〕

(~) 

(~) 

(お〕

(~) 

cm 
(お〕

(~) 

(m 

D. Mu叩1江mdell，

The British North America Acはt" (α1954心)， 3幻2Can. Bar 

Rev. 813， at 814. 

(叩) Hogg， id.， at 312-313 

(凹) *1震以おき;:'>(l:fド'-Q~;t;;t:' Hogg 縦~Qçtj品目(Ii[特例目〕みl

糊盤以弾製~ν.>V。

(坦) Rιference re Anti.lnjlation Act， 

450 

(c-) Union Colliery v. Bηden， [1899J A.C. 580， at 587. 

(∞) Russell v. The Queen (1882)， 7 App. Cas. 829， at 839-840; 

Hodge v. The Queen (1883)， 9 App. Cas. 117， at 130. 

〔∞) Supra， note 7， at 587. 

泌総Q引く\@l(~~紙..IJム m縦i$京吋 ~I 桜包 u醍ム心.;;;\-'ム

，，~" Hogg， supra， note 1， at 313. 

(;::;) Laskin， Canadian Constitutional Law (3rd 

1969)， at 85. 

(口) Lederman， in Lederman (ed) ， The Courts and the 

Canadian Consガtution(1964)， at 186 

(~) D. Mundell， "Tests for Validity of Legislation under 

The British North America Act; A Reply to Professor 

Laskin" (1955)，33 Can. Bar Rev. 915， at 928 

(ロ) Hogg， supra， note 1， at 313. 

〔ごわ Id.， at 313-314. 

[1976J 2 S.C.R. 373， at 

ed. rev. 

(
門
寸
)
剖
開
業

Q
M聞
事
州
問
榊
阿
世
州
問
A

開
会
お
け
品
、
，
ホ
ハ
帆



研究ノート

ロ
向
ロ
ロ
門
凶
巾
己
噌
h
N
h
H
司
、
白
・
ロ
O
C
M
ω
.
国
同
∞
N
ω
・

(
m
U
)
仇
詰
耳
、
b
-
ロ
。
門
巾
5
・
m
広
口
。
、
『
0
5
巾
凹
即
日
市
民
p
n
F
勾
A
F
祖
母
詰
内
向
祖
母

勾
h
M
R
s
s
.
ミ
吋
司
法
m
N
3
3
8
h
門
戸
[
忌
∞
同
]
H
ω
・
(
U
-
H
N
吋
に
・
同
門
叶
N
H
・

(
ぬ
)
宮
口
口
広
巾

=
L岳
、
戸
口
。
同
町
ω

咽
兵
器
N-

(
M
U
)
h
-
c
-
h
~
ε
・
巴
h
-
c
・
(
U
S
H
-
-
[
H
S
m
E
]
〉
わ
・
己
吋
一
M
2
3
誌
色
町

ミ
凡
苫
n
M
巴
-
h
-
C
・
匂
・
門
リ
ニ
[
H
8
0
]
ω
ゎ
・
閉
山
・
ご
ω
一
内
向
ミ
ミ
~
(
U
W
W
N
由
民
向

、
a
a
h
w
n
己
・
吃
-
c
b
q
間
違
喜
同
ミ
ミ
ω
5
?
ロ
ミ
由
]
】
ω
・
(
リ
・
閉
山
・
む

(
刊
記
)
図
。
問
問
v

的
宮
、
ミ
-
D
O
Z
Y
同
門
ω
N
H
・

(
お
)
[
回
申
印
ω
]
N
ω
わ
河
-
N
甲
山
W

本
件
に
お
い
て
は
ケ
ベ
ッ
ク
市
条
例
が
問
題
と
さ
れ
た
。
岡
市
仇
は

街
頭
で
文
書
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
配
付
す
る
際
は
、
事
前
に
明
祭
署
長

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
い
た
。
本
件
で
は
、
無

許
可
で
宗
教
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
付
し
て
い
た
エ
ホ
パ
の
証
人
の
信

者
が
、
当
該
市
条
例
の
無
効
を
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
本
件
は
宗
教
の
自
由
及
び
言
論
の
自
由
に
関
す
る
特

殊
な
事
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
判
決
が
出
さ
れ
た
一
九
五

0
年
代
は
、

人
権
保
護
に
対
し
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
比
較
的
積
極
的
な
態
度
を
採
っ
て

い
た
特
殊
な
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
本
判
決
の
審
査
方
法

l
法
律
の

実
際
上
の
運
用
に
よ
る
審
査
を
一
般
化
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
相
当

で
な
い
と
解
さ
れ
る
。
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{
印
l
N
H
吋
・

2
5百
円
博
士
は
、
裁
判
所
が
あ
る
法
律
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
場
合

当
該
法
律
の
効
果
の
み
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。

(
却
)
法
律
の
実
際
上
の
効
果
に
よ
り
、
法
律
の
目
的
が
確
定
さ
れ
る
可
能
性

も
存
す
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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巴
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-R-

(
似
)
「
影
響
を
与
え
る
(
阻
止
伺
己
ご
と
同
じ
意
味
で
、
「
接
近
す
る
(
同
『
g
n
F

ロ
U
O
ロ
)
」
、
「
干
渉
す
る
(
一
三
R
P
Z
呈
与
)
」
、
又
は
、
「
変
更
す
る

(
目
。
庄
内
可
ど
と
い
う
語
、
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
接
近

す
る
」
と
い
う
語
は
最
近
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
「
付
随
的
影

響
力

Q
R
E
g
gご
ヨ
匂
白
己
)
し
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
性
格

づ
け
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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(
川
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NR同・
図
。
問
問
教
授
は
、
合
理
的
、
機
能
的
関
連
性
の
基
準
が
司
法
の
抑
制
の

原
則
に
適
合
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
そ
の
基
準
を
支
持
し
て
い
る
。
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)
本
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章
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二
節
五
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部
第
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章
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節
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(
山
)
枢
密
院
司
法
委
員
会
は
、
州
政
府
の
自
治
独
立
の
為
、
一
八
六
七
年
憲

法
の
制
定
者
の
意
図
と
は
反
対
に
、
州
の
権
限
を
拡
大
す
る
よ
う
に
同
憲

法
を
解
釈
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
カ
ナ
ダ
憲
法
に
関
す
る
枢
密
院
司
法
委

員
会
が
行
っ
た
法
創
造
機
能
の
一
つ
と
し
て
理
解
し
得
る
。
し
か
し
、
こ

れ
も
連
邦
と
州
の
平
等
と
い
う
連
邦
制
度
の
観
念
に
基
づ
く
文
理
的
憲

法
解
釈
の
成
果
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
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)
一
九
四

O
年
に
失
業
保
険
に
関
す
る
立
法
権
限
が
(
九
一
条
二

A
)
、一

九
五
一
年
に
老
齢
年
金
に
関
す
る
立
法
権
限
が
(
九
四
条
A
)
、
そ
れ
ぞ
れ

連
邦
議
会
に
付
与
さ
れ
た
二
九
六
四
年
に
は
老
齢
年
金
に
関
す
る
連
邦

権
限
が
追
加
給
付
を
含
む
も
の
と
し
て
改
正
さ
れ
た
(
九
四
条
A
)
。
さ
ら

に
、
一
九
八
二
年
、
天
然
資
源
に
関
す
る
州
の
立
法
権
限
が
追
加
さ
れ
た

(
九
二
条

A
V

(m〉
国
c
m
m
w
Hむ
も
ミ
・
ロ
。
5
・
H
巳

ω
品
0
・

(
問
)
同
町
民
さ
ミ
、
礼
的
ゼ
・
み
-
C・
(
u
r
H
S
w
[
H
8
0
]

〉・
(
υ
H
N
P
白
門
口
町
(
司
わ
〉
・

ωsr弓
卿
は
、
し
か
し
、
本
件
が
立
法
権
限
配
分
規
定
に
関
係
の
な
い
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。

(
凶
)
こ
の
考
え
は
、
後
に
、
NW3HN・S
(
U
C
ミ
む
込
-
t
・
吋
p
m
h
s
h
-
t
g
ω
]

〉・(い・印
0
0
・町民日同∞一

h
・
c
o
s
h
巴
与
-
C
-
n
s
N
J
[
H
申
hHJ吋
]
〉
n
H
N
叶唱

国
同
同
印
品
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
。

(
凶
)
入
山
-
C
-
⑤
お
-NU・
切
合
NHR問、

[
H
S
S
N
ω
(い・閉山・

5

5
噌恒一昨

HCN
由一

k
p

C
N
H
n
-
せ

-crNS
白
h同
日
吋
ミ
伺
町
内
ロ
・
・

[
H
g
c
]
N
ω
・ゎ

-m-
怠
少
国
門
会
∞
一

同
町
河
S
R
S
N
H
R
N
M
2
h芯
h
N
S
m
u
s
k
A
町
内
噌
[
お
∞
同
]
同

ω
・(U
・閉山・吋
HAH-
同門叶
Nω
・

(
凶
)
出
o
m
m
p
s
h
v
S
L
H
O
Z
Y
2
ω
企
-

(
問
)
コ
モ
ン
・
ロ
l
上
の
原
則
で
、
二
つ
の
抵
触
す
る
制
定
法
が
存
在
す
る

場
合
、
後
法
が
前
法
を
抵
触
す
る
範
囲
内
で
黙
示
的
に
廃
止
し
た
と
看
倣

す
法
理
。
出
。
問
問

L
子
氏

ua

(
悶
)
句
、
温
同
門

ω
日ι一-

(
印
)
』
ミ
-

H

別
町
間
切
円
、
白
印
E
p
z
o
n
n己
℃
三
口
問
任
問
虫
色
丹
可
国
『
白

5
0ロロ円円目、

Z

HM巾口白
-
F
白
岡
町
]
白
色
。
ロ
ョ

(
5
8
)
・品
H
C
S
F
W泊
、
勾
8
・
NωhH-
一
戸
叩
門
町
円
'

吉田口・
2

、『}戸巾わ。ロ門戸
H

叶
吋
巾
ロ
円
。
也
市
『
丘
一
。
ロ

O
門
司
巾
且
巾
H
I

白
]
白
口
弘
司
円
。
〈
一
口
目
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(

凶

)

同

礼

二

回

門

ω由
叶
・

(
凶
)
人
権
憲
章
制
定
後
ま
だ
五
年
程
し
か
経
過
し
て
い
な
い
為
、
充
分
な
判

例
の
蓄
積
も
な
く
、
か
っ
、
充
分
な
参
考
文
献
も
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
五
年
間
で
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
示
し
た
法
理
や
解
釈
ア

プ
ロ
ー
チ
は
検
討
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
極
め
て
限
定
さ

れ
た
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
以
下
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
方

法
及
び
そ
の
特
徴
に
つ
き
検
討
を
加
え
て
い
く
。

第

節

権
利
及
び
自
由
に
関
す
る

カ
ナ
ダ
憲
章
と
違
憲
審
査

第
一
項
違
憲
審
査
権
の
行
使

一
九
八
二
年
憲
法
第
五
二
条
一
項
は
、
「
カ
ナ
ダ
憲
法
は
、
カ
ナ
ダ
の
最

高
法
規
で
あ
っ
て
、
憲
法
の
規
定
に
反
す
る
い
か
な
る
法
規
も
、
そ
の
抵

触
す
る
限
度
に
お
い
て
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い

る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
裁
判
所
及
び
行
政
審
判
所
は
人
権
憲
章
に
抵
触

す
る
い
か
な
る
制
定
法
を
も
無
視
(
仏
政
見
m
R
e
す
る
権
限
及
び
義
務
を

有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
権
憲
章
違
反
を
理
由
に
特
定
の
制

定
法
の
合
憲
性
を
争
う
当
事
者
が
存
す
る
い
か
な
る
裁
判
所
及
び
行
政
審

判
所
に
お
け
る
い
か
な
る
手
続
に
お
い
て
も
、
人
権
憲
章
は
適
用
可
能
で

あ
り
か
つ
執
行
可
能
で
あ
る
。
又
、
人
権
憲
章
は
立
法
府
の
み
な
ら
ず
行

政
府
の
行
為
に
対
し
て
も
新
た
な
規
範
を
課
し
て
い
る
為
、
人
権
憲
章
に

関
す
る
違
憲
審
査
は
行
政
行
為
の
人
権
憲
章
適
合
性
(
合
憲
性
)
を
も
含
ん

で
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

第
二
項
違
憲
判
断
の
方
法
と
そ
の
特
徴

一
人
権
憲
章
第
一
条
の
規
定

人
権
憲
章
第
一
条
は
、
「
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
は
、
自

由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
合
理
性
を
有

し
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
制
限
に
の
み
服
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
当
該
憲

章
で
規
定
す
る
権
利
及
び
自
由
を
保
障
す
る
L

と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
規
定
は
、
人
権
憲
章
に
定
め
ら
れ
た
権
利
及
び
自
由
を
保
障
す
る

こ
と
を
明
示
す
る
と
同
時
に
、
か
か
る
権
利
及
び
自
由
が
「
絶
対
的

E
Z
o
-

-zR)」
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
即
ち
、
か
か
る
権
利
及
び
自
由
が
「
自

由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
合
理
性
を
有

し
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
制
限
」
に
服
す
る
こ
と
を
憲
法
上
明
示
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
権
利
の
相
対
性
の
観
念
は
「
世
界
中
の
全
て
の
人
権
保

障
に
適
用
可
能
な
憲
法
上
の
真
理

(
g
B
E
E
-
oロ
色
丹

E
B
)
」
で
あ
る

と
解
さ
れ
得
る
。
こ
の
規
定
は
、
人
権
憲
障
が
保
障
す
る
全
て
の
権
利
及

北法39(3・190)686 



び
自
由
に
適
用
さ
れ
る
。

カブダにおける違憲審査制度の特徴〔中)

違
憲
審
査
の
方
法
二
段
階
審
査

人
権
憲
章
第
一
条
の
規
定
の
下
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
は
以

下
の
よ
う
な
二
段
階
審
査
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
そ
の
第
一
段
階
に
お
い
て
、

裁
判
所
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
が
人
権
憲
章
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
権

利
を
制
限
す
る
効
果
を
有
し
て
い
る
か
否
か
、
即
ち
、
問
題
と
な
っ
て
い

る
法
律
に
よ
り
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
権
利
が
制
限
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を

審
査
す
る
。
そ
し
て
、
人
権
の
制
限
が
認
定
さ
れ
る
と
第
二
段
階
審
査
が

行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
裁
判
所
は
か
か
る
人
権
の
制
限
が
自
由
か
つ
民
主

的
な
社
会
に
お
い
て
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
合
理
性
を
有
す
る
か
否
か

を
審
査
す
る
。
第
一
段
階
の
審
査
で
は
、
諸
権
利
を
保
障
し
て
い
る
人
権

憲
章
の
諸
規
定
の
解
釈
、
適
用
が
な
さ
れ
、
第
二
段
階
の
審
査
に
お
い
て

は
、
人
権
憲
章
第
一
条
の
解
釈
、
適
用
が
な
さ
れ
る
。

以
下
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
方
法
及
び
そ
の
特
徴
を
、
前

述
し
た
二
段
階
審
査
の
各
段
階
、
即
ち
、
川
権
利
及
び
そ
の
制
限
の
確
定
、

ω権
利
制
限
の
正
当
性
の
確
定
、
に
そ
っ
て
考
察
し
て
い
く
。

第
三
項

権
利
及
び
そ
の
制
限
の
確
定

立

証

責

任

人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
第
一
段
階
で
は
、
問
題
と
な
っ
て
い

る
法
律
に
よ
り
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利
が
制
限
を
受
け
て
い
る
か

否
か
が
審
査
さ
れ
る
。
即
ち
、
こ
の
段
階
で
は
、
人
権
憲
章
が
保
障
し
て

い
る
権
利
及
び
そ
の
制
限
の
有
無
の
確
定
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
自
己
の
憲
章
上
の
権
利
が
制
限
さ
れ
た
と
主

張
す
る
者
が
か
か
る
主
張
の
立
証
責
任
を
負
う
。
立
証
の
基
準
は
「
優
勢

な
蓋
然
性
(
胃
岳
O
ロ
己
巾
日
ロ
n
m
O
同
官
。
σ白
σ
E
q
)
」
と
い
う
通
常
の
民
事

事
件
に
お
け
る
立
証
基
準
と
同
じ
も
の
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
人
権
憲

章
違
反
を
主
張
す
る
者
は
、
自
己
の
憲
章
上
の
権
利
が
制
限
さ
れ
た
こ
と

を
、
寸
一
応

S
1
5出
向
白
色
巾
)
」
証
明
す
る
立
証
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

二
人
権
憲
章
の
解
釈
方
法
論

前
述
の
よ
う
に
、
従
来
、
一
八
六
七
年
憲
法
は
通
常
の
制
定
法
と
同
様

の
方
法
に
よ
り
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、

人
権
憲
章
が
通
常
の
制
定
法
と
は
異
な
る
解
釈
方
法
に
よ
り
解
釈
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
下
し
た
人
権
憲
章
に
関
す
る
最
初
の
判
決
に
お
い
て
、
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伊
丹
司
裁
判
官
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
全
員
一
致
の
意
見
と
し
て
以
下
の
よ

う
に
述
べ
た
。
「
我
々
は
こ
こ
に
お
い
て
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ

憲
章
の
解
釈
、
適
用
と
い
う
新
た
な
責
務
を
担
っ
て
い
る
。
人
権
憲
章
は

[
通
常
の
]
の
制
定
法
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
国
家
の
憲
法
の
一
部
で
あ

る
。
一
八
六
七
年
英
領
北
ア
メ
リ
カ
法
は
、
そ
の
よ
う
な
〔
性
質
の
]
法

で
あ
る
。
こ
の
解
釈
、
適
用
に
お
い
て
枢
密
院
司
法
委
員
会
は
『
英
領
北

ア
メ
リ
カ
法
は
カ
ナ
ダ
に
そ
の
自
然
の
範
囲
内
で
成
長
し
発
展
す
る
こ
と

が
で
き
る
生
き
た
木
を
植
え
た
の
で
あ
る
』
と
述
べ
て
い
る
。
:
:
:
人
権

憲
章
は
、
:
:
:
憲
法
そ
の
も
の
で
あ
り
、
:
:
:
真
に
、
『
カ
ナ
ダ
の
最
高
法

規
』
で
あ
る
。
:
:
:
こ
れ
ら
憲
法
規
定
を
精
巧
(
出
口
巾
)
か
つ
不
断

(gロ・

印
片
山
口
門
)
に
調
整
す
る
過
程
(
包
]
己
2
5
8仲
買
o
n巾
凹
印
)
は
、
伝
統
的
な
必

然
性
の
た
め
に
司
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
柔
軟
性
は
確
実
性
と
比
較
衡

且
息
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
未
来
は
予
見
可
能
な
限
り
、
現
在
に
お
い

て
適
応
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
一
九
八
二
年
憲
法
に
よ
り
新
た

な
次
元
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
、
個
人
と
共
同
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
有
す
る

尊
重
す
べ
き
諸
権
利
を
調
整
す
る
為
の
判
断
基
準
で
あ
り
、
憲
法
上
の
比

較
衡
量
と
同
様
、
裁
判
所
に
よ
り
解
釈
、
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

次
元
で
あ
る
」
。

人
権
憲
章
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
第
二
番
目
の
判
決
に
お
い
て
も
、

カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
前
述

ω
r
8
5
w
R
事
件
判
決
の
立
場
を
踏
襲
し
、
全
員

一
致
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
ま
ず
、
憲
法
が
「
生

き
た
木
」
で
あ
る
と
の
理
解
に
基
づ
き
、
「
憲
法
の
諸
規
定
は
遺
言
書
の
よ

う
に
一
義
的
内
容
の
み
を
有
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と

述
べ
、
続
け
て
、
「
憲
法
の
内
容
を
解
明
す
る
責
務
は
、
[
通
常
の
]
制
定

法
解
釈
の
そ
れ
と
は
決
定
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
[
通
常
の
]
制
定
法

は
現
在
の
権
利
及
び
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
容
易
に
制
定
し
、

廃
止
し
得
る
。
そ
れ
に
対
し
、
憲
法
は
未
来
を
見
つ
め
た
視
点
か
ら
起
草

さ
れ
た
。
そ
の
機
能
は
政
府
権
力
の
正
当
な
行
使
の
継
続
的
枠
組
を
規
定

す
る
こ
と
で
あ
り
、
憲
法
と
権
利
章
典
又
は
人
権
憲
章
と
が
結
合
し
た
場

合
は
、
個
人
の
権
利
及
び
自
由
に
不
断
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
そ
の
機

能
で
あ
る
。
憲
法
が
一
度
制
定
さ
れ
る
と
、
そ
の
諸
規
定
は
容
易
に
は
廃

止
、
改
正
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
故
、
憲
法
は
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
制
定
者

に
よ
り
想
像
さ
れ
な
か
っ
た
新
し
い
社
会
的
、
政
治
的
、
そ
し
て
歴
史
的

現
実
に
適
合
す
る
為
に
、
時
代
を
越
え
て
成
長
、
発
展
す
る
こ
と
が
可
能

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
法
府
は
、
憲
法
の
番
人
で
あ
り
、
そ
の
諸
規

定
を
解
釈
す
る
際
か
か
る
事
項
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
示

北法39(3・192)688 

し
た
。幾
人
か
の
裁
判
官
は
、
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
間
も
な
い
時
期
に
憲
法
を

急
激
に
成
長
さ
せ
る
こ
と
へ
の
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
ほ
と
ん

ど
全
て
の
カ
ナ
ダ
の
裁
判
官
が
、
人
権
憲
章
は
他
の
制
定
法
と
は
異
な
る



解
釈
方
法
論
に
よ
り
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
承
認
し
て

い
る
。以
上
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
を
中
心
に
、
権
利
及
び
自
由
に
関
す

る
カ
ナ
ダ
憲
章
は
、
憲
法
と
し
て
新
た
な
社
会
発
展
に
適
合
す
る
よ
う
柔

軟
か
つ
発
展
的
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
解
釈
方
法
論
が

確
立
し
て
い
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

三
権
利
の
確
定

l
人
権
憲
章
の
合
目
的
的
な
確
定
方
法

カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
一
般
的
文
言
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
人
権
憲
章

上
の
権
利
の
内
容
を
確
定
す
る
際
、
人
権
憲
章
の
「
合
目
的
的
(
宮
弓
0

・

包
括
)
」
な
確
定
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。

前
述
一
九
八
四
年
の
同
さ
き
、
で
守
ミ
言
さ
』
『
R
-
事
件
に
お
い
て
、

カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
「
憲
法
上
の
特
定
の
規
定
を
そ
の
全
体
的
な
目
的
に
照

ら
し
解
釈
す
る
広
範
な
合
目
的
的
分
析
方
法
」
を
用
い
る
こ
と
を
明
示
し

た
。
本
件
で
は
、
私
人
の
所
有
す
る
家
屋
の
捜
索
、
押
収
に
関
す
る
広
範

囲
な
権
限
を
与
え
て
い
る
規
定
が
、
「
不
当
な
捜
索
又
は
押
収
を
受
け
る
ご

と
の
な
い
権
利
」
を
保
障
す
る
人
権
憲
章
第
八
条
の
規
定
に
違
反
す
る
か

否
か
が
争
わ
れ
た
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
権
利
を
確
定
す
る
際
、
以
下
の

よ
う
な
合
目
的
的
方
法
を
用
い
た
。
即
ち
、
「
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ

ナ
ダ
憲
章
は
合
目
的
的
な
法
文
で
あ
る
。
人
権
憲
章
の
目
的
は
、
合
理
的

制
限
の
中
で
、
人
権
憲
章
が
規
定
す
る
権
利
及
び
自
由
の
享
有
を
保
護
し
、

保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
か
る
権
利
及
び
自
由
に
抵
触
す
る

政
府
の
行
為
を
抑
制
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
権
憲
章

自
体
が
政
府
の
行
為
を
授
権
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
:
:
:
権
利
及
び
自

由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
を
解
釈
す
る
適
切
な
手
法
は
合
目
的
的
手
法
で

あ
る
為
、

-
e
:
ま
ず
第
一
に
、
[
人
権
憲
章
]
第
八
条
の
目
的
を
確
定
す
る

必
要
が
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
人
権
憲
章
第
八
条
が
保
護
す
る
こ
と
を
意

図
し
て
い
る
利
益
の
性
質
に
境
界
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
」
。
こ

の
合
目
的
的
な
権
利
確
定
の
手
法
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
他
の
判
例
に

よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
人
権
憲
章
が
保
障
す
る
権
利
の
内

容
を
確
定
す
る
際
、
人
権
憲
章
及
び
問
題
と
な
っ
て
い
る
規
定
の
目
的
を

基
準
に
権
利
の
確
定
を
行
っ
て
い
る
。

権
利
制
限
の
確
定
目
的
と
効
果

人
権
憲
章
を
解
釈
す
る
際
、
人
権
憲
章
の
目
的
に
よ
り
権
利
の
内
容
を

確
定
す
る
こ
と
は
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
例
に
よ
り
確
立
し
た
。
次
の
問
題
は
、

何
を
基
準
に
し
て
権
利
の
制
限
を
確
定
す
る
か
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、

連
邦
・
州
間
の
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
は
、
問
題

と
な
っ
て
い
る
法
律
の
目
的
と
効
果
に
よ
り
そ
の
法
律
の
性
格
づ
け
を

四
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行
っ
て
い
る
。
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
も
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
法
律
の
目
的
及
び
効
果
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
利
制
限
の

確
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
五
年
の
河
ゼ
・
同
町
ミ
ロ
芸
h

h
含司、円

h

R・
事
件
に
お
け
る
カ

ナ
ダ
最
高
裁
の
多
数
意
見
を
書
い
た
む
片
付
印
O
ロ
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
問
題

と
な
っ
て
い
る
法
律
の
目
的
と
効
果
は
異
な
る
審
査
基
準
で
あ
り
、
両
方

の
審
査
に
合
格
し
な
け
れ
ば
法
律
は
合
憲
と
判
断
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
0

0
片付

g
D裁
判
官
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
私
の
考
え
で
は
、
合
憲
性
を
確
定
す
る
際
、
目
的
と
効
果
の
両
方

の
審
査
が
重
要
で
あ
る
。
違
憲
な
目
的
又
は
違
憲
な
効
果
は
そ
の
一
方

の
み
で
法
律
を
違
憲
に
し
得
る
。
全
て
の
法
律
は
立
法
府
が
達
成
し
よ

う
と
意
図
し
て
い
る
目
的
が
存
在
す
る
為
に
制
定
さ
れ
る
。
か
か
る
目

的
は
当
該
法
律
の
執
行
及
び
適
用
に
よ
り
生
じ
る
影
響
力
会
自
℃

R
Cに

よ
り
実
現
さ
れ
る
。
法
律
の
目
的
及
び
そ
の
最
終
的
な
影
響
力
と
い
う

意
味
に
お
け
る
目
的
と
効
果
は
、
そ
れ
ぞ
れ
不
可
分
な
も
の
で
な
い
に

し
て
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
意
図
さ
れ
た
効
果
及
び
実
際
の
効
果

は
、
し
ば
し
ば
、
法
律
の
目
的
、
即
ち
そ
の
有
効
性
を
-
評
価
す
る
指
標

と
し
て
考
慮
さ
れ
て
き
た
。

さ
ら
に
、
法
律
の
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
権
利
が
完
全
に
保
護

さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
決
定
的
に
重
要
な
も
の
と
な
る
。
裁
判
所
に
よ

る
立
法
目
的
の
評
価
は
立
法
府
の
目
標
及
び
目
的
の
精
査
に
集
中
し
、

そ
れ
は
か
か
る
目
的
が
人
権
憲
章
に
よ
る
人
権
の
保
障
と
一
致
す
る
こ

と
を
確
保
す
る
。
特
定
の
目
的
が
立
法
権
限
外
に
あ
る
こ
と
を
宣
号
一
目
す

る
こ
と
は
、
違
憲
の
政
府
行
為
を
そ
の
第
一
段
階
で
抑
制
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
そ
れ
は
、
[
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
]

効
果
が
人
権
憲
章
上
の
権
利
を
制
限
し
て
い
る
こ
と
を
私
人
が
説
明
す

る
必
要
性
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
り
、
憲
法
上
の
権
利
を
よ
り
即
座
に

か
つ
よ
り
強
力
に
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
又
、
目
的
が
明

ら
か
に
不
適
当
で
あ
る
場
合
、
裁
判
所
が
か
か
る
立
法
の
実
際
上
の
影

響
力
を
審
査
す
る
こ
と
な
く
事
件
を
処
理
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

簡
潔
に
言
う
と
、
私
は
、
立
法
目
的
が
合
憲
性
の
第
一
の
審
査
で
あ

り
、
そ
の
効
果
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
が
目
的
審
査
に
合
格
も
し
く

は
少
な
く
と
も
合
格
し
た
と
看
倣
さ
れ
る
場
合
に
審
査
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
、
と
す
る
被
上
告
人
に
同
意
す
る
。
法
律
が
目
的
審
査
に
失
敗
す

れ
ば
、
そ
の
法
律
の
無
効
が
既
に
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
効
果
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
従
っ
て
、
有
効
な
目
的
を
有
す

る
法
律
が
そ
の
影
響
力
に
よ
り
権
利
及
び
自
由
を
制
限
す
る
場
合
、
訴

訟
当
事
者
は
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
法
律
が
適
用
可
能
性
及

び
有
効
性
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
手
段
と
し
て
、
そ
の
効
果
を
争

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
簡
潔
に
号
一
口
う
と
、
効
果
の
審
査
は
有
効
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な
目
的
を
有
す
る
立
法
を
否
定
す
る
場
合
に
の
み
必
要
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
効
果
は
無
効
な
目
的
を
有
す
る
立
法
を
救
済
す
る
為
に
頼
ら
れ

る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
L

。

こ
の
よ
う
に
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
多
数
意
見
は
、
立
法
の
合
憲
性
を
審
査

す
る
場
合
、
第
一
に
そ
の
目
的
を
審
査
し
、
次
に
効
果
を
審
査
す
る
、
と

い
う
二
段
階
の
目
的
・
効
果
審
査
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
の
多
数
意
見
に
対
す
る
d

吉田

g
裁
判
官
の
意
見
は
、
目
的
・
効
果
審

査
に
対
す
る
異
な
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
当
己
的
。
ロ
裁
判
官
に

よ
る
と
、
連
邦
議
会
と
州
議
会
の
間
の
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
問
題
、

又
は
、
人
権
憲
章
第
一
条
の
下
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
が
憲
法
上
の

権
利
に
対
し
寸
合
理
的
制
限
」
を
課
し
て
い
る
か
否
か
に
関
す
る
問
題
を

考
慮
す
る
際
に
は
、
立
法
目
的
が
第
一
番
目
に
審
査
さ
れ
る
べ
き
問
題
で

あ
る
。
し
か
し
、
同
裁
判
官
は
、
人
権
憲
章
上
の
権
利
確
定
に
関
す
る
争

点
が
考
慮
さ
れ
る
場
合
は
、
法
律
の
効
果
が
そ
の
目
的
以
前
に
審
査
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
当
ロ

gロ
裁
判
官

は
、
人
権
憲
章
は
「
ま
ず
第
一
に
、
効
果
志
向
的
(
丘
町
m
Q
E
O
ユ
g
s
gな
法

文
」
で
あ
り
、
「
制
定
法
が
憲
法
上
の
権
利
を
[
制
限
す
る
]
実
際
上
の
効

果
又
は
潜
在
的
効
果
を
有
す
る
限
り
、
当
該
立
法
制
定
に
隠
さ
れ
た
目
的

が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
問
題
と
な
ら
な
い
」
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
d

呂田

g
裁
判
官
は
、
効
果
審
査
に
集
中
す
る
こ
と

は
原
告
に
よ
り
軽
い
立
証
責
任
を
課
す
利
点
が
あ
る
こ
と
も
つ
け
加
え
て

い
る
。多
数
意
見
も
巧
巳
由
。
ロ
裁
判
官
の
意
見
も
、
法
律
の
目
的
、
効
果
の
両
方

に
よ
り
合
憲
性
を
審
査
す
る
こ
と
を
承
認
し
て
お
り
、
二
つ
の
意
見
の
差

異
は
審
査
の
順
番
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
重
要

な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
ぜ
よ
、
人
権
憲
章
に
関
し
て
立
法
の
違
憲
性
が
審
査
さ
れ
る

際
、
法
律
の
目
的
及
び
効
果
の
両
方
の
審
査
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
行
わ
れ

る
こ
と
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
判
例
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

以
上
で
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
第
一
段
階
、
即
ち
、
権
利

及
び
そ
の
制
限
の
確
定
に
関
す
る
考
察
を
終
え
る
。
次
項
で
は
、
そ
の
第

二
段
階
審
査
、
即
ち
、
権
利
制
限
の
正
当
性
の
確
定
に
関
し
検
討
を
加
え

て
い
く
。

権
利
制
限
の
正
当
性
の
確
定

一

立

証

事

件

人
権
憲
章
上
の
人
権
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
主
張

す
る
者
が
立
証
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
人
権
憲
章
上
の
権
利
制
限
が
一
応

証
明
さ
れ
る
と
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
は
そ
の
第
二
段
階
に
入

北法39(3・195)691 
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る
。
こ
こ
で
は
、
か
か
る
人
権
制
限
が
「
自
由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
お

い
て
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
合
理
性
を
有
し
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
制

限
」
で
あ
る
か
否
か
が
審
査
さ
れ
る
。

人
権
憲
章
上
の
人
権
制
限
が
一
応
証
明
さ
れ
る
と
‘
か
か
る
人
権
制
限

が
「
合
理
的
制
限
」
で
あ
る
こ
と
の
立
証
責
任
は
、
か
か
る
制
限
を
支
持

す
る
者
、
即
ち
政
府
が
負
う
こ
と
に
な
る
。

F

泊
〆

一
九
八
六
年
の
同
・
で
・

0
尋
問
的
事
件
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
多

数
意
見
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
人
権
憲
章
上
保
障
さ
れ
た
権
利
及
び

自
由
に
対
す
る
制
限
が
自
由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
明
確
に
正
当

化
さ
れ
得
る
合
理
性
を
有
す
る
こ
と
の
立
証
責
任
は
、
か
か
る
制
限
を
支

持
す
る
当
事
者
が
負
う
。
人
権
憲
章
第
一
条
の
文
言
か
ら
、
人
権
憲
章
に

列
挙
さ
れ
た
権
利
及
び
自
由
の
制
限
が
そ
の
一
般
的
保
障
の
例
外
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
一
条
の
規
定
を
援
用
す
る
当
事
者
が
、
権
利

制
限
を
正
当
化
す
る
例
外
的
基
準
の
中
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
制
限
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
権
利
及
び
自
由
は
保
障
さ
れ
て

い
る
と
い
う
推
定
が
働
く
。
こ
の
こ
と
は
正
当
化
の
責
任
が
制
限
を
支
持

す
る
者
に
あ
る
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
『
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
』

と
い
う
文
言
に
よ
り
、
さ
ら
に
実
証
さ
れ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
人
権
制
限
を
支
持
す
る
者
が
そ
の
正
当
性
を
立
証
す
る
責

任
を
有
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
本
判
決
以
前
に
も
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の

裁
判
所
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
立
場
は
判
例
上

既
に
確
立
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
権
制
限
の
正
当
性
の
立
証
基
準
は
、
通
常
の
民
事
事
件
に
お
け
る
立

証
基
準
た
る
「
優
勢
な
蓋
然
性
」
の
証
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
最

高
裁
は
、
一
九
八
六
年
の
同
・
ゼ
・

0
尋
問
的
事
件
に
お
い
て
、
人
権
憲
章
第

一
条
の
下
で
の
か
か
る
蓋
然
性
の
立
証
基
準
は
、
通
常
の
立
証
基
準
よ
り

も
よ
り
厳
格
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
示
し
た
。
「
人
権
憲

章
第
一
条
の
下
で
の
立
証
基
準
は
、
民
事
事
件
に
お
け
る
基
準
、
即
ち
、

優
勢
な
蓋
然
性
の
証
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
優
勢
な
蓋
然

性
の
テ
ス
ト
は
厳
格
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
事
事
件
に
お

け
る
基
準
の
広
範
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
は
、
事
件
の
性
質
に
よ
り
、
異

な
る
蓋
然
性
の
程
度
が
存
在
す
る
。
:
:
:
人
権
憲
章
第
一
条
は
憲
章
が
保

護
す
る
よ
う
予
定
し
て
い
る
憲
法
上
の
権
利
及
び
自
由
の
制
限
を
正
当
化

す
る
目
的
で
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
極
め
て
高
い
程
度
の

蓋
然
性
が
:
:
:
『
こ
の
場
合
適
切
で
あ
る
』
。
第
一
条
審
査
の
構
成
要
件
を

証
明
す
る
為
に
証
拠
の
提
出
が
要
請
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
し
て
、
そ
れ

は
、
一
般
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
証
明
は
強
力
か
っ

説
得
力
あ
る
も
の

(g哲
三
曲
昆
匂
R
E
S
-
4巴
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

か
っ
、
そ
れ
は
、
か
か
る
[
権
利
]
制
限
を
課
し
た
場
合
と
課
さ
な
い
場
合
の

結
果
を
裁
判
所
に
対
し
明
白
に
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

。
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こ
の
よ
う
に
、
権
利
制
限
の
正
当
性
の
立
証
責
任
は
か
か
る
制
限
を
支

持
す
る
者
、
即
ち
政
府
が
負
い
、
そ
の
立
証
基
準
は
厳
格
な
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
憲
法
上
の
人
権
保
障
を
よ
り
確
実
な
も
の

と
す
る
方
向
で
立
証
責
任
に
関
す
る
法
理
を
形
成
し
て
い
る
と
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〕

二
権
利
制
限
の
正
当
性
を
審
査
す
る
基
準

川
目
的
、
手
段
の
二
段
階
審
査

人
権
憲
章
第
一
条
の
要
件
を
満
足
す
る
為
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
権
利

制
限
が
「
法
律
で
定
め
ら
れ
」
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

か
か
る
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
、
権
利
制
限
が
正
当
性
を
有
し

て
い
る
か
否
か
の
審
査
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
審
査
は
、
目
的
、
手
段
の
二

段
階
審
査
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
即
ち
、

ωか
か
る
権
利
制
限
の
目
的
は
明

確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
か
、
山
か
か
る
権
利
制
限
が
採
用
し
て
い
る
手
段

は
合
理
的
な
も
の
か
が
審
査
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
審
査
に
つ
き
検
討
を
加
え
て
い
く
。

間
目
的
の
審
査
!
充
分
に
重
要
な
政
府
目
的
の
基
準
|

権
利
制
限
の
目
的
は
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
即
ち
、
か
か
る
寸
政
府
目
的
は
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
権
利
及
び

自
由
を
無
効
ハ

0
2門
司
区
巾
)
に
す
る
為
の
正
当
な
理
由
と
な
る
程
、
充
分
に

重
要
吉
岡
田
口
氏
一
円
庁
三
一
ヨ
℃
。
円

g
R巾
)
な
も
の
」
で
あ
り
、
又
、
「
最
低

限
、
目
的
は
、
自
由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
強
く
要
求
さ
れ
か
っ

実
質
的
な

8
5
z
-口
問
自
己
自
宮

g
E
E
)
事
項
に
関
連
し
て
」
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

山
手
段
の
審
査
|
比
例
テ
ス
ト
|

「
充
分
に
重
要
な
政
府
利
益
が
認
定
さ
れ
た
場
合
、
次
に
、
か
か
る
利

益
を
達
成
す
る
た
め
に
選
択
さ
れ
た
手
段
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
否

か
が
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
比
例
テ
ス
ト

G
B℃。司自

己
。
ロ
回
目

q
s由
同
)
に
よ
り
行
わ
れ
る
」
。

か
か
る
「
比
例
テ
ス
ト
L

は
、
社
会
的
利
益
と
個
人
及
び
団
体
の
利
益

と
を
比
較
衡
量
す
る
テ
ス
ト
で
あ
り
、
以
下
の
三
つ
の
重
要
な
構
成
要
素

を
有
し
て
い
る
。
第
一
の
構
成
要
素
は
、
権
利
を
制
限
す
る
為
に
採
用
さ

れ
た
手
段
は
か
か
る
制
限
の
目
的
と
「
合
理
的
に
関
連
守
巳

Z
E
-
q
g口白

ロ巾円

g
ι
gど
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
サ
プ
・
テ
ス
ト
で
あ

る
。
「
手
段
は
目
的
を
達
成
す
る
為
に
、
注
意
深
く
設
定
さ
れ
た
も
の
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
手
段
は
、
専
断
的
、
不
公
正
な
も
の
又
は
不
合
理
な

考
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。
第
二
の
構
成
要

素
は
、
「
た
と
え
手
段
が
目
的
と
合
理
的
に
関
連
し
て
い
た
と
し
て
も
、
か

北法39(3・197)693 



研究ノート

か
る
手
段
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
権
利
を
『
最
少
限
』
に
し
か
侵
害
し
な

い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
サ
ブ
・
テ
ス
ト
で
あ
る
。
第
三

の
サ
プ
・
テ
ス
ト
は
、
「
人
権
憲
章
の
権
利
及
び
自
由
を
制
限
し
て
い
る
手

段
が
有
す
る
効
果
と
『
充
分
に
重
要
な
も
の
』
と
し
て
認
定
さ
れ
た
目
的

の
問
に
比
例
関
係

S
3
3
3
Zロ
同
旨
ち
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
比
例
テ
ス
ト
に
よ
る
と
、
目
的
が
充
分
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
、

か
っ
、
前
述
の
第
一
、
第
二
の
サ
ブ
・
テ
ス
ト
を
合
格
し
た
も
の
で
あ
っ

て
も
、
手
段
が
私
人
の
権
利
に
対
し
極
め
て
有
害
な
効
果
を
有
す
る
場
合
、

か
か
る
手
段
に
よ
る
権
利
制
限
が
人
権
憲
章
第
一
条
の
下
で
違
憲
と
判
断

さ
れ
る
可
能
性
が
存
す
る
。
「
権
利
を
制
限
す
る
手
段
が
、
自
由
か
つ
民
主

的
社
会
に
お
い
て
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
合
理
性
を
有
す
る
為
に
は
、

手
段
の
有
す
る
効
果
が
有
害
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
目
的
が
よ
り
重

要
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。
か
か
る
第
三
の
サ
ブ
・
テ

ス
ト
は
、
た
と
え
第
一
、
第
二
の
サ
ブ
・
テ
ス
ト
に
合
格
し
た
場
合
に
お

い
て
も
、
制
限
さ
れ
た
権
利
の
重
要
性
と
政
府
利
益
の
聞
の
比
較
衡
量
を

裁
判
所
に
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
権
利
を
制
限
す
る
手
段
の
審
査
は
比
例
テ
ス
ト
に
よ

り
行
わ
れ
る
。
か
か
る
比
例
テ
ス
ト
は
、
川
目
的
・
手
段
の
合
理
的
関
連

性
、
問
権
利
制
限
の
最
少
限
性
、
同
制
限
さ
れ
る
権
利
と
政
府
目
的
の
比

例
性
と
い
う
三
つ
の
構
成
要
素
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
問
題
と
な
っ
て

い
る
権
利
を
制
限
す
る
手
段
は
、
そ
れ
ら
三
つ
の
サ
プ
・
テ
ス
ト
を
全
て

満
足
し
な
け
れ
ば
合
憲
と
は
判
断
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
権
利
制
限
の
正
当
性
を
審
査
す

る
基
準
と
し
て
、
現
段
階
で
は
「
充
分
に
重
要
な
政
治
目
的
」
の
基
準
及

び
「
比
例
テ
ス
ト
」
を
用
い
て
い
る
。
か
か
る
基
準
が
具
体
的
に
如
何
な

る
内
容
を
有
し
、
如
何
な
る
事
実
状
況
に
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
判
例
法
の
形
成
を
待
つ
ほ
か
は
な
い
。

以
上
で
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
第
二
段
階
、
即
ち
、
権
利

制
限
の
正
当
性
の
確
定
に
関
す
る
考
察
を
終
え
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
で
、

権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
方
法
と
そ

の
特
徴
に
つ
い
て
の
検
討
を
終
え
る
。

こ
れ
ま
で
は
、
違
憲
審
査
の
法
的
問
題
を
主
に
取
り
扱
っ
て
き
た
。
そ

こ
で
、
次
節
に
お
い
て
は
、
違
憲
審
査
の
事
実
問
題
及
び
そ
の
証
明
方
法

に
つ
い
て
独
立
に
議
論
を
進
め
て
い
く
。
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〕

(】巾岡山田宮江戸、巾

P
2凹
)
L

の
二
つ
の
事
実
に
関
す
る
審
査
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
も
.
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
も
、
事
実
審
査
の
重
要
性
が
一

般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
一
八
六
七
年
憲
法
、
特
に
そ
の
立
法
権
限
配
分

規
定
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
関
し
て
は
、
事
実
審
査
が
不
可
欠
の
も
の
が

多
い
。
同
憲
法
第
九
一
条
の
冒
頭
に
規
定
さ
れ
た
「
カ
ナ
ダ
の
治
安
、
秩

序
及
び
健
全
な
統
治
」
の
為
の
立
法
権
限
に
基
づ
き
、
連
邦
議
会
は
、
戦

争
や
ひ
ど
い
イ
ン
フ
レ
等
の
国
家
的
な
非
常
時
(
口
氏
芯
ロ
白
]
巾

gq-

m巾
日
ち
に
お
け
る
広
範
囲
に
及
ぶ
経
済
規
制
、
及
び
、
寸
州
の
事
項
、
利

益
を
越
え
、
そ
の
性
質
上
国
家
全
体
の
事
項
」
に
関
す
る
、
ラ
ジ
オ
、
航

路
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
に
関
連
す
る
法
律
を
立
法
す
る
権
限
を
有
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
立
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
場
合
、

園
家
的
な
非
常
事
態
が
存
在
し
て
い
た
か
、
又
は
、
か
か
る
立
法
の
対
象

は
国
家
全
体
の
事
項
で
あ
る
か
等
の
立
法
事
実
の
審
査
が
不
可
欠
の
も
の

と
な
る
n
一
実
際
、
「
カ
ナ
ダ
の
治
安
、
秩
序
及
び
健
全
な
統
治
」
に
関
す
る

法
律
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
か
か
る
立
法
事

実
に
関
す
る
証
拠
、
情
報
の
必
要
性
を
認
識
し
、
立
法
事
実
に
関
す
る
証

拠
、
情
報
を
裁
判
所
に
対
し
提
出
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

そ
の
外
に
も
、
同
九
一
条
二
項
の
通
商
に
関
す
る
権
限
、
同
条
七
項
の

国
防
に
関
す
る
権
限
、
同
条
一
五
項
の
銀
行
業
務
に
関
す
る
権
限
、
同
条

二
四
項
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
関
す
る
権
限
、
又
、
同
九
二
条
一

O
項
の
地

方
的
企
業
活
動
に
関
す
る
権
限
、
同
条
一
一
一
一
項
の
州
に
お
け
る
財
産
権
及

び
市
民
的
権
利
に
関
す
る
権
限
に
関
連
す
る
立
法
の
合
憲
性
を
審
査
す
る

場
合
に
も
、
事
実
問
題
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
法
律
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
際
、

裁
判
所
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
実
際
上
の
効
果
及
び
影
響
力
を
審

査
す
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
事
実
に
関
す
る
争
点
の
解

明
が
不
可
欠
の
要
素
と
な
る
。

一
八
六
七
年
憲
法
の
立
法
権
限
配
分
規
定
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
み
な

ら
ず
、
一
九
八
二
年
憲
法
特
に
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て

も
、
事
実
問
題
が
非
常
に
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
る
。
特
に
、
人
権
憲

章
第
一
条
の
性
質
と
要
請
に
よ
り
、
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査

以
上
に
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
は
よ
り
多
く
の
事
実

問
題
の
解
決
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

人
権
憲
章
第
一
条
の
下
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
は
、
川
人
権

制
限
の
確
定
、
凶
人
権
制
限
の
正
当
性
の
確
定
、
と
い
う
二
段
階
審
査
方

法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
段
階
に
お
い
て
は
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
法
律
の
目
的
、
効
果
の
両
方
が
審
査
さ
れ
、
そ
の
場
合
、
事
実
問

題
の
審
査
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
、
第
二
段
階
審
査
に
お
い
て
は
、
当

該
法
律
の
目
的
、
手
段
が
審
査
さ
れ
、
こ
の
場
合
、
立
法
経
過
に
お
け
る

北法39(3・201)697 
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資
料
、
専
門
家
の
意
見
、
社
会
科
学
的
研
究
資
料
等
々
多
く
の
事
実
に
関

す
る
問
題
が
裁
判
所
に
よ
り
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
も
、
事
実
問

題
の
審
査
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

事
実
問
題
に
対
す
る
裁
判
所
の
消
極
的
対
応

従
来
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
は
事
実
問
題
を
充
分
に
分
析
す
る

こ
と
な
く
行
わ
れ
て
き
た
と
批
判
さ
れ
て
き
た
。
裁
判
所
は
、
一
八
六
七

年
憲
法
を
解
釈
す
る
際
、
制
定
法
解
釈
の
通
常
の
規
則
に
従
い
、
事
実
問

題
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
憲
法
の
立
法
権
限
配
分
規
定
の
文
面
上
の
審
査

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
問
題
を
処
理
す
る
一
般
的
傾
向
を
有
し
て

い
た
。

第

項

裁
判
所
は
証
拠
及
び
司
法
確
知
に
よ
り
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
証
拠
は
相
手
側
当
事
者
の
反
対
尋
問
が
可
能
な
も
の
で
な

く
て
は
な
ら
ず
、
又
、
司
法
確
知
は
極
め
て
明
白
な
事
実
の
み
が
可
能
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
通
常
の
証
拠
規
則
に
従
っ
て
い
た
為
、
裁
判
所
は
違

憲
審
査
に
お
け
る
立
法
事
実
に
関
し
、
一
般
的
に
消
極
的
態
度
を
採
っ
て

き
た
。裁
判
所
の
み
な
ら
ず
カ
ナ
ダ
の
弁
護
士
も
、
こ
の
傾
向
を
助
長
す
る
役

割
を
果
た
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
カ
ナ
ダ
の
弁
護
土
は
、
概
し
て
、
訴
訟

自
体
に
固
有
で
な
い
外
的
な
(
虫
可
吉
田
一
円
)
社
会
的
、
政
策
的
資
料
を
収

集
し
、
法
廷
に
提
出
す
る
訓
練
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ほ
と

ん
ど
の
憲
法
訴
訟
に
お
い
て
は
司
法
事
実
の
み
が
訴
訟
に
関
係
し
た
為
、

立
法
事
実
に
関
す
る
証
拠
を
提
出
す
る
試
み
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ

た
。
そ
れ
故
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
証
拠
規
則
は
可
法
事
実
に
関
す
る
も
の

の
み
で
あ
っ
た
。

北法39(3・202)698 

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
て
い
た
カ
ナ
ダ
の
違
憲
審
査
制
度
の
下
に
お

い
て
は
、
特
殊
な
性
質
を
有
す
る
立
法
事
実
が
伝
統
的
な
証
明
方
法
の
変

革
を
要
請
す
る
か
否
か
に
関
し
て
、
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

前
述
し
た
一
九
三
九
年
の
み
S
h
a
n
切
符
尋
一
同
ミ
ミ
室
内
向
や
、
一
九
一
一
一

七
年
の
句
送
還
ミ
ミ
ミ

S同
h
s
s
s
s
Q
河
内
港
湾

S
Q
の
よ
う
な
例
外
的

な
事
例
に
お
い
て
は
、
意
見
陳
述
書

Q
R
E
B
m
)
の
中
に
事
実
に
関
す
る

証
拠
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
法
事
実
に
関
す
る
証
拠
を
法
廷
に
提
出

す
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
き
た
。
又
、
他
の
例
外
的
事
例
に
お
い
て
、
立
法

事
実
が
裁
判
所
に
よ
り
考
慮
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ

ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
従
来
、
い
か
な
る
事
実
が
い
か
な
る
程
度
、
又
、
い

か
な
る
方
法
に
よ
り
違
憲
審
査
を
行
っ
て
い
る
法
廷
に
提
出
さ
れ
る
べ
き

か
に
関
し
て
の
理
論
的
発
展
は
何
ら
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

か
か
る
状
況
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
が
事
実
問
題
、
特
に
立

法
事
実
の
証
明
に
対
し
て
積
極
的
態
度
を
示
し
た
の
が
、

一
九
七
六
年
の



河
内
守
室
内
向
ミ

h
ミ
-E連
H
N
.
s
h
h円
で
あ
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〕

第
三
項
事
実
問
題
に
対
す
る
積
極
的
対
応
へ
の
変
化

一
人
権
憲
章
制
定
以
前

一
九
七
六
年
の
同
志
『
室
内
向
『
m
h
ミ
-E￥
s
s
hミ
に
お
い
て
は
、

イ
ン
フ
レ

l
シ
ヨ
ン
対
策
法
(
〉
ロ
z
a
H
E
Z
H一
。
ロ
〉
円
円
)
が
国
家
的
な
非
常

時
に
お
け
る
立
法
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
戸
g
r
E
長
官
及
び
当
事
者
は
数
回
協
議
を
し
、
そ

こ
で
、
事
件
に
固
有
で
な
い
外
的
証
拠
が
法
廷
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
か
否
か
、
又
、
か
か
る
証
拠
は
い
か
な
る
方
法
に
よ
り
提
出
さ

・
れ
る
べ
き
か
、
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
協
議
の
後
戸
田
田
町
一
口
長
官
は
、
一
九

七
六
年
凶
月
六
臼
に
、
事
実
資
料
の
法
廷
提
出
許
可
に
関
し
以
下
の
三
つ

の
命
令
を
発
し
た
。
即
ち
、
川
連
邦
の
法
務
総
裁
は
「
照
会
事
実
記
載
書

(
の
虫
色
」
の
中
に
、
一
九
七
五
年
一

O
月
一
四
日
の
白
書
及
び
同
法
務
総

裁
が
適
当
と
判
断
す
る
他
の
政
府
報
告
書
等
の
資
料
を
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
c

凶
他
の
当
事
者
は
各
自
の
意
見
陳
述
書
の
中
に
補
充
的
資
料
を

付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
意
見
陳
述
書
は
一
九
七
六
年
五
月
一

O
日
ま
で
に
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
い
か
な
る
当

事
者
も
、
他
の
当
事
者
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
資
料
の
為
に
必
要
と
な
っ
た

付
加
的
資
料
を
、
一
九
七
六
年
五
月
一
一
一
日
ま
で
に
裁
判
所
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
第
三
の
命
令
の
目
的
は
、
照
会
事
実
記
載
書
及
び
意

見
陳
述
書
に
含
め
ら
れ
た
資
料
に
対
す
る
反
論
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に

あ
る
。か
か
る
命
令
に
従
い
極
め
て
多
量
の
事
実
資
料
が
提
出
さ
れ
、
か
っ
、

裁
判
所
に
よ
り
そ
れ
ら
の
許
容
性
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
資
料
の
中

に
は
、
川
連
邦
政
府
の
賃
金
及
び
価
額
政
策
に
関
す
る
白
書
、

ω消
費
者

物
価
の
上
昇
を
示
す
統
計
、
同
こ
の
照
会
事
件
の
為
に
準
備
さ
れ
た
岡
山
・

ピ
宮
弓
教
授
及
び
そ
の
他
三
八
人
の
経
済
学
者
の
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
研
究
報
告
書
、
凶
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び

ピ
宮
弓
教
授
等
の
研
究
に
対
す
る
オ
ン
タ
リ
オ
州
政
府
の
意
見
書
、
刷
カ

ナ
ダ
銀
行
(
∞

g
w
え
の
田
口
邑
同
)
頭
取
の
講
演
原
稿
が
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
外
的
資
料
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
対
策
法
の
立
法
経
過
及
び

憲
法
制
定
経
過

(ng色
g
t
g包
E
m
g弓
)
、
又
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
り
生
じ
る
弊
害
に
関
す
る
分
析
、
一
九
七
五
年
の
カ
ナ
ダ
の
経
済
状

態
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
そ
の
判
決
理
由
の
中
で
、
事
件
に
固
有
で
な
い
外

的
事
実
資
料
を
法
廷
に
提
出
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
円
白
井
戸
口
長
官
は
、

か
か
る
外
的
事
実
資
料
の
「
裁
判
所
に
対
す
る
提
出
が
許
容
さ
れ
る
か
否

か
に
関
す
る
一
般
的
原
則
は
、
本
裁
判
所
に
よ
り
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
で

き
ず
又
提
示
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
」
、
む
し
ろ
「
事
件
に
固
有
で
な
い
外

北法39(3・203)699 
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的
証
拠
に
依
存
す
べ
き
か
否
か
に
関
す
る
問
題
及
び
い
か
な
る
種
類
の
外

的
証
拠
が
許
容
さ
れ
得
る
か
に
関
す
る
問
題
は
、
か
か
る
外
的
証
拠
が
提

出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
憲
法
上
の
争
点
の
性
質
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
戸
内
凶
印
}
向
山
口
長
官
は
、
「
ほ

と
ん
ど
の
状
況
に
お
い
て
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
有
効
性
を
判

断
す
る
為
に
当
該
法
律
の
文
言
以
外
の
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
で

あ
ろ
う
」
が
、
本
件
に
お
い
て
は
社
会
的
、
経
済
的
状
況
に
関
す
る
外
的

事
実
資
料
を
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
説
示
し
た
。

戸
出
品
目
ロ
長
官
の
か
か
る
意
見
は
、
違
憲
審
査
に
お
け
る
事
実
資
料
の
許

容
性
が
そ
の
事
実
資
料
と
裁
判
所
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
争
点
と
の
関
連

性
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
、
明
示
的
に
示
し
て
い
る
。
又
、
同
長
官

の
出
し
た
前
述
の
命
令
、
及
び
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
出
し
た
判
決
に
お
け

る
三
つ
の
意
見
か
ら
、
当
事
者
が
他
の
当
事
者
の
提
出
し
た
資
料
に
対
す

る
反
論
の
機
会
を
有
す
る
限
り
、
意
見
陳
述
書
は
違
憲
審
査
に
お
け
る
立

法
事
実
の
問
題
に
関
連
す
る
社
会
科
学
上
の
資
料
を
提
出
す
る
為
の
「
満

足
の
い
く
」
手
段
で
あ
る
こ
と
が
黙
示
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ

と
も
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
七
六
年
の
「

kghと
尽
き
凡
な
お
河
A
P
S芯
ミ
は
、
立

法
事
実
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
憲
法
訴
訟
に
お
い
て
、
社
会
科
学
上
の
[
資

料
に
関
す
る
]
準
備
書
面
(
∞
ユ
巾
同
)
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
の
明

確
な
先
例
を
確
立
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

戸羽守

一
九
八
一
年
の

h
n裕
司
室
内
向
ミ

h
a
R
h
s
S
N九
回
】
ミ
NbMRリ
札
口
な
み
ミ
に

お
い
て
、
ロ
-
n
w
gロ
裁
判
官
は
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
全
員
一
致
の
意
見
と

し
て
、
外
的
事
実
資
料
の
許
容
性
に
つ
き
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
即
ち
、

「
私
の
考
え
で
は
、
裁
判
所
は
適
切
な
事
件
に
お
い
て
、
[
問
題
と
な
っ
て

い
る
]
法
律
の
効
果
が
い
か
な
る
も
の
に
な
り
得
る
か
に
関
す
る
情
報
を

与
え
ら
れ
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
o
h
ミ
と
お
速
さ
芯

E
P下

S
Q
の
判
示
に
よ
り
、
一
九
五

O
年
の
河
急

S
R
之

さ

さ

.s

h
m
g
s。
ミ
勾
hhRhwな
も
お
に
お
い
て
、
何
一
口
待
。
門
長
官
に
よ
り
提
示
さ
れ

た
外
的
事
実
証
拠
排
除
の
準
則
は
も
は
や
正
当
な
法
理
で
は
な
い
。
「
憲
法

問
題
に
関
す
る
照
会
事
件
に
お
い
て
、
外
的
資
料
の
許
容
性
を
支
配
す
る

硬
直
化
し
た
公
口
同
庁
也
豆
巾
)
準
則
を
宣
言
す
る
こ
と
を
我
々
は
嫌
悪
す
べ

き
で
あ
る
と
、
私
に
は
思
え
る
。
か
か
る
準
則
の
効
果
は
、
論
理
的
に
関

連
を
有
し
高
い
証
明
力
を
有
す
る
証
拠
を
排
除
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い

る」
o
h
ミ
干
営
、
ミ
&
芯
均
A
P『
室
内
一
町
の
例
に
習
い
、
事
件
の
解
決
に
必
要
な

外
的
資
料
の
提
出
を
許
容
す
べ
き
で
あ
る
。
「
一
般
的
に
言
っ
て
、
法
律
の

性
格
づ
け
の
目
的
の
為
に
は
、
我
々
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
基
礎
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カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

こ
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
例
に
よ
り
、
王
立
委
員
会
及
び
法
改
正
委
員
会

の
報
告
書
は
全
て
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
得
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
判
例
に
よ
り
、
社
会
科
学
の
研
究
を
含
む
事
件
に
固
有

で
な
い
外
的
事
実
資
料
が
、
法
廷
に
提
出
さ
れ
る
許
容
性
を
有
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
河
A

あ
お
S
Q
ミ
同
町
印
刷
、
室
芯
え

M
3
S
Q
さリ
N
g
hミ
に
お
け
る

E
n
k
g
D
裁
判
官
の
法
廷
意
見
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
か
か
る
外
的

事
実
資
料
は
法
の
性
格
づ
け
の
目
的
の
為
に
の
み
考
慮
さ
れ
得
る
の
で
あ

り
、
決
し
て
、
制
定
法
の
解
釈
の
為
に
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
又
、
外
的
事
実
資
料
の
許
容
性
の
問
題
と
そ
れ
に
与
え
ら
れ
る
重
要

性
の
問
題
は
、
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
外

的
事
実
資
料
は
、
法
律
が
制
定
さ
れ
た
社
会
的
、
経
済
的
状
況
を
判
定
す

る
為
の
援
助
的
な
要
素
と
し
て
一
般
的
に
許
容
さ
れ
得
る
が
、
か
か
る
外

的
事
実
資
料
の
中
に
は
、
重
要
な
も
の
も
あ
れ
ば
又
ほ
と
ん
ど
意
味
を
有

さ
ず
時
に
は
無
意
味
な
も
の
も
あ
る
こ
と
叫
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
一
九
七

0
年
代
後
半
か
ら
、
一

八
六
七
年
憲
法
の
立
法
権
限
配
分
規
定
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
、

社
会
科
学
上
の
外
的
事
実
資
料
を
積
極
的
に
考
慮
す
る
態
度
を
採
っ
て
き

た
。
そ
の
為
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
立
法
事
実
が
充
分

に
審
査
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

二
人
権
憲
章
制
定
以
後

前
述
の
よ
う
に
、
人
権
憲
章
第
一
条
の
規
定
の
下
で
行
わ
れ
る
違
憲
審

査
に
お
い
て
は
、
事
実
問
題
の
解
決
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い

る。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
点
に
関
し
、
一
九
八
六
年
の
均
・
ゼ
・

0
尋
問
的
事
件
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
[
人
権
憲
章
]
第
一

条
の
構
成
要
件
を
証
明
す
る
為
に
証
拠
の
提
出
が
要
請
さ
れ
て
い
る
場
合
、

そ
し
て
、
そ
れ
は
一
般
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
証
拠

は
強
力
か
つ
説
得
力
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
か
か
る

[
権
利
]
制
限
を
課
し
た
場
合
と
諜
さ
な
い
場
合
の
結
果
を
裁
判
所
に
対

し
明
白
に
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
裁
判
所
は
又
、
立
法

府
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
を
制
定
し
た
と
き
、
そ
の
目
的
を
果
た
す

為
に
、
い
か
な
る
代
替
手
段
が
立
法
府
に
と
り
利
用
可
能
で
あ
っ
た
か
を

知
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
条
の
下
で
の
分
析
を
す
る
際
、

特
定
の
要
素
が
明
白
か
つ
自
明
で
あ
る
事
案
も
存
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
も
つ
け
加
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
」
。

こ
の
判
決
に
よ
り
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
も
事
件

に
固
有
で
な
い
外
的
事
実
資
料
、
即
ち
、
立
法
事
実
に
関
す
る
社
会
科
学

上
の
証
拠
が
法
廷
に
提
出
さ
れ
得
る
こ
と
が
明
示
的
に
判
例
上
確
立
し
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
判
決
が
、
人
権
憲
章
第
一
条
の
審
査
に
お
い
て
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は
、
一
般
的
に
証
拠
提
出
が
要
請
さ
れ
て
い
る
、
と
判
示
し
て
い
る
こ
と

に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
前
述
し
た
一
九
七
六
年
の

h
ミ
-hshsss

同
A
P『
S
R
に
お
い
て
、

FEw-ロ
長
官
は
、
「
ほ
と
ん
ど
の
状
況
に
お
い
て

は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
有
効
性
を
判
断
す
る
為
に
当
該
法
律
の

文
言
以
外
の
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
一
般

的
に
は
証
拠
提
出
は
必
要
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
判
決
の

差
異
は
、
事
実
分
析
を
よ
り
多
く
必
要
と
す
る
人
権
憲
章
第
一
条
の
性
質

及
び
要
請
の
為
に
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
違
憲
審
査
に
お

け
る
「
外
的
事
実
資
料
の
許
容
性
及
び
適
当
性
(
包

i
s
z
Eち
に
対
す

戸田〕

る
裁
判
所
の
重
要
な
態
度
変
更
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
九
七

0
年
代
後
半
か
ら
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
採
っ
て

き
た
外
的
事
実
資
料
、
即
ち
立
法
事
実
に
関
す
る
証
拠
の
許
容
性
に
対
す

る
積
極
的
態
度
は
、
人
権
憲
章
の
制
定
以
後
よ
り
積
極
的
な
も
の
と
し
て

発
展
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
積
極
的
態
度
の
下
で
い
か
な

る
種
類
の
証
拠
が
裁
判
所
に
よ
り
要
求
さ
れ
か
つ
許
容
さ
れ
得
る
か
が
し

だ
い
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

以
下
で
は
、
い
か
な
る
証
拠
を
い
か
な
る
方
法
で
裁
判
所
に
提
出
す
る

か
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

立
法
事
実
の
提
出
方
法

一
司
法
確
知

G
C全
仏
国

-
g巴
2
)

司
法
確
知
と
は
、
「
一
方
当
事
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
事
実
又
は
法
に
関
す

る
事
項
を
、
証
拠
と
し
て
正
式
に
-
証
明
す
る
こ
と
な
く
裁
判
所
が
認
定
す

る
こ
と
」
で
あ
る
。
司
法
事
実
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
は
「
糾
合
理
的
人

間

企

2
8ロ
目
立
巾

B
巾
ロ
)
の
間
で
議
論
の
余
地
の
な
い
程
有
名
な
事
実
、

又
は
、
制
容
易
に
入
手
し
う
る
情
報
源
に
よ
り
直
ち
に
か
つ
正
確
に
そ
の

(
回
)

真
実
性
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
実
」
の
み
し
か
司
法
確
知
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
か
か
る
司
法
確
知
の
規
則
に
従
え
ば
、
多
く

の
立
法
事
実
は
司
法
確
知
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
違
憲
審
査
を
行
う
際
、
前
述
し
た
狭
義
の

{
出
)

司
法
確
知
の
概
念
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
。
実
際
、

h
s
H凡
-Kき

RN.s

同
高
裕
司
室
町
内
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
司
法
確
知
し
得
る
事
実
の
範

囲
を
散
大
し
、
立
法
事
実
の
認
定
を
行
っ
て
い
か
)
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、

他
の
憲
法
事
件
及
び
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
に
関
す
る
事
件
に
お
い
て
も
、
広

い
範
囲
の
事
実
を
司
法
確
知
し
て
い
る
。
又
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
事
件

{

四

)

(

印

)

(

臼

)

に
お
い
て
も
、
裁
判
所
は
、
心
理
学
的
、
社
会
学
的
、
経
済
学
的
、
生
物

学
断
研
究
に
基
づ
く
事
項
及
び
法
制
度
に
関
す
る
事
恥
等
に
関
し
、
司
法

確
知
を
行
っ
て
い
る
。

違
憲
審
査
を
行
う
際
、
裁
判
所
に
よ
り
司
法
確
知
さ
れ
得
る
事
実
は
「
万
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第
四
項



λ
が
知
っ
て
い
る
と
推
定
し
う
る
程
『
明
白
』
な
も
の
で
は
な
く
、
直
接

証
拠
の
許
容
性
に
関
す
る
慣
例
上
の
テ
ス
ト
を
容
易
に
満
足
し
得
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
が
信
頼
し
得
る
資
料
に
よ
り
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る

程
『
明
白
』
な
も
の
L

で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
出
。

違
憲
審
査
が
行
わ
れ
る
際
に
司
法
確
知
が
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
対

し
て
は
、
多
く
の
有
名
な
憲
法
学
者
が
肯
定
的
評
価
を
与
え
て
い
る
。
し

か
し
、
裁
判
所
が
広
く
司
法
確
知
を
行
う
場
合
、
訴
訟
当
事
者
が
裁
判
所

に
よ
り
確
知
さ
れ
た
事
実
に
対
し
反
論
す
る
機
会
及
び
付
加
的
事
実
資
料

を
追
加
す
る
機
会
等
を
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
強
く
主
張

一
制
)

さ
れ
て
い
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

以
上
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
司
法
確
知
に
よ
り
違
憲
審
査
に
必
要
な
立

法
事
実
を
認
定
す
る
手
法
を
積
極
的
に
用
い
て
い
る
。

二
専
門
家
の
証
言

専
門
家
の
証
言
は
憲
法
訴
訟
に
お
い
て
事
実
を
証
明
す
る
上
で
特
に
有

効
な
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
実
審
理
に
お
け
る
証
言
又
は
宣
誓
供
述

書

官

呂

E
i
c
に
よ
り
提
出
さ
れ
得
る
。
宣
誓
供
述
書
は
照
会
事
件
に

お
い
て
事
実
を
証
明
す
る
上
で
も
活
用
さ
れ
得
る
。

憲
章
訴
訟

(
(
V
E
2
q
E紅
白
門
守
口
〉
に
お
い
て
は
、
特
定
の
権
利
や
人

権
憲
章
第
一
条
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
、
専
門
家
の
証
言
が
重
要
な
機
能

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
い
く
つ
か
の
判
例
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
二
年
の

C
ミ
・
与

as・
。
¥
、
さ
な
急
む
ミ
め
円
F
N
H
K
ひ
・
事
件
に
お

け
る
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
上
級
裁
判
所
の
判
決
は
、
そ
の
典
型
例
と
し
て
理
解

し
得
る
。
そ
こ
で
は
、
六
人
の
専
門
家
が
、
人
権
憲
章
第
一
条
が
要
請
す

る
「
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
合
理
的
な
制
限
」
の
条
件
に
関
し
証
言
し
た
。

六
人
の
専
門
家
の
中
に
は
、
一
人
の
歴
史
学
者
、
一
人
の
数
学
者
、
一
人

の
社
会
学
者
、
二
人
の
人
口
統
計
学
者
が
含
ま
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
証
言

は
、
主
に
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
言
語
立
法
が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
為
に
採

用
し
た
手
段
が
合
理
的
制
限
内
の
も
の
か
否
か
に
関
す
る
争
点
に
直
接
向

け
ら
れ
て
い
た
。
か
か
る
専
門
家
の
証
言
は
、
証
拠
及
び
充
分
な
説
明
と

理
由
に
基
づ
く
判
決
を
下
す
為
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

専
門
家
の
証
言
は
、
又
、
宗
教
的
事
項
及
び
表
現
、
集
会
の
自
由
に
関

す
る
憲
章
訴
訟
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

カ
ナ
ダ
の
特
定
の
立
法
が
人
権
憲
章
違
反
で
あ
る
と
争
わ
れ
、
そ
こ
で
特

定
の
外
国
の
法
律
が
人
権
憲
章
第
一
条
の
規
定
す
る
正
当
化
の
基
準
と
し

て
主
張
さ
れ
た
場
合
、
当
該
外
国
が
「
自
由
か
っ
民
主
的
」
で
あ
る
か
否

か
に
関
し
て
は
専
門
家
の
証
言
が
必
要
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
専
門
家
の
証
言
は
違
憲
審
査
に
お
い
て
特
に
重
要
な

事
実
の
証
明
手
段
と
な
り
得
る
。
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プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ブ
リ

l
フ

い
わ
ゆ
る
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ブ
リ
l

フ
に
は
、
法
廷
で
争
わ
れ
て
い
る

問
題
に
関
係
の
あ
る
統
計
的
資
料
、
専
門
家
に
よ
る
科
学
的
議
論
、
政
府

の
報
告
書
等
の
社
会
科
学
的
又
は
自
然
科
学
的
資
料
が
記
載
さ
れ
得
る
。

プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ブ
リ

1
フ
は
、
一
九
七
六
年
の
与
ミ
と
お
冶
ミ
8
3
同
や

る
お
芯
門
町
及
び
一
九
八
一
年
の

h
a

匹、sh
&
~
M
3
S
Q
S円
m
m
h
h
ミ
勾
久
田

町
『
室
内
町
を
含
む
、
い
く
つ
か
の
人
権
憲
章
制
定
以
前
の
憲
注
訴
訟
に
お
い

て
も
採
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て

は
そ
れ
以
上
に
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。

守
フ
ラ
ン
ダ
イ
ヌ
・
ブ
リ
l
フ
に
よ
り
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
資
料
は
、

宣
誓
し
た
証
言
の
形
式
を
採
る
も
の
で
は
な
く
、
又
、
訴
訟
に
お
け
る
相

手
方
当
事
者
に
よ
る
反
対
尋
問
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
。
同
様
に
、
か
か

る
資
料
は
一
般
的
に
は
司
法
確
知
さ
れ
う
る
程
の
明
白
性
を
有
し
て
い
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
定
の
状
況
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ブ

リ
l
フ
の
み
が
裁
判
所
に
対
し
て
広
い
範
囲
の
専
門
的
な
情
報
を
与
え
る

為
の
時
間
的
・
費
用
的
に
利
用
可
能
な
手
段
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

又
、
「
憲
法
事
実
〈

2
5同町三一
O
ロ
丘
町
同
三
回
)
の
性
質
、
及
び
、
憲
章
訴
訟

で
の
審
査
に
主
要
な
比
例
性
の
テ
ス
ト
の
適
用
は
、
司
法
事
実
の
判
断
に

お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
厳
格
な
証
明
の
よ
う
な
も
の
を
、
し
ば
し
ば
要
求

r

削
-

し
な
い
こ
と
も
あ
る
」
。
さ
ら
に
、
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
¥
フ
リ
ー
フ
は
、
あ
る

専
門
家
が
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
社
会
科
学
的
資
料
の
全
範
囲
に
対
し
論

評
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
特
に
、
か
か
る
専
門
家
の
口
頭
証
言
と
と

も
に
提
出
さ
れ
れ
ば
、
極
め
て
有
効
な
立
法
事
実
の
証
明
手
段
と
な
り
得

る。
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今
後
、
守
フ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ブ
リ

l
フ
は
、
よ
り
多
く
の
憲
法
訴
訟
、
特

に
、
憲
章
訴
訟
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
。

判
例
は
、
多
く
の
憲
章
訴
訟
に
お
い
て
、
事
実
問
題
、
と
り
わ
け
、
い

か
な
る
種
類
の
証
拠
が
人
権
憲
章
第
一
条
の
審
査
に
お
い
て
有
用
で
あ
る

か
に
つ
き
具
体
的
指
針
を
展
開
さ
せ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
立
法
事
実
の
認
定

に
対
す
る
裁
判
所
の
積
極
的
態
度
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
の
技

術
、
方
法
、
理
論
の
発
展
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
も
の
と
解
さ
れ

る。
以
上
で
、
違
憲
審
査
に
お
け
る
事
実
問
題
の
一
般
的
な
検
討
を
終
え
る
。

次
項
で
は
、
違
憲
審
査
に
お
い
て
立
法
経
過
(
一
荷
主
国
吾
、
巾
広
明
言
弓
〕
が

果
た
す
役
割
に
つ
き
独
立
に
考
察
す
る
。

第
五
項
概
違
憲
審
査

お
け
る
11. 

法
経
過

要

一
般
に
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
制
定
法
を
解
釈
す
る
上
で
立
法
経
過
を
援

用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
か
。
し
か
し
、
立
法
権
限
配
分
に
関



す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
法
律
の
性
格
づ
け
を
行
う
段
階
で
は
、
立
法
経

過
が
有
効
な
援
助
と
な
り
得
る
。
又
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い

て
も
、
人
権
の
内
容
を
確
定
す
る
段
階
及
び
人
権
制
限
の
正
当
性
を
確
定

す
る
段
階
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
立
法
経
過
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

以
下
で
は
、
違
憲
審
査
に
お
い
て
立
法
経
過
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た

し
て
い
る
か
又
果
た
し
得
る
か
に
つ
き
検
討
を
加
え
て
い
く
。-Mm-

本
稿
に
お
け
る
立
法
経
過
の
意
味
は
、
国
omm
教
授
の
定
義
に
従
う
。
即

ち
、
立
法
経
過
は
、
川
あ
る
制
定
法
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
王
立
委
員
会
、
法
改
正
委
員
会
、
議
会
委
員
会
等
の
報
告
書
、

ωあ

る
制
定
法
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
政
府
の
白
書
等
の
政

策
報
告
、
同
成
立
以
前
の
法
案
形
態
の
も
の
、
凶
法
案
の
検
討
を
行
っ
て

い
る
議
会
委
員
会
に
お
け
る
大
臣
及
び
議
員
の
陳
述
な
ら
び
に
専
門
家
の

証
言
、
同
法
案
審
議
中
の
議
会
に
お
け
る
発
言
、
を
含
む
も
の
と
す
る
。

二
制
定
法
解
釈
に
お
け
る
立
法
経
過

本
論
に
入
る
前
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
制
定
法
を
解
釈
す
る
際
、
立
法

経
過
が
い
か
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
概
観
し
て
お
く
。

制
定
法
解
釈
の
「
害
悪
ル

l
ル
ハ
ヨ
戸
沢
町
阿
久

E
Z
)
」
の
下
、
裁
判
所
は

制
定
法
を
解
釈
す
る
際
、
以
下
の
四
つ
の
段
階
を
踏
む
こ
と
を
要
請
さ
れ

て
い
る
。
即
ち
、
川
解
釈
す
べ
き
法
律
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
法
状
態

2
S
R
C同
庁
宮
市
]
国
語
)
の
確
定
、

ωか
か
る
法
状
態
が
対
処
し
て
い
な

か
っ
た
「
害
悪

(
B
-
R
E
R
)」
の
確
定
、
同
解
釈
す
べ
き
制
定
法
に
よ
り

現
在
規
定
さ
れ
て
い
る
矯
正
策
(
円
巾

B
E包
の
確
定
、
凶
か
か
る
害
悪
を

抑
制
し
、
か
か
る
矯
正
策
を
促
進
す
る
よ
う
な
解
釈
の
確
定
、
で
あ
る
。

こ
の
害
悪
ル

1
ル
は
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
制
定
法
解
釈
法
(
円
三
句
買
丘
三
日
C
ロ

〉

2
)
に
よ
り
採
用
さ
れ
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
害
悪
ル
l

ル
に
お
け
る
四
つ
の
段
階
の
う
ち

最
初
の
三
つ
の
段
階
に
お
い
て
立
法
経
過
を
援
用
す
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
。
特
に
、
立
法
経
過
は
制
定
法
が
矯
正
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

害
悪
を
確
定
す
る
際
に
援
用
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
第
四
段
階
、
即
ち
、

制
定
法
上
の
文
言
の
意
味
を
決
定
す
る
段
階
に
お
い
て
は
、
立
法
経
過
は

援
用
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
立
法
が
矯
正
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
害

悪
を
確
定
す
る
際
、
立
法
制
定
以
前
の
王
立
委
員
会
等
の
報
告
書
、
政
府

の
政
策
報
告
書
及
び
専
門
家
の
証
言
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
る

許
容
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
議
会

に
お
け
る
議
論
が
同
じ
目
的
の
為
に
許
容
さ
れ
る
か
否
か
は
明
白
で
は
な
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(1) 
法
律
の
分
類

立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
け
る

法
律
の
性
格
づ
け

立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
第
一
段
階
に
お
い
て
法
律
の
性

格
づ
け
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
特
定
の
条
文
の
解
釈
を
含
む
も
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
制
定
法
の
解
釈
に
お
け
る
害
悪
の
確
定
に
類
似

し
て
い
る
。

一
九
六

0
年
代
に
お
け
る
二
つ
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
決
は
、
法
律
の
性

格
づ
け
に
お
い
て
立
法
経
過
を
援
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
以
前
の
判
例
で
立
法
経
過
の
援
用
を
認
め
た
も
の
も
あ
る
。
さ

ら
に
、
一
九
七
六
年
以
降
、
立
法
経
過
の
援
用
を
認
め
る
傾
向
が
確
立
さ

れ
て
き
た
。

河
内
、
昨
夜
芯
円
h
M
d
b
s
同
町
-
H
S
K
叫
ミ
札
。
お
与
円
同
(
邑
叶
白
)
咽
河
品
、
昨
司
、
町
お
町
内
司
、
町
句
同
開
討
凡
-

h
同
町
誌
な
.
b
~
同
2
S
Q
S
S
h
k
同
町
H
Q
混
同
)
唱
均
《
裕
司
h
a
町
内
可
町
内
』
荘
。
ミ
町
民
〉
日
H
S
t

ミ
~
c
g
M】
号
(
凶
器
N
)
・
~
叫
円
』
S
h
N
.
b
『
せ
・
吋
官
e
h
司
同
誌
(
呂
∞
N
)

・
同
町

史

yvhvミ、町、刊誌司、円hN凡ミ$、bF町司、同叫凡whNH的拘hqhw、M3sh門町、.haPRW、円hNミ~

~
サ
ミ
~
的
へ
h
b
F
司
、
b
h
同
町
可
」
円
。
込
-
h
ミ
・
ゼ
-
h
-
c
・
足
辺
、
・
(
巴
∞
品
)
の
五
つ
の
最

高
裁
判
例
は
、
少
な
く
と
も
特
定
の
種
類
の
立
法
経
過
に
関
す
る
資
料
は
、

立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
法
律
の
性
格
づ
け
を
行
う

際
、
援
用
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
援
用
の
許

容
性
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
法
改
正
委
員
会
な
ら
び
に

そ
の
他
の
委
員
会
の
報
告
書
及
び
政
府
発
行
の
政
策
報
告
書
が
挙
げ
ら
れ

る
。
立
法
制
定
時
の
議
会
に
お
け
る
発
言
は
、
一
九
八
一
年
の
均
豆
、

s'

s
~
同
J
S
Q
S
円
h
a
k
山
内
向
河
内
『
令
室
内
向
に
お
け
る

U
W
W印
O
ロ
裁
判
官
の
法

廷
意
見
で
「
一
般
的
に
言
っ
て
、
:
:
:
証
拠
と
し
て
の
重
要
性
を
ほ
と
ん

ど
有
し
な
い
為
そ
の
援
用
は
許
容
さ
れ
得
な
い
」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
図
。
mm
教
授
は
、
一
般
的
に
議
会
に
お
け
る
議
論
が
証
拠

と
し
て
の
重
要
性
を
有
し
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
が
有
用
で
あ

る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
議
会
に
お
け
る
議
論
も
法
律
の
性
格
づ

け
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

出。
mm
教
授
は
、
議
会
に
お
け
る
議
論
及
び
専
門
家
の
証
言
を
含
め
全
て

の
種
類
の
立
法
経
過
に
関
す
る
資
料
が
法
律
の
性
格
づ
け
に
お
い
て
許
容

{川↑

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

ω
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査

人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
は
、
川
人
権
制
限
の
確
定
、

山
人
権
制
限
の
正
当
性
の
確
定
、
と
い
う
二
段
階
審
査
が
行
わ
れ
る
。
こ

れ
ら
二
つ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
人
権
憲
章
の
目
的
及
び
問
題
と
な
っ
て

い
る
法
律
の
目
的
の
審
査
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

か
か
る
審
査
の
性
質
か
ら
す
る
と
、
川
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
は
い

北法39(3・210)706 



か
な
る
権
利
を
制
限
す
る
性
質
を
有
す
る
か
、
間
か
か
る
法
律
は
い
か
な

る
害
悪
を
矯
正
す
る
為
に
制
定
さ
れ
た
の
か
を
審
査
す
る
上
で
、
立
法
経

過
は
重
要
な
判
断
要
素
と
な
り
得
る
。

従
っ
て
、
前
述
の
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
確
立

さ
れ
た
立
法
経
過
に
関
す
る
原
則
は
、
人
権
憲
章
に
関
す
る
訴
訟
に
も
適

{刷ザ

用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

カナダにおける違憲審査制度の特徴〔中)

四
憲
法
の
解
釈

川

概

要

前
述
の
議
論
は
、
違
憲
審
査
に
お
け
る
法
律
の
分
類
(
性
格
づ
け
)
に

関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
特
定
の
法
律
の
条
文
が
解
釈
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
法
律
の
目
的
や
性
質
の
確
定
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

る。
法
律
の
性
格
づ
け
が
行
わ
れ
た
後
、
違
憲
審
査
は
か
か
る
性
質
を
有
す

る
法
律
が
憲
法
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
と
い
う
憲
法
解
釈
の
段
階
に
入

(
阻
〕る
。
こ
の
憲
法
解
釈
の
段
階
に
お
い
て
、
立
法
経
過
の
援
用
が
許
容
さ
れ

る
か
否
か
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。

山
一
八
六
七
年
憲
法
の
解
釈

一
八
六
七
年
憲
法
の
立
法
経
過
に
関
す
る
資
料
が
充
分
で
な
い
為
、
こ

れ
ま
で
同
憲
訟
の
解
釈
に
お
い
て
、
立
法
経
過
が
ど
の
程
度
許
容
さ
れ
る

(
岨
)

か
に
関
し
あ
ま
り
活
発
な
議
論
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

最
近
ま
で
は
、
同
憲
法
の
立
法
経
過
を
そ
の
解
釈
の
為
に
援
用
す
る
こ

戸
川
)

と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

h
o
b
s
q
・
み
-
C・」〈・

NW-

r
附

〆

戸

川

山

}

(
昌
之

)
w
b
m
h
oさ
せ
・
さ
ミ
周
忌
ミ
ミ
む
お
さ
え

-
E
~
2
2
8
w
‘

A
・

c・
ph悶・せ
-
N
W
E
.
窓
口
可
申
)
w
p
k
A
ミ
ぎ
3.守
ミ
岳
、
罫
S
S
H
N
.芯

ミ
目
。
足
。
芯
芯
志
向
句
、
宮
司
町
。
志
向
(
出
話
)
-
b
・。・

n
S
F
せ
・
内
・
ミ
-

M

ヨ
ミ
言
苦
aNNH札口
§

h
ミ
・
(
呂
∞
3
の
五
つ
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
決
は
、
そ
れ

ぞ
れ
立
法
経
過
に
言
及
し
つ
つ
憲
法
の
条
文
を
解
釈
し
て
い
る
。

同
一
九
八
二
年
憲
法
の
解
釈

一
九
八
二
年
憲
法
の
立
法
経
過
に
関
す
る
資
料
は
極
め
て
多
量
に
か
っ

正
確
に
存
在
し
て
い
る
。
一
九
七

0
年
代
後
半
か
ら
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が

示
L
て
き
た
立
法
経
過
を
憲
法
解
釈
に
用
い
る
手
法
は
、
一
九
八
二
年
憲

法
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
五
年
の
河
町
、
お
お
町
内
定
凶
・
。
・

h
h

。mO
噌
、
て
与
一
片
山
町
与
え
に
お

い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
人
権
憲
章
第
七
条
を
解
釈
す
る
上
で
立
法
経

過
を
援
用
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
判
示
し
、
一
九
八
二
年
憲
法

を
解
釈
す
る
上
で
も
立
法
経
過
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
明
確
な
先
例
を
確

立
し
た
の
で
あ
る
。
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凶

評

一
九
七

0
年
代
後
半
か
ら
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
憲
法
解
釈
の
指
針
と
し

て
立
法
経
過
を
援
用
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
態
度
を
採
っ
て
き
た
。
こ
の

新
し
い
傾
向
は
、
一
九
七

0
年
代
後
半
か
ら
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
採
っ
て
き

た
事
実
問
題
に
対
す
る
積
極
的
態
度
と
一
致
し
て
い
る
。

前
述
の
一
八
六
七
年
憲
法
の
解
釈
に
関
す
る
判
例
の
中
に
は
、
議
会
に

お
け
る
議
論
を
解
釈
の
指
針
と
し
た
も
の
も
あ
る
。
又
、
一
九
八
五
年
の

ミ
ミ
ミ

S
F丘
町
河
品
、
可
室
内
向
を
含
む
他
の
判
例
も
、
議
会
に
お
け
る
議

論
と
他
の
立
法
経
過
に
関
す
る
資
料
と
を
区
別
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、

憲
法
解
釈
に
お
い
て
は
、
議
会
に
お
け
る
議
論
を
含
む
、
裁
判
所
が
有
用

と
認
め
る
全
て
の
立
法
経
過
に
関
す
る
資
料
が
許
容
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

加
え
て
、
最
近
の
判
例
は
、
立
法
経
過
を
援
用
す
る
目
的
を
、
法
律
の
性

格
づ
け
と
憲
法
の
解
釈
と
し
て
区
別
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
裁
判
所
が

有
用
と
判
断
す
る
全
て
の
立
法
経
過
に
関
す
る
資
料
は
、
議
会
に
お
け
る

議
論
を
含
め
て
、
法
律
の
分
類
及
び
性
格
づ
け
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、

憲
法
解
釈
に
お
い
て
も
援
用
し
得
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

A
ノ。

価

五
立
法
経
過
の
有
す
る
重
要
性
の
程
度

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
従
来
、
違
憲
審
査
の
い
か
な
る
段
階
に
お
い
て

も
立
法
経
過
を
援
用
す
る
こ
と
に
対
し
否
定
的
立
場
を
採
っ
て
き
た
。
そ

mm
巧

t

れ
と
同
時
に
、
立
法
経
過
を
決
定
的
な
も
の
と
理
解
す
る
オ
リ
ジ
ナ
リ
ズ
幻

ム

(
p
-
m
E丘
町
ヨ
)
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
拒
絶
さ
れ
て
き
問
。
日

最
近
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
例
は
、
立
法
経
過
を
法
の
分
類
及
び
憲
法
解
鈎

釈
の
両
面
に
お
い
て
援
用
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
o

し
か
し
、
援
用
の
枕

許
容
性
の
問
題
と
立
法
経
過
が
有
す
る
証
拠
と
し
て
重
要
性
の
問
題
と
は

別
問
題
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

立
法
経
過
の
中
で
も
特
に
憲
法
の
制
定
者
意
思
の
確
定
は
極
め
て
困
難

な
作
業
で
あ
り
、
正
確
に
制
定
者
意
思
を
認
定
す
る
こ
と
は
、
特
に
時
が

経
過
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
困
難
と
な
る
。

さ
ら
に
、
最
近
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
例
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
「
発
展
的

憲
法
解
釈
の
法
理
L

は
、
憲
法
解
釈
に
お
い
て
立
法
経
過
が
絶
対
的
な
重

要
性
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
立
法
経
過
は
時
に
は
有
用
で
あ
り

か
つ
許
容
さ
れ
得
る
が
、
憲
法
判
断
に
お
い
て
決
定
的
な
意
義
を
有
せ
ず

か
っ
有
す
べ
き
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
立
法
経
過
は
憲
法
判
断
に
お
け

る
一
つ
の
指
針
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
、
一
九
八
五
年
の

h
b芯
『
て

shhな
勾
A

あ
お
お
尽
に
お
い

て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
立
法
経
過
に
関
す
る
資
料
や
証
言
に
反
し
て
、
人

権
憲
章
第
七
条
は
手
続
的
権
利
の
み
な
ら
ず
実
体
的
権
利
を
も
保
障
し
て
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本
章
の
ま
と
め

カ
ナ
ダ
憲
法
は
、
従
来
、
国
家
の
基
本
法
と
し
て
の
性
格
を
与
え

ら
れ
ず
、
通
常
の
制
定
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
一

九
四
九
年
ま
で
カ
ナ
ダ
憲
法
の
最
終
的
な
解
釈
権
を
有
し
て
い
た
枢
密
院

司
法
委
員
会
は
、
以
下
の
よ
う
な
解
釈
方
法
論
に
よ
り
カ
ナ
ダ
憲
法
を
解

釈
し
て
き
た
。
即
ち
、
同
委
員
会
は
、
社
会
の
発
展
や
文
言
以
外
の
事
実

問
題
等
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
憲
法
の
文
一
言
の
意
味
を
法
実
証
主
義
的
な

文
理
解
釈
に
よ
り
解
釈
し
て
き
た
。
同
司
法
委
員
会
は
、
憲
法
を
新
し
い

社
会
状
況
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
は
司
法
府
の
責
務
で
は
な
く
立
法
府
の
役

割
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
解
釈
方
法
論
に
対
し
、

カ
ナ
ダ
憲
法
を
よ
り
柔
軟
か
つ
発
展
的
に
解
釈
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ

た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
の
一
般
的
憲
法
解
釈
方
法
論

は
法
実
証
主
義
的
な
文
理
解
釈
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

1 



か
か
る
憲
法
解
釈
方
法
論
の
影
響
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
も
同

様
な
解
釈
方
法
論
を
採
用
し
て
い
た
。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
枢
密
院
司
法

委
員
会
の
先
例
を
厳
格
か
つ
機
械
的
に
適
用
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
司

法
的
保
守
主
義

Q
E
E包
8
5
2〈
丘
町
田
自
)
」
の
態
度
を
採
っ
て
い
た
。

又
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
自
ら
憲
法
を
解
釈
す
る
場
合
は
、
枢
密
院
司
法
委

員
会
と
同
様
、
社
会
的
、
政
治
的
要
因
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
法
実
-
証
主

義
的
文
理
解
釈
を
行
っ
て
き
た
。

し
か
し
、

カナダにおける違憲審査制度の特徴(中〉

一
九
七

0
年
代
後
半
あ
た
り
か
ら
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
憲
法

解
釈
方
法
が
少
し
ず
つ
変
化
し
、
特
に
一
九
八
二
年
憲
法
の
解
釈
に
対
し

て
は
、
自
由

(Egg-)
で
、
柔
軟
か
つ
発
展
的
な
憲
法
解
釈
の
方
法
を

採
用
し
て
い
る
。

2

か
か
る
保
守
的
な
憲
法
の
解
釈
方
法
に
よ
り
カ
ナ
ダ
憲
法
が
解
釈
、

適
用
さ
れ
た
こ
と
と
関
係
し
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
は
、
主
に
、

文
言
の

EX面
審
査
に
よ
り
行
わ
れ
、
違
憲
審
査
に
お
け
る
事
実
問
題
は
ほ

と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
立
法
事
実
に
関
す
る
法
理

論
は
ほ
と
ん
ど
発
展
し
な
か
っ
た
。
即
ち
、
い
か
な
る
事
実
が
い
か
な
る

程
度
い
か
な
る
手
段
に
よ
り
法
廷
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
か
に
関
す
る
問
題
、

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
事
実
問
題
が
違
憲
審
査
に
お
い
て
い
か
な
る
程
度
考
慮

さ
れ
る
べ
き
か
に
関
す
る
問
題
等
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議

論
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
例
外
的
な
事
案
に

お
い
て
、
社
会
科
学
的
も
し
く
は
自
然
科
学
的
資
料
が
事
フ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・

ブ
リ
i
フ
や
意
見
陳
述
書
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
廷
に
提
出
さ
れ

た
こ
と
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
事
案
に
固
有
で
な
い
外
的
事
実
資
料
を
裁

判
所
に
提
出
す
る
こ
と
の
許
容
性
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
は
一
般
的
に
否

定
的
態
度
を
採
っ
て
い
た
。

か
か
る
外
的
事
実
資
料
の
許
容
性
の
問
題
に
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
初
め
て

積
極
的
態
度
を
示
し
た
の
が
一
九
七
六
年
の
勾
A
P『
室
内
同
誌

kg尽

な
き
さ
お
与
え
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
事
案
に
固

有
で
な
い
外
的
事
実
資
料
が
法
廷
に
提
出
さ
れ
得
る
こ
と
を
明
示
的
に
判

示
し
た
。
許
容
さ
れ
得
る
外
的
事
実
資
料
の
中
に
は
、
立
法
経
過
に
関
す

る
資
料
、
専
門
家
の
証
一
言
、
社
会
科
学
的
も
し
く
は
自
然
科
学
的
資
料
等

が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
外
的
資
料
の
法
廷
へ
の
提
出
方
法
と
し
て
は
、

事
実
審
理
に
お
け
る
証
言
、
宣
誓
供
述
書
、
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ブ
リ
l

フ、

意
見
陳
述
書
等
々
が
考
え
ら
れ
る
。
又
、
裁
判
所
が
司
法
確
知
に
よ
り
明

白
な
外
的
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

3

一
九
八
二
年
に
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
が
制
定
さ

れ
る
以
前
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
の
範
閤
は
主
に
連
邦
・
州
聞

の
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
。

立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲
審
査
権
は
、
カ
ナ
ダ
国
内
で
司
法
権
を

行
使
す
る
機
関
、
即
ち
、
行
政
審
判
所
を
含
む
全
て
の
裁
判
所
が
有
し
て

北法39(3・219)715 
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い
る
。連
邦
及
び
州
議
会
の
立
法
権
限
は
、
憲
法
が
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
の
権
限

と
し
て
列
挙
す
る
「
項
目
分
類
」
に
該
当
す
る
全
て
の
「
事
項
」
に
及
ぶ

と
一
八
六
七
年
憲
法
は
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
為
、
立
法
権
限
配
分
に
関

す
る
違
憲
審
査
は
、
川
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
は
い
か
な
る
「
事
項
」

に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
か
、

ωか
か
る
事
項
は
憲
法
上
列
挙
さ
れ
た
い

か
な
る
「
項
目
分
類
」
に
該
当
す
る
か
、
と
い
う
こ
段
階
審
査
に
よ
り
行

わ
れ
る
。
そ
の
第
一
段
階
に
お
い
て
は
、
法
律
の
性
格
づ
け
、
即
ち
、
問

題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
目
的
及
び
効
果
に
よ
り
当
該
法
律
の
実
質
的
要

素
を
確
定
し
、
そ
の
実
質
的
要
素
に
基
づ
い
て
当
該
法
律
が
対
処
す
る
事

項
を
決
定
す
る
作
業
が
行
わ
れ
る
。
第
二
段
階
で
は
問
題
と
な
っ
て
い
る

法
律
が
対
処
す
る
事
項
が
、
憲
法
上
の
い
か
な
る
項
目
分
類
に
該
当
す
る

か
と
い
う
憲
法
解
釈
が
行
わ
れ
る
。

法
律
の
実
質
的
要
素
を
決
定
す
る
際
、
あ
る
事
項
に
対
し
て
連
邦
と
州

の
両
議
会
が
立
法
権
限
を
有
す
る
場
合
も
存
す
る
。
こ
の
場
合
、
有
効
な

連
邦
法
と
有
効
な
州
法
が
抵
触
す
る
可
能
性
が
存
す
る
。
連
邦
法
と
州
法

が
抵
触
し
た
場
合
、
連
邦
法
優
位
の
法
理
に
よ
り
連
邦
法
が
適
用
さ
れ
、

抵
触
す
る
と
判
断
さ
れ
た
州
法
は
抵
触
の
範
囲
内
で
適
用
不
能
と
な
る
。

4

一
九
八
二
年
に
制
定
さ
れ
た
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲

章
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
権
が
人
権
保
障
問
題
に
も
及
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
。
人
権
憲
章
が
制
定
さ
れ
る
以
前
は
、
カ
ナ
ダ
権
利
章
典

に
よ
る
人
権
保
障
に
対
し
極
め
て
消
極
的
態
度
を
示
し
て
き
た
カ
ナ
ダ
最

高
裁
も
、
人
権
憲
章
の
制
定
後
は
、
人
権
保
護
に
積
極
的
態
度
を
示
す
よ

う
に
な
っ
た
。
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人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
権
は
、
立
法
権
限
配
分
に
関
す
る
違
憲

審
査
権
と
同
様
、
司
法
権
を
行
使
す
る
行
政
審
判
所
及
び
全
て
の
裁
判
所

が
有
し
て
い
る
。

人
権
憲
章
第
一
条
は
「
権
利
及
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
は
、
自

由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
合
理
性
を
有

し
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
制
限
に
の
み
服
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
当
該
憲

章
で
規
定
す
る
権
利
及
び
自
由
を
保
障
す
る
し
と
規
定
し
、
人
権
憲
章
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
諸
権
利
が
絶
対
的
で
は
な
く
相
対
的
で
あ
る
こ
と
を

明
示
し
、
か
っ
、
人
権
憲
章
上
保
障
さ
れ
た
諸
権
利
が
正
当
に
制
限
さ
れ

得
る
基
準
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
規
定
の
下
で
人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
は
、
川
問
題
と

な
っ
て
い
る
法
律
は
い
か
な
る
権
利
を
制
限
し
て
い
る
か
、
間
か
か
る
権

利
制
限
は
人
権
憲
章
第
一
条
の
下
で
正
当
化
さ
れ
得
る
か
、
と
い
う
二
段

階
審
査
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

そ
の
第
一
段
階
に
お
い
て
は
人
権
憲
章
上
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利
の
内

実
及
び
そ
の
制
限
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
利
の
内
実
は
、



カナダにおける違憲審査制度の特徴(中)

主
に
、
人
権
憲
章
全
体
の
目
的
及
び
特
定
の
人
権
憲
章
上
の
条
文
の
目
的

に
適
合
す
る
よ
う
合
目
的
的
に
確
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
権
利
制
限
は
問

題
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
目
的
及
び
効
果
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
確
定

さ
れ
る
n

従
っ
て
、
違
憲
な
目
的
又
は
違
憲
な
効
果
の
ど
ち
ら
か
一
方
の

み
が
存
在
し
て
い
れ
ば
、
権
利
制
限
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
段
階
に
お
い
て
は
、
第
一
段
階
で
認
定
さ
れ
た
権
利
制
限
の
目
的

及
び
手
法
に
関
し
そ
れ
ぞ
れ
の
正
当
性
が
審
査
さ
れ
る
。
権
利
制
限
の
目

的
は
、
「
充
分
に
重
要
」
か
つ
「
自
由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
強
く

要
求
さ
れ
か
つ
実
質
的
」
な
政
府
利
益
で
な
け
れ
ば
正
当
化
さ
れ
得
な
い
。

権
利
制
限
の
手
段
の
正
当
性
審
査
は
、
い
わ
ゆ
る
「
比
例
テ
ス
ト
」
に
よ

・
り
行
わ
れ
る
。
比
例
テ
ス
ト
は
、
社
会
の
利
益
と
個
人
の
利
益
と
を
比
較

衡
量
す
る
テ
ス
ト
で
あ
り
、
川
目
的
、
手
段
の
合
理
的
な
関
連
性
、

ω権

利
制
限
の
最
少
限
性
、
同
制
限
さ
れ
る
権
利
と
政
府
目
的
の
比
例
性
、
と

い
う
三
つ
の
構
成
要
素
を
有
し
て
い
る
。
人
権
憲
章
と
の
関
係
で
合
憲
性

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
は
、
そ
れ
ら
三
つ
の
サ
プ
・
テ
ス
ト
を
全
て

満
足
し
な
け
れ
ば
合
憲
と
判
断
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
違
憲
審

査
基
準
が
具
体
的
に
い
か
な
る
内
容
を
有
し
い
か
な
る
事
実
状
況
に
適
用

さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
判
例
法
の
形
成
を
待
つ
ほ
か
は
な
い
。

人
権
憲
章
に
関
す
る
違
憲
審
査
に
お
け
る
立
証
責
任
の
問
題
は
以
下
の

よ
う
な
こ
元
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
段
階
の
権
利
制
限

の
確
定
に
お
い
て
は
、
か
か
る
権
利
制
限
を
主
張
す
る
者
が
立
証
責
任
を

負
う
。
立
証
の
基
準
は
通
常
の
民
事
訴
訟
と
同
様
、
「
優
勢
な
蓋
然
性
L

の

証
明
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
第
二
段
階
の
権
利
制
限
の
正
当

性
確
定
に
お
い
て
は
、
か
か
る
権
利
制
限
を
支
持
す
る
者
即
ち
政
府
側
が

立
証
責
任
を
負
い
、
立
証
の
基
準
は
「
優
勢
な
蓋
然
性
L

の
証
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
か
る
蓋
然
性
の
内
容
は
通
常
の
立
証
基
準
よ
り
も
厳
格
な
も

の
で
あ
り
、
証
明
は
「
強
力
か
っ
説
得
力
あ
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
人
権
保
障
を
よ
り
確
実
な
も
の

と
す
る
為
の
諸
法
理
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
の
方
法
を
歴
史
的
に
概
観
す
る
と
、

違
憲
審
査
に
対
す
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
姿
勢
及
び
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方

法
が
、
一
九
七

0
年
代
後
半
以
降
、
極
め
て
重
要
な
変
化
を
と
げ
つ
つ
あ

る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
憲
法
の
柔
軟
的
で
発
展
的
な
解
釈
方
法
、
違
憲
審

査
に
お
け
る
事
実
問
題
に
対
す
る
積
極
的
態
度
、
後
述
す
る
憲
法
判
例
の

変
更
に
対
す
る
柔
軟
な
態
度
、
当
事
者
適
格
の
要
件
の
緩
和
等
々
は
全
て

一
九
七

0
年
代
後
半
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
権

憲
章
制
定
後
の
人
権
保
障
に
対
す
る
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
積
極
的
態
度
は
特

に
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
ら
、
司
法
に
よ
る
革
新
的
で
創
造
的
な
機
能
及

び
人
権
保
障
機
能
の
発
展
は
、
カ
ナ
ダ
国
民
が
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
に
対

5 
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し
て
有
し
て
い
た
新
た
な
期
待
感
を
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
が
理
解
し
そ
の
期

待
に
添
う
よ
う
自
己
変
革
し
た
結
果
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
か
る
国
民
の
期
待
感
の
中
で
も
、
特
に
一
九
八
二
年
の
人
権
憲
章
制
定

の
意
義
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

か
か
る
司
法
に
よ
る
創
造
的
な
人
権
保
障
機
能
は
、
今
後
、
カ
ナ
ダ
に

お
け
る
違
憲
審
査
制
度
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
も
の
と
予
想
さ
れ

北法39(3・222)718 

る。
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
は
、
今
や
、
憲
法
の
番
人
と
し
て
又
人
権
の
保
護

者
と
し
て
新
た
な
発
展
を
と
げ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
違
憲
審
査
の
方
法
に
関
す
る
考
察
を
終
え

る
。
次
章
で
は
か
か
る
違
憲
審
査
の
方
法
を
規
定
し
て
い
る
違
憲
審
査
の

理
論
に
つ
き
検
討
を
加
え
て
い
く
。
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* * 申

Part II of this article examines the characteristics of constitutional 

review in Canada from two aspects， that is 1) procedural and institutional 

feature， 2) technical feature 

Chapter 1. 

The system of constitutional review in Canada keeps with the stan-

dard pattern of the United States， not with the pattern of a special constitu-

tional court as in some European countries. Canada， however， has sup-

plemented the normal procedures of the commom law with provisions 

intended to speed up the solution of constitutional issues， whiIe at the same 

time guaranteeing a more adequate consideration of the rights of aII con-

cerned. 
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The risk of constitutional issues being resolved by courts without 

argument from the interested government has been reduced by rules adopt-

ed in most provinces requiring the party raising a constitutional issue to 

give notice to the Attorney-General of the government of the jurisdiction 

which enacted the statute， and allowing the Attorney-General to intervene 

in the proceedings. In the Supreme Court of Canada， a similar rule requires 

notice to be given to all eleven Attorneys‘General. 

In some provisions of Canada， it is possible to shorten the time 

necessary to secure the Supreme Court's definitive rulings on a constitu-

tional issue in civil procedure. The Supreme Court of Canada Act authorizes 

the provincial legislatures to provide that any suit in which the parties by 

their pleadings have raised the question of the validity of a federal or a 

provincial statute， and in the opinion of the trial judge the question is 

material， may be transferred to the Supreme Court of Canada. The Supreme 

Court of Canada then hear argument and rule on this constitutional question 

only， remanding the case to the trial court for completion in the right of its 

ruling. 

Some provisions of Canada have specifically provided that when it is 

suspected that a provincial statute exceeds the jurisdiction of the provincial 

legislature and invades that of the federal Parliament， the Attorney-General 

of Canada may bring a suit in a provincial court against the Attorney-

General for the province to secure a declaratory judgment as to its validity. 

In the alternative， the suit may be brought by the Attorney-General for the 

province against the Attorney-General of Canada. The Ontario Act is 

equally applicable to federallegislation. These statutes make it unnecessary 

to wait to settle the issue until a dispute arises between private individuals 

or corporations， or between the government and private persons or corpora-

tion. This type of procedure can be described as “Abstract Constitutional 

Review" or “Abstract Norm Control". 

From the very first， the Supreme Court of Canada Act has provided for 

advisory opinions at the request of the Governor in Council. Its principal use 

has been to refer questions as to the constitutional validity of federal or 

provincial statutes or bi1ls under discussion. Each of the provinces has 

copied this procedure， authorizing its Lieutenant-Governor in Council to 

submit any matter he thinks fit to the provincial court of appeals， with an 

appeal to the Supreme Court of Canada. Even though it was acknowledged 

that advisory opinions are not part of judicial function， Canadian courts 

accepted advisory opinions. 
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One of the reasons is that there is no general “separation of powers" 

in the Constitution Act， 1867. The Act does not separate the legislative， 

executive and judicial functions and does not insist that each branch of 

government exercise only “its own" function. Either the Parliament or the 

Legislatures may by appropriate legislation confer non-judicial functions on 

the courts and may confer judicial functions on bodies which are not courts. 

Chapter 2. 

In Canada distribution of legislative power between the federal Parlia-

ment and the Provincial Legislatures is mainly set out in s. 91 and 92 of the 

Constitution Act， 1867. Both sections use a distinctive terminology， giving 

legislative authority in relation to“matters" coming within “cIasses of 

subjects". This terminology emphasizes and helps to describe the two steps 

involved in the process of constitutional review: the first step is to identify 

the “matter" of challenged law Cthe characterization of challenged law) 

the second step is to assign the matter to one of the “cIasses of subjects" 

Cthe interpretation of the power-distributing provisions of the Constitu-

tion). 

Section 1 of the Charter guarantees the rights and freedoms set out in 

the Charter， but makes cIear that they are not absolutes: they are subject “to 

such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in 

a free and democratic society". Section 1 of the Charter contemplates that 

constitutional review of legislation under the Charter should proceed in two 

stages. In the first stage， the court must decide whether the challenged law 

has the effect of limiting one of the guaranteed rights. If the challenged law 

does have this effect， the second stage is reached: the court must then decide 

whether the limit is a reasonable one that can be demonstrably justified in 

a free and democratic society. The first stage involves the interpretation 

and appIication of provisions of the Charter that define the guaranteed 

rights. The second stage involves the interpretation and application of s. 1 

of the Charter. 

In constitutional cases， there are often factual issues which have to be 

determined by the court. In Canada， until recently， there has been no 

developed theory on how， or to what extent， facts should be introduced in 

constitutional cases. However， since the middle of 1970's， courts have been 

developing theory as to proof of facts in constitutional review. 

(To b 
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